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業務概要 

 

業務の目的 

我が国では、令和 2年 10月に 2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指すと宣言し、ま

た、令和 3年 4月の地球温暖化対策推進本部において 2050年の脱炭素と整合的な野心的な目標と

して、2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指すこと、さらに、50％

の高みに向け挑戦を続けることを表明している。 

2050年までにカーボンニュートラル達成に向けては、令和 2年 12月に、脱炭素社会に向けた革

新的技術を着実に社会実装するための「グリーン成長戦略」が策定され、また、「国・地方脱炭素実

現会議」において「地域脱炭素ロードマップ」が策定される等地域における脱炭素の取組も進めら

れている。また、同時に第５次環境基本計画（平成30年４月閣議決定）で提唱された地域循環共生

圏の創造が必要となっている。 

廃棄物分野では、一般廃棄物の焼却や埋立処分に伴う直接的な温室効果ガス排出のほか、収集運

搬過程における燃料使用や、中間処理施設等の稼働に伴う電力使用等によるエネルギー起源 CO2

等の排出等があり、これらを総合的に抑えていく対策が求められている。廃棄物から回収されるエ

ネルギーの利活用にあたっては、化石燃料代替による CO2 削減効果と併せて、地域の課題や地域

活性化への貢献に向けた新たな価値の創出が急務である。 

本業務では、デジタル技術を活用したEVごみ収集車が自動運転により作業員を追尾する実証を

行うとともに、収集運搬と中間処理をデジタル技術の活用により連携させ、廃棄物エネルギーを効

率的に回収するための実証を行い、収集運搬と中間処理の効率化を実現し、さらなる CO2 排出削

減を図ることを目的とする。 

 

業務の結果 

 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業委託業務におい

て、ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた技術開発の検討では、EV ごみ収集車が自動

運転により作業員を追尾するためのシステム（以下、「自動追尾システム」という。）の実用化に向

けた技術開発やごみ収集におけるデジタル技術の活用に関しての調査・検討を行った。 

課題調査としては、EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査について、令和

４年度に行ったアンケートで得られた結果をもとに導入に関心を持っている５団体を抽出して、ヒ

アリング調査を行った。 

また、自動追尾型EVごみ収集車の実用化に向けた法的課題について、令和４年度以降の法的取

り扱いの変更内容に関する情報や技術的解決策を整理し、試験走行等を踏まえ新たな課題にて検討

を行った。 

さらに、令和３年度及び令和４年度に行った各種調査の結果をもとに、収集運搬と中間処理施設

の連携、収集運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用方法の検討、事例等について調査、整

理を行った。また、自動追尾システム搭載のEVごみ収集車に併せて装備することで、さらなるCO2



 

 

排出削減やごみ収集作業の効率性向上、その他の付加価値創出等に繋がるデジタル技術を活用する

システムの検討を行った。 

デジタル技術を活用したEVごみ収集車による自動追尾システムの実証計画については、令和４

年度に見直しを行った実証計画を各業務の進捗状況に応じて検証、修正等見直し、策定した。 

これらの結果をもとに、廃棄物分野の脱炭素化やごみ収集作業の効率化に向けた取り組みにおい

て、自動追尾型EVごみ収集車（従来のEVごみ収集車を含む）の位置づけや役割など課題を含め

て整理を行い、その導入がもたらす脱炭素化の効果を検討するとともに、普及促進に向けた施策、

方策等の検討を行った。 

さらに、自動追尾型EVごみ収集車の技術開発と試作車の改良では、試験走行及び機能確認を行

い、機能の評価、改善点の抽出、製作方針の見直しを検討しながら、試作車の改良を進めた。 

この自動追尾型EVごみ収集車を用いて、警察等行政機関との協議・調整の上、川崎市内の公道

で自動追尾システム等に関する実証試験を行った。実証試験実施後は、実証条件、実証データ等を

収集、解析して、実証結果の評価を行い、CO2排出削減やごみ収集作業の効率向上等に関する今後

の課題、展望等を検討した。 

なお、本業務の実施にあたっては、学識経験者、地方公共団体及び関係団体関係者等から 5名の

委員で構成した検討会を設置し、第 1回（8月）、第 2回（1月）、第 3回（3月）の計 3回開催し

調査・検討について必要な助言を受けた。第 1回、第 3回は東京 23区内にて、第 2回は自動追尾

型EVごみ収集車の走行確認と併せて栃木県さくら市で開催し、全回オンライン併用とした。 

  

 

 
  



 

 

Project Description 

 

Project purpose 

The national government declared in October 2020 that it would aim to achieve carbon neutrality 

by 2050. At the meeting held by the Global Warming Prevention Headquarters in April 2021, it 

also announced that it would aim to reduce greenhouse gas emissions by 46% from the fiscal 

2013 level by fiscal 2030 as an ambitious target aligned with decarbonization by 2050 and 

continue challenging to achieve a high target of 50%. 

To achieve carbon neutrality by 2050, the Green Growth Strategy was formulated in December 

2020 for the steady social implementation of innovative technologies for a decarbonized society. 

In addition, the Regional Decarbonization Roadmap was formulated at the Council for National 

and Local Decarbonization, and other regional decarbonization efforts have been promoted. At 

the same time, it is necessary to create the Regional Circular and Ecological Sphere proposed in 

the Fifth Basic Environment Plan (April 2018 Cabinet decision). 

Greenhouse gas emissions in the waste sector include direct greenhouse gas emissions 

associated with the incineration and landfill disposal of municipal solid wastes, and energy-

derived carbon dioxide (CO2) emissions, such as fuel use in the collection and transportation 

process and electricity use associated with the operation of intermediate treatment process 

facilities. Measures to comprehensively reduce the above emissions are required. For the 

utilization of the energy recovered from wastes, together with the CO2 reduction impact through 

fossil fuel replacement, it is urgent to create new values that can contribute to regional issues 

and community invigoration. 

The purpose of this project is to realize efficient improvement between collection and 

transportation, and intermediate processing and expand further CO2 emission reduction by 

demonstrating an electric waste collection vehicle using digital technology to track workers by 

automatic operation and also by demonstrating efficient waste energy recovery by linking 

collection and transportation with intermediate treatment processes using digital technology. 

 

Project results 

In fiscal 2023, as part of a commissioned project of the demonstration program for creating a 

resource recycling system using digital technology toward a decarbonized society, the technology 

development for the practical application of digital technologies in waste collection was examined. 

In this process, the technology development for the practical application of a system in which an 

automatically operated electric waste collection vehicle tracks workers (hereinafter referred to 

as “automatic tracking system”) and the use of digital technologies in waste collection was 

surveyed and studied. 

For questionnaire surveys, based on the results obtained from questionnaires conducted in 

fiscal 2022 on the impact expected and its introduction of electric waste collection vehicles, five 

organizations that showed interest in the introduction of electric waste collection vehicles were 

selected, and hearing surveys were conducted. 

 



 

 

In addition, regarding the legal issues for the practical application of automatic tracking 

electric waste collection vehicles, information on the changes in legal management since fiscal 

2022 and technical solutions were studied, and new challenges were discussed based on test runs. 

Furthermore, based on the results of various surveys conducted in fiscal 2021 and fiscal 2022, 

the linkage between collection and transport, and intermediate processing facilities and the 

digital technology utilization methods in collection and transport and intermediate processing 

facilities were examined, and examples were investigated and studied. In addition, by equipping 

digital technology to an electric waste collection vehicle with an automatic tracking system, the 

system utilizing digital technology for further CO2 emission reduction, improvement of waste 

collection efficiency, and other added value creation was examined. 

In terms of the demonstration plan of an automatic tracking system by electric waste collection 

vehicles using digital technology, it was formulated after reviewing, verifying, and revising the 

demonstration plan revised in fiscal 2022 according to the progress of each operation. 

Based on these results, a study was conducted, including challenges such as the position and 

role of automatic tracking electric waste collection vehicles (including conventional electric waste 

collection vehicles) in decarbonizing the waste sector and improving the efficiency of waste 

collection operations. In addition, the impact of decarbonization by introducing the collection 

vehicles, as well as policy measures and instruments for promoting diffusion, were examined. 

Furthermore, regarding the technical development of automatic tracking electric waste 

collection vehicles and improvement of the prototype vehicle, a test run and function check were 

carried out, and improvement of the prototype vehicle was carried out by considering function 

appraisal, improvement point extraction, and production policy review. 

After deliberation and coordination with administrative bodies, including the police, the 

experiment for verification of the automatic tracking systems was carried out on public roads in 

Kawasaki City using the automatic tracking type electric waste collection vehicle. Following the 

experiment for verification, the conditions and data at the verification were collected and 

analyzed, the verification results appraisal was conducted, and future challenges and prospects 

regarding CO2 emission reduction and efficiency improvement of garbage collection work were 

examined. 

A five-member review committee was established for this project’s implementation, consisting 

of academics and experts, local government officials, and parties concerned from relevant 

organizations. The first, second, and third meetings were respectively held in August, January, 

and March to receive necessary advice on the investigation and review. The first and third 

meetings were held in the Tokyo 23 Wards, and the second meeting was held in Sakura City, 

Tochigi Prefecture, with the operation confirmation of auto-tracking electric garbage collection 

vehicles. All meetings were held in-person and online. 
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Ⅰ-1 

Ⅰ．事業の概要 

 

１．事業の概要 

 「エネルギー起源 CO2 排出削減技術評価・検証事業のうちデジタル技術の活用等による脱炭素

型資源循環システム創生実証事業」は、令和３年度から５年度の３年間で行った。その全体的な事

業の概要は表Ⅰ-1-1、事業の全体像は表Ⅰ-1-2に示すとおりである。 

 

表Ⅰ-1-1 全体的な事業の目的と概要 

事業目的 

我が国は、2050年までのカーボンニュートラルを目指しており、社会全体での脱炭素化への取

組が急務となっている。廃棄物分野では、廃棄物の焼却等に伴う直接的な温室効果ガス排出のほ

か、収集運搬過程における燃料使用や、中間処理施設等の稼働に伴う電力使用によるエネルギー

起源CO2の排出等があり、これらを総合的に削減することが必要である。 

このようなことから、収集運搬におけるデジタル技術の活用や、デジタル技術を活用した収集

運搬と中間処理の連携について検討・実証することにより、収集運搬と中間処理の効率化を実現

し、温室効果ガスの一層の排出削減を図る。 

 

事業の概要 

EV ごみ収集車導入事例や収集ルート効率化等の先進事例の調査、ごみ収集におけるデジタル

技術の活用状況や作業負担軽減に関するヒアリング調査等を行い、それらの調査結果を踏まえ

て、デジタル技術を活用したEVごみ収集車による自動追尾運転システムの実用化に向けた技術

開発と実証を行う。また、デジタル技術を活用して収集運搬と中間処理を連携させることにより、

廃棄物エネルギーを効率的に回収し、さらなるCO2排出削減を図るための検討を行う。 

 

事業実施期間 

令和３年度～令和５年度 

 

 

  



 

Ⅰ-2 

表Ⅰ-1-2 事業の全体像 

令和 3年度 

＜ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた 

技術開発の検討＞ 

 

 

 

 

 

＜自動追尾システム実用化に向けた 

 技術開発＞ 

 

 

 

 

 

令和 4年度 

＜ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた 

技術開発の検討＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自動追尾運転システム搭載の試作車の 

製作と技術開発＞ 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度 

＜ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた 

技術開発の検討＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜自動追尾型EVごみ収集車の技術開発 

と試作車の改良＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・試作車の製作 

・試作車による試験走行及び機能確認 

・機能の評価、改善点の抽出 

・コントローラーのソフト設計 

 

・実証計画の見直し 

（公道での実施、公道以外での実施の分類） 

令和 5年度の自動追尾システムの実証試験

に向けた検討 

・自動追尾EVごみ収集車の実用化に向けた

適用性検討 

・公道実証試験に向けた事前協議 

・法的課題に関する検討内容の整理 

・ソフトウェアや機能面の調整・改善 

・架装関連、中間処理との連携等におけ

る機能確認・改善 

EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査 

法的課題に関する検討内容の整理 

中間処理との連携及び 

自動追尾以外のデジタル技術導入に関する検討 

・事例調査、ヒアリング調査 

EVごみ収集車の導入事例調査 

ごみ収集ルート効率化等における先進事例調査 

ごみ収集におけるデジタル技術活用状況調査 

ワークフロー及び作業員負担軽減に関する調査 

収集運搬と中間処理の効率化及び連携に関する調査 

・試験走行（プロトタイプ車による） 

・調査結果の整理、要素技術の検討 

・設計条件の整理及び要素技術の設計 

・試作車両の製作方針の評価・検討 

・試作車両に必要な部品の試作 

実証計画の作成 

実用化に向けた検討（実態及び課題調査） 

・EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査 

（全国 1,741市区町村へのアンケート調査） 

・ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関する調査 

 

・ごみ収集の効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調査 

 

・収集運搬と中間処理の効率化及び連携に関する調査 

補足調査 

・ごみ収集における事故事例調査 

実証計画の策定・実証試験詳細検討 

実証試験実施 

評価、今後の課題のまとめ 
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２．令和５年度業務の実施内容及び流れ 

令和５年度の事業の実施内容及び作業の流れは、表Ⅰ-2-1及び表Ⅰ-2-2に示すとおりである。 

 

表Ⅰ-2-1 令和５年度事業の実施内容 

件名 

：令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業委託業務 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた技術開発の検討 

（１）EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査 

令和４年度に行った「EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」のアン

ケートで得られた結果をもとに導入に関心を持っている５団体を抽出し、EV ごみ収集車に期

待する効果および導入に関する課題についてヒアリング調査を行った。調査方法については、

対面方式で実施し、調査に際しては以下の点を考慮した。 

・EVごみ収集車の仕様及び性能 

・EVごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

・EVごみ収集車を導入するにあたっての課題 

 

（２）法的課題に関する検討内容の整理 

令和４年度に検討・整理を行った自動追尾型EVごみ収集車の実用化に向けた法的課題につ

いて、その後の法的取り扱いの変更内容に関する情報や技術的解決策を整理した。また、試

験走行等を踏まえ新たな課題について検討した。 

 

（３）収集運搬と中間処理施設の連携、収集運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用 

方法の検討、事例等について調査、整理 

 

課題調査等 

デジタル技術を活用した EVごみ収集車による自動追尾運転の実証計画の策定 

自動追尾型 EVごみ収集車等の普及に向けた検討 

 

 試作車の製作と試験走行及び機能確認 

 機能の評価、改善点の抽出、製作方針の見直し 

 コントローラーのソフト設計 

検 
討 
会 
の 
設 
置 
・ 
運 
営 

助言 

助言 

ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた技術開発の検討 

自動追尾型EVごみ収集車の技術開発と試作車の改良 

 

 実証試験の詳細検討 

 実証試験の実施及び評価 

自動追尾システム搭載型EVごみ収集車による実証試験 

助言 
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令和３年度に行った「ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関するヒアリン

グ調査」、「ごみ収集ルート効率化等における先進事例調査」、並びに令和４年度に行った「ご

み収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関する調査」、「ごみ収集の効率化等におけ

るデジタル技術活用の可能性調査」の結果をもとに、収集運搬と中間処理施設の連携、収集

運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用方法の検討、事例等について調査、整理し

た。 

また、自動追尾システム搭載のEVごみ収集車に併せて装備することで、さらなるCO2排出

削減やごみ収集作業の効率性向上、その他の付加価値創出等に繋がるデジタル技術を活用す

るシステムの検討を行った。 

 

（４）デジタル技術を活用したEVごみ収集車による自動追尾システムの実証計画の策定 

令和４年度に見直しを行った実証計画について、各業務の進捗状況に応じて検証、修正等

の見直しを行い、策定した。実証計画の見直し、策定に当たっては下記を考慮した。 

・自動追尾型EVごみ収集車について、課題解決の進捗状況を把握する。 

・解決すべき技術面、運営体制面、制度面等に関する課題全体を俯瞰して体系的に分析し

た上で整理を行う。 

・課題分析においては前提として試作する自動追尾型EVごみ収集車両の自動追尾システム

の機能を明確化し、必要な場合は段階的に整理する。 

 

（５）自動追尾型EVごみ収集車等の普及に向けた検討 

令和４年度に行った「EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」のアン

ケート及び令和５年度の「EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」で行

ったヒアリングで得られた結果をもとに廃棄物分野の脱炭素化やごみ収集作業の効率化に向

けた取り組みにおいて、自動追尾型EVごみ収集車（従来のEVごみ収集車を含む。）の位置づ

けや役割など課題を含め下記の観点別に整理を行い、その導入がもたらす脱炭素化の効果を

検討するとともに、普及促進に向けた施策、方策等の検討を行った。 

・制度上の課題 

・EVごみ収集車の機能上の課題 

・社会インフラ等の課題 

・EVごみ収集車に再生可能エネルギーを活用する上での課題 

自動追尾型EVごみ収集車の技術開発と試作車の改良 

本年度における自動追尾型EVごみ収集車の試作車製作及び技術開発は、以下の内容を基本と

し、試験走行を２回実施した。なお、試作車製作及び技術開発は、ごみ収集に関するデジタル

技術活用に関して豊富な知見と技術を有する三菱ふそうトラック・バス株式会社が行った。 

・自動追尾システム搭載の試作車の製作 

・自動追尾システム搭載の試作車の試験走行及び機能確認 

・上記試験走行における機能の評価、改善点の抽出、製作方針の見直し 
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・架装関連の機能確認、機能の評価、改善点の抽出、製作方針の見直し 

・自動追尾システム搭載の試作車のコントローラーのソフト設計 

 

自動追尾システム搭載型EVごみ収集車による実証試験 

（１）実証試験の詳細検討 

実証計画に基づき、自動追尾システムを搭載した試作車を用いて行う公道等での実証試験に

ついて、以下の項目に関する詳細検討を実施し、実証計画に反映させた。なお、実証試験は、

ごみ収集に関するデジタル技術活用に関して豊富な知見と技術を有する三菱ふそうトラック・

バス株式会社と共に行った。 

１）評価（検証）項目及び評価（検証）方法の検討 

自動追尾システムを搭載した試作車を用いて行う公道等での実証試験において、評価(検証)

項目の見直し及び具体的な評価(検証)方法を検討した。 

２）実施場所の選定及び実証試験シナリオの検討・確定 

令和４年度に実施した実態及び課題調査の調査結果をもとに実施場所を選定し、令和３年

度に作成した実証試験シナリオを基本として、実施場所に見合った、より具体性を持たせた

実証試験シナリオを検討し、確定した。検討にあたっては、令和４年度に実施したごみ収集

の効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調査の結果を踏まえた。 

３）警察等行政機関との調整 

２）で検討した実施場所及び実証試験シナリオに応じて、実施体制及び実施スケジュール

を検討し、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」に準じ、実施

場所を所管する警察等行政機関と協議を行い、適正かつ安全に公道等での実証試験を実施す

るための調整を行った。 

 

（２）実証試験の実施及び評価 

実証計画に基づき実証試験を実施し、実証条件、実証データ等を収集、解析して、実証結果

の評価を行うとともにCO2排出削減やごみ収集作業の効率向上等に関する今後の課題、展望等

を検討した。なお、実証試験に際しては、その状況を映像として記録するとともに実証結果の

公表用として使用できるよう10分程度の映像資料を編集、作成した。 

 

実施体制 

 

一般財団法人日本環境衛生センター 

                

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

自動追尾型EVごみ収集車の技術開発と試作車の改良 

 課題調査等支援 

 自動追尾システム搭載型EVごみ収集車による実証試験支援 
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表Ⅰ-2-2 令和５年度の作業の流れ 

令和 5年 令和 6年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

（１）ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた技術開発の検討 

 １）EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査 

            

            

 ２）法的課題に関する検討内容の整理 

            

 ３）収集運搬と中間処理の連携、収集運搬や中間処理におけるデジタル技術活用方法の検討、事例等について調査､整理 

            

 ４）デジタル技術を活用した EVごみ収集車による自動追尾システムの実証計画の策定 

            

 ５）自動追尾型EVごみ収集車等の普及に向けた検討 

            

（２）自動追尾型EVごみ収集車の技術開発と試作車の改良 

 

 

 

 

           

（３）自動追尾システム搭載型EVごみ収集車による実証試験 

 １）実証試験の詳細検討 

 

 

 

 

           

 ２）実証試験の実施及び評価 

 

 

 

 

 

 

           

（４）検討会の開催（全３回） 

 

 

           

 

 

           

  

6～7月 

ヒアリング実施 

公道実証試験 
高津区坂戸11/10● 

11/24● 

川崎区殿町11/22● 

公道以外での実証試験 
●12/6 

●12/21 
 

● 
8/29第１回検討会 

航空会館 

● 
1/15第２回検討会 

三菱ふそうトラック･バス（株）喜連川研究所 

  ● 
3/5第３回検討会 

航空会館 

実施場所選定 
川崎市高津区坂戸 

川崎市川崎区殿町 

警察等行政機関との調整 

ごみ袋及び 

集積所の 
AI認識学習等 

●10/31公道審査 

高津区坂戸､川崎区殿町 
●11/14再審査 
高津区坂戸 

計画検討 

● 
10/23 

道路使用許可申請 

10/10,11GPSログ取得 
カメラセンサログ取得 

●10/6臨時運行許可証取得 9/28基準緩和認定● 

公道以外での実証試験 
●11/17 

評価 
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３．自動追尾システム搭載型EVごみ収集車の実証試験車両 

 自動追尾運転システム搭載のEVごみ収集車は、三菱ふそうトラック・バス株式会社が開発した

三菱ふそう e-キャンター・センサーコレクトを基に技術開発を行った。令和 4年度に新型 eCanter

をベース車両として製作し、令和 5年度にソフトウェアや機能面の調整・改良を行い、実証試験車

両が完成した。 

 

車両 

従来EVパッカー車 

 

R3年度プロトタイプ車 

 

e-キャンター・センサーコレクト 

R4年度試作車 

 

 

 

 
 

R5年度改良実証試験車両 

 

 

 

ベース車両 
eCanter 

広幅 (全幅 約2.1m) 
←同左 

三菱ふそう新型 eCanter 

全長5.67m､全幅1.96m､全高2.38m 

バッテリー容量41kWh 

操舵システム 

電動ポンプ式 

油圧パワーステアリング 

電動ポンプ式 

油圧パワーステアリング 

＋自動運転制御用電動モーター 

自動運転制御対応 

フル電動パワーステアリング 

リア架装 

独立作動式電動油圧ポンプ付

きパッカー架装 

（PTOのみシャシ連動） 

←同左 自動運転連動式パッカー架装 

・リモート操作 

・自動テールゲート 

・自動運転連動 ePTO 

・巻き込まれ防止システム 

・荷重計 等 

自動運転 

システム 
なし 

自動運転コントローラー 

（従来のペダル、スイッチ等を

アクチュエータで操作） 

障害物検知、制御ソフト 

センサ 

（Lidar、超音波センサ） 

自動運転コントローラー 

（車両電子制御システムに直接介入） 

 

障害物検知、制御ソフト 

センサ 

（カメラ､超音波センサ､ 

ミリ波レーダー） 

テレマティクスシステム 

（収集したごみの情報を伝送する） 
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Ⅱ．ごみ収集におけるデジタル技術の実用化に向けた技術開発の検討 

 

EV ごみ収集車が自動運転により作業員を追尾するためのシステム（以下、「自動追尾システム」

という。）の実用化に向けた技術開発やデジタル技術の活用に関して調査・検討した内容は表Ⅱ-1に

示すとおりであり、それぞれの詳細を後述する。 

 

表Ⅱ-1 令和５年度の調査・検討内容（１） 

ＥＶごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査 

令和４年度に行った「EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」のアンケートで得ら

れた結果をもとに導入に関心を持っている５団体を抽出し、EVごみ収集車に期待する効果および導入に関

する課題についてヒアリング調査を行った。調査方法については、対面方式で実施し、EVごみ収集車の仕

様及び性能、EVごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む）、EVごみ収集車を導入する

にあたっての課題などを考慮した。 

法的課題に関する検討内容の整理 

令和４年度に検討・整理を行った自動追尾型EVごみ収集車の実用化に向けた法的課題について、その後

の法的取り扱いの変更内容に関する情報や技術的解決策を整理した。また、試験走行等を踏まえ新たな課

題について検討した。 

収集運搬と中間処理施設の連携、収集運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用方法の検討、事例等に

ついて調査、整理 

令和３年度に行った「ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関するヒアリング調査」、

「ごみ収集ルート効率化等における先進事例調査」、並びに令和４年度に行った「ごみ収集に関するワー

クフロー及び作業負担軽減に関する調査」、「ごみ収集の効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調

査」の結果をもとに、収集運搬と中間処理施設の連携、収集運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活

用方法の検討、事例等について調査、整理した。 

また、自動追尾システム搭載のEVごみ収集車に併せて装備することで、さらなるCO2排出削減やごみ収

集作業の効率性向上、その他の付加価値創出等に繋がるデジタル技術を活用するシステムの検討を行った。 

デジタル技術を活用したEVごみ収集車による自動追尾システムの実証計画の策定 

令和４年度に見直しを行った実証計画について、各業務の進捗状況に応じて検証、修正等の見直しを行

い、策定した。実証計画の見直し、策定に当たっては下記を考慮した。 

・自動追尾型EVごみ収集車について、課題解決の進捗状況を把握する。 

・解決すべき技術面、運営体制面、制度面等に関する課題全体を俯瞰して体系的に分析した上で整理を

行う。 

・課題分析においては前提として試作する自動追尾型EVごみ収集車両の自動追尾システムの機能を明確

化し、必要な場合は段階的に整理する。 
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表Ⅱ-1 令和５年度の調査・検討内容（２） 

自動追尾型EVごみ収集車等の普及に向けた検討 

令和４年度に行った「EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」のアンケート及び令和

５年度の「EVごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」で行ったヒアリングで得られた結

果、令和５年度に行った公道での実証試験の結果等をもとに、廃棄物分野の脱炭素化やごみ収集作業の効率

化に向けた取り組みにおいて、自動追尾型EVごみ収集車（従来のEVごみ収集車を含む）の位置づけや役割

など課題を含め下記の観点別に整理を行い、その導入がもたらす脱炭素化の効果を検討するとともに、普及

促進に向けた施策、方策等の検討を行った。 

・制度上の課題 

・自動追尾型EVごみ収集車の機能上の課題 

・社会インフラ等の課題 

・EVごみ収集車に再生可能エネルギーを活用する上での課題 
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１．EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査 

昨年度、「令和４年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業委託

業務」（環境省）において「EVごみ収集車に期待する効果及び導入に関する課題調査」として全

国の自治体に対してアンケート調査を行うとともに、EVごみ収集車の導入に関心のある自治体の

中から 5団体を抽出し、ヒアリング調査を実施した。 

本年度は自治体選定の観点を以下のように変え、5団体を抽出してヒアリング調査を実施し、

EVごみ収集車の活用方法、導入にあたっての課題などについて、ヒアリング先自治体の考え方、

検討状況を整理した。また自動追尾機能を持つEVごみ収集車についてのご意見も伺った。 

 

（１）ヒアリング先の選定について 

選定したヒアリング自治体を表Ⅱ-1-1に示す。選定の観点は以下に示すとおりである。 

１）自治体のEV導入状況 

昨年度までに、EVごみ収集車を既に導入している自治体もしくは導入はしていないが、今

後導入する計画のある自治体について調査を行ってきたので、今年度はEV導入について具体

的な計画はないが、導入について検討している自治体を対象とした。 

２）自治体規模 

昨年度のヒアリング調査では人口の多い政令指定都市を含め対象にしていたが、人口規模に

よってEV導入にあたっての課題が異なることも考えられることから、今年度は自治体規模が

より小さい自治体を中心に対象とした。 

選定した自治体の人口規模とアンケート結果より当該自治体がEV収集車に求める走行距離

の関係を図Ⅱ-1-1に示す。 

３）可燃ごみ収集運搬の運営形態 

昨年度は可燃ごみ収集を直営で行っている自治体を対象としたが、今年度はすべて委託で行

っている自治体も含め、異なる立場からの意見を伺うようにした。 

 

表Ⅱ-1-1 選定したヒアリング自治体について 

 

人口
EVごみ収集車に求める走行距離

（アンケート結果より）

可燃ごみ収集運搬の

運営形態

廃棄物発電

の有無

1 Ａ市 7万人 50km以上100km未満 すべて委託 有

2 東京都Ｂ区 34万人 150km以上200km未満 直営＋委託 有

3 Ｃ市 4万人 50km未満 すべて委託 有

4 Ｄ町 7200人 50km以上100km未満 直営＋委託 有

5 Ｅ市 22万人 50km以上100km未満 直営＋委託 有

＊EVごみ収集車を現在導入しておらず導入の計画もないが、導入について検討している自治体。

ヒアリング自治体＊
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図Ⅱ-1-1 各ヒアリング自治体の人口規模と EVごみ収集車に求める走行距離の関係 

 

（２）ヒアリング結果概要 

各自治体への個別のヒアリング結果は表Ⅱ-1-2～表Ⅱ-1-6に示す。主な結果としては以下のと

おりである。 

１）EVごみ収集車導入に関するアンケート回答をもとにしたヒアリング結果 

①EVごみ収集車の仕様及び性能 

・EVごみ収集車に求めるフル充電当たりの走行距離はアンケート結果で 100km未満と回

答のあった自治体は現行ディーゼル車の 1日あたりの走行距離も同等程度であり、公表

されている商用EVごみ収集車（2t車クラス）の航続距離（100km程度）であれば十分

であるとの回答が多かった（A市、C市、D町、E市） 

・ただし、カタログの航続距離は架装部動力の消費電力を含んでおらず、実際の収集運搬距

離に対して余裕をもった航続距離を求める意見もあった（東京都B区） 

・EV性能の特徴である静粛性については早朝収集において大きなメリットという意見（C

市）がある一方、特に歩行者に対する安全面からは必ずしもメリットとはならないのでは

という意見もあった（東京都B区） 
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②EVごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

・災害時の非常用電源としてEVを活用できることは認識しているものの、EVが導入され

ていない現状では活用場所の検討などには至っていないとの意見が多かった 

・収集運搬を委託している自治体（A市、C市）ではそもそも車両が委託先の所有となるた

め、活用対象としての検討は難しいとの意見であった 

・他の活用方法としては市民へのEV認知を進めるため、人が集まる地域の祭りや環境に関

する小学校などへの出前講義にEVごみ収集車を展示、生きた教材にできるとの意見もあ

った（C市） 

・充電場所や充電方法についてはどの自治体も現状の運用では収集運搬作業が終わり、車両

基地に戻ってから普通充電で充電できれば対応可能との意見があった 

 

③EVごみ収集車を導入するにあたっての課題 

・基本的にどの自治体もEV車体価格がまだ高いことを課題に挙げているが、特に収集運搬

を委託している自治体は委託費を上げられないためEV導入については仕様書に記載でき

ず、あくまで協力ベースのお願いしかできないという意見であった（A市、C市） 

・また、車体価格だけでなく、併せて必要になる充電スタンドなどのインフラ設置について

も費用が掛かるため、インフラもあわせてセットとした補助制度が必要だという意見もあ

った（E市） 

・価格以外では、収集運搬では埋設配管のある私道に入るケースもあり、現行のディーゼル

パッカー車より重量が増えるであろうEVパッカー車注）では埋設配管への影響がより懸

念されるとの意見もあり、バッテリーの小型軽量化が課題として挙がっていた（東京都B

区） 

    注）実際には同じ2tクラスのEVパッカー車とディーゼル車の車体総重量に大差はない模

様。車両総重量の上限が決まっているため、バッテリーで重くなった分、EVパッカー

車の方がごみの積載量は少なくなる傾向にある。 

・旧市街化区域においては狭い道路（4m幅）が多く、小回りの利く小さい車両が求められ

るので、EVについても小型車両の選択肢が多いとよいという意見があった（A市） 

・直営作業ではパッカー車でなく、軽ダンプを使うことも多く、ＥＶ軽ダンプの選択肢もあ

れば、導入機会は多くなると思うという意見があった（C市） 

 

④EVごみ収集車普及のための国への要望について 

各自治体にEVごみ収集車への財政支援制度の周知を図る他、EVに関わる情報、特に導入

によるメリット・デメリットや各自治体で行った実証試験の結果や導入・活用事例を国が一元

管理し、参照しやすい形で広く共有できる仕組みづくりについて要望が寄せられていた。 
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２）「ごみ収集車が作業員を自動追尾して収集作業を効率化する自動運転システム」に関するご

意見 

①適用しやすい状況・場所、期待すること 

・駅や役所周辺の市街化区域では平坦で、集積所も密なため、こうしたシステムによる作業

効率化、作業員の負担軽減になる余地はあると思う（A市、C市、E市） 

 

②適用にあたっての課題・ポイント 

  （狭い道等での運転挙動） 

・繁華街や市街化区域でも開発が古いエリアでは道も狭く（4m～4.5m）、人や自転車の往

来も多いため、自動追尾にあたっては安全の担保が重要（A市、東京都B区） 

・道路が狭く、入り組んでおり、行き止りもあることから車両の切り返しやバック移動等運

転操作が複雑になり、自動追尾システムでどこまで安全にかつ機敏に対応できるかが課題

（A市、C市、E市） 

・集積所への寄り付きについても障害物があったりして、車両を道路に対して平行にとめら

れず、斜めにずらして止めるなど微妙な運転操作が求められるので、それを自動運転でど

こまで再現できるかが課題（東京都B区） 

・山間部の狭い道が多い場所には適用が難しいと感じる（D町） 

 

  （作業員の高齢化問題） 

・収集作業員の高齢化が進んでおり、またシルバー人材センターから人員を調達するケー

スもあり、デジタル機器操作への抵抗感が大きいため、簡単に操作できるシステムにな

っているのかが心配（C市、D町） 
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表Ⅱ-1-2 各自治体への個別のヒアリング結果（Ａ市） 

［EV ごみ収集車を現在導入しておらず導入の計画もないが、導入について検討している

自治体。可燃ごみ収集運搬はすべて委託。］ 

（１）EV ごみ収集車導入を検討する背景・経緯 

（検討状況） 
 ・一般廃棄物処理基本計画においてごみ収集車による負荷低減（低公害車導入等）を盛
り込んでおり、委託事業者に協力を依頼している 
 ・EV ごみ収集車を含む低公害車導入についてあまり進捗はなく、公用車にハイブリッ
ド車を導入するにとどまっている 

（２）EV ごみ収集車に期待する効果および仕様、性能 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－１ EV ごみ収集車に期待
する効果、メリットについて該
当すると思うものを以下から最
大３つまで選択してください。 
 
回答 
（CO2 等の排ガスを排出しな
い、排ガスの臭いがない） 

・排ガスの臭いがないメリットというのは従来車の排
ガス臭に対する苦情等が背景にあるということでし
ょうか？ 
・定量的な効果は想定していますか？試算例があれば
教えてください。 
（回答） 
・ディーゼルパッカー車の排ガスについて特に住民
から苦情が出ているわけではないが、密集した収
集エリア内で低速移動、発進と停止を繰り返すの
で環境負荷は少なくなく、排ガスを出さない EV
パッカー車のメリットとしては大きいと認識し
ている 

・パッカー車は委託事業者の所有になり、EV 化が
進んでいない現状では、非常用電源としてなどの
副次的な利用は想定していない 

・特に定量的な効果の試算は行っていない 
 

Ｂ－２ 現状の収集エリアを想
定した場合、EV ごみ収集車に求
める１回のフル充電当たりの走
行距離を以下から選択してくだ
さい。 
 
回答（50km～100km 未満） 

・EV 車に安心して求められるフル充電当たりの走行
距離を教えてください。 
（回答） 
・当市の可燃ごみの収集エリアは 13 地区あり、一
地区あたり週 2 回、午前（8 時～）と午後（～15
時）の頻度でごみ収集を行っている（6 委託事業
者で 6 台） 

・距離でいうと 1 台の収集車で約 60km 走るため、
EV として 100km 程度走れれば安心 

 

（３）EV ごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－３ EV ごみ収集車の導入

とあわせて車両に搭載した方が

よいデジタル技術として該当す

ると思うものを以下から最大 

３つまで選択してください。 

・現行車で実際に導入されているデジタル技術はあり

ますか？または導入予定のデジタル技術はありま

すか？ 

・選んだデジタル技術の利用目的、状況について教え

てください。 
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回答 

（GPS 等を活用したリアルタイ

ムごみ収集ルート最適化システ

ム、AI 等を活用した異物などの

ごみ判別システム、ごみ収集車

での計量及び管理センターとの

リアルタイムでの情報共有シス

テム） 

（回答） 

〇「GPS 等を活用したリアルタイムごみ収集ルート

最適化システム」 

・現行車での実施例はなし 

・パッカー車の位置情報を知ることで、収集状況

を把握したいというニーズはある。 

・これは回収ルート上の集積所におけるごみ収集

時間をリアルタイムで知ることで、ごみの後だ

しが問題となった場合のエビデンスとして活

用できるため 

 〇「AI 等を活用した異物などのごみ判別システム」  

・現行車での実施例はなし 

・当市では Li イオン電池混載による火災発生例

はないが、注射針で作業員が怪我をしたり、油

の入った袋が破裂して作業員や器物が汚れる

といった事例が発生していることからニーズ

はある 

〇「ごみ収集車での計量及び管理センターとのリア

ルタイムでの情報共有システム」 

・現行車での実施例はなし 

・各収集地域に（事業系一廃の場合は、収集会社

ごとに）ごみ量が把握できれば、ごみ減量化の

ための貴重なデータになると考えている 

 

 

 

（４）EV ごみ収集車を導入するに当たっての課題 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｃ－１ EV ごみ収集車を導入

するにあたっての課題、懸念事

項など、これがクリアされれば

さらなる導入につながると思う

ものを以下から最大３つまで選

択してください。 

 

回答 

（車体価格が高い、満充電で走

れる距離が短い、従来車に比べ

積載量が少ない） 

・これらの課題をクリアするために何が必要と思いま

すか？ 

（回答） 

・現状の補助があっても現行ディーゼル車よりまだ

高い。せめて現行車並みの価格になるような補助

金設定がないと難しい 

・可燃ごみ収集の場合、現行３ｔ車で 2700kg は積

み込めるのでその程度は EV でもほしいところ 

・委託費を上げられないため、委託事業者への EV

導入はあくまで協力のお願いベースでしかできな

い 

・充電スタンドなどのインフラ設置は一般 EV 用に

図書館駐車スペースに設置したことはあるが、パ

ッカー車の場合、清掃工場（第一、第二）に設置

するとなると、まずパッカー車の充電場所の確保

が難しく、インフラ設置についても委託事業者に

お願いするしかないのが現状 



Ⅱ-9 

Ｄ－１ EV ごみ収集車を普及
させるためにどのような取り組
みが必要と思いますか？以下か
ら最大２つまで選択してくださ
い。 
回答 
（車両購入の際の補助金を拡
充、メーカーの技術革新を支援
（車両価格の低減、バッテリー
性能の向上等）） 
 

・実際にそうした取り組みを行ったことはあります
か？または予定はありますか？ 

・まだ取り組んでいないとすれば何がネックになって
いると考えますか？ 

（回答） 
・EV といわず、公用車への低公害車導入も進んで
いない状況 
・市による取組には限界があるので、国や県による
財政支援・補助金の拡大が必要 

 

Ｅ－１ EV ごみ収集車（可燃ご
みに限らず）の導入にあたって、
他に課題、ご意見などあればご
自由にご記入ください。 
 
回答（特になし） 

・この機会にご意見をお願いします。 
 
（回答） 

・当市では旧市街化区域においては狭い道路（4m
幅）が多く、小回りの利く小さい車両が求められ
るので、EV についても小型車両の選択肢が多い
とよい 

・耐久性について、現行車は 10 年ほどで買い替え
るようなので EV についても同様の耐久性が求め
られる 

 
Ｆ－２ EV ごみ収集車の導入を
検討するに当たり、どのような
情報が不足していると考えます
か？ 
回答 
（維持管理コスト、耐久性、ディ
ーゼル車等とのメリット・デメ
リットの比較） 

・こうした情報はどういった点で役立てようとしてい
ますか？ 
・不足している情報についてはどのように入手できれ
ばよいと考えますか？ 

 
（回答） 
・委託費の算定にあたって維持管理コストも必要に
なるが、EV についてはイニシャルコスト以外の
情報がないのが実情 

 

（５）その他 

  

〇EV ごみ収集車普及のために国の施策への要望などあればお願いします。 

（回答） 
・EV への補助金拡大 
・他自治体の EV 導入事例の紹介 
・EV 導入の実証試験をいろいろな地域で行ってほしい 
・実証試験を行う際は EV 車両を購入しなくても済むように貸与等の形にしてほ
しい 

 
〇「ごみ収集車が作業員を自動追尾して収集作業を効率化する自動運転システム」につ
いてのご意見をお願いします（適用可能な場所・状況や課題と思われること等）。 

  （回答） 
・当市の収集エリアではおよそ 1/3 が市街化区域で集積所も密なため、こうした
システムによる作業効率化の余地はあると思う 

・一方、市街化区域でも開発が古いエリアでは道も狭く（4m 幅）、人や自転車の
往来も多いため、自動追尾にあたっては安全の担保が重要（開発が新しいところ
は 6m 幅） 
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・また、集積所の数が多く、設置場所としてどうしても交差点近くにある場合も多
いので、作業効率を求めすぎ、安全確認がおろそかになるようなことは本末転倒
になる 

・現行車でも作業のための停車位置が悪いと、他の車が通れないといったクレーム
がつくことが多い 

・道路が狭く、入り組んでおり、行き止りもあることから車両の切り返しやバック
移動が多くなり、委託先の運転手からは嫌がられている。自動追尾システムでこ
うした動きに安全に対応できるなら、環境性能以外の付加価値として大きなメ
リットになる 

・また、自動追従するときの動きの機敏さも重要 
 
（参考情報） 
・戸別収集については単身高齢者や障がい者を対象に安否確認を兼ねて行っている（パ
ートナー収集） 
・このパートナー収集は直営で、平積みトラックを使用して 1 回/週の頻度で実施（利
用世帯数は 30 弱） 
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表Ⅱ-1-3 各自治体への個別のヒアリング結果（東京都 B 区） 

［EV ごみ収集車を現在導入しておらず導入の計画もないが、導入について検討している 

自治体。可燃ごみ収集運搬は直営と委託。） 

（１）EV ごみ収集車導入を検討する背景・経緯 

（検討状況） 
・区の環境部門として環境負荷低減、カーボンニュートラルの観点から EV 導入は意識
し、検討しているところ 
・他自治体（川崎市、厚木市）の EV ごみ収集車導入状況についてネットから情報収集
を行ったり、一部メーカーに話を聞くにとどまっている 

 

（２）EV ごみ収集車に期待する効果および仕様、性能 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－１ EV ごみ収集車に期待
する効果、メリットについて該
当すると思うものを以下から最
大３つまで選択してください。 
 
回答 
（CO2 等の排ガスを排出しな
い） 

・そのように考える理由は何でしょうか？ 
・定量的な効果は想定していますか？試算例があれば
教えてください。 

 
（回答） 

・特に定量的な効果の試算は行っていない 
・EV の静粛性についてはメリットである一方、静
かすぎることは安全面から必ずしもメリットとは
ならないと感じている 
・EV 化が進んでいない現状では、非常用電源含め
たとしての副次的な活用は想定していない。 

 
 

Ｂ－２ 現状の収集エリアを想
定した場合、EV ごみ収集車に求
める１回のフル充電当たりの走
行距離を以下から選択してくだ
さい。 
 
回答（150km～200km 未満） 

・EV 車に安心して求められるフル充電当たりの走行
距離を教えてください。 

（回答） 
・当区には焼却施設はなく、近隣の複数の清掃工場
に搬出しているため、現行車の 1 日当たりの走行
距離は近いところで60～70km、遠いところで120
～130km となる（収集頻度：2 回/週、3 回/日・
台、8 時～15 時 30 分） 

・EV パッカー車では架装部においても電力消費が
あるので、フル充電当たり 200km の走行距離が
必要と考える 

 
 

（３）EV ごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－３ EV ごみ収集車の導入
とあわせて車両に搭載した方が
よいデジタル技術として該当す
ると思うものを以下から最大３
つまで選択してください。 
 
 
 

・現行車で実際に導入されているデジタル技術はあり
ますか？または導入予定のデジタル技術はありま
すか？ 

・選んだデジタル技術の利用目的、状況について教え
てください。 
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回答 
（架装部の安全対策（巻込み防
止等、GPS 等を活用したリアル
タイムごみ収集ルート最適化シ
ステム、AI 等を活用した異物な
どのごみ判別システム） 

（回答） 
〇「架装部の安全対策（巻込み防止等」 

・現行車での実施例はなし 
・そう頻度はないが、なかなか無くならない災害
なので、作業員への安全喚起だけでなく、ハー
ド面から対策が打てるとよい 

〇「GPS 等を活用したリアルタイムごみ収集ルート
最適化システム」  
・ドライブレコーダーは標準装備しているが、各
車のデータを共有化するところまではできてい
ない。 
・これは回収ルート上の集積所におけるごみ収集
時間をリアルタイムで知ることで、ごみの後だ
しが問題となった場合のエビデンスとして活用
できるため 

〇「AI 等を活用した異物などのごみ判別システム」 
・現行車での実施例はなし 
・当区では金属、陶器、ガラスくず類は軽ダンプ
で平積みにより収集しており、中継場所で火災
の原因になるスプレー缶などを手選別して積
み替え後、処理施設に運んでいる。 

・可燃ごみについて Li イオン電池が混載され、火
災になるケースもあり、パッカー車に積み込む
段階で判別除去できるシステムがあると助か
る 

 
 
 
 

（４）EV ごみ収集車を導入するに当たっての課題 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｃ－１ EV ごみ収集車を導入
するにあたっての課題、懸念事
項など、これがクリアされれば
さらなる導入につながると思う
ものを以下から最大３つまで選
択してください。 
 
回答 
（満充電で走れる距離が短い、
バッテリーの寿命が不安、従来
車に比べ積載量が少ない） 

・これらの課題を選んだ理由やその他の課題と考えら
れるものについて何かあれば教えてください？ 
（回答） 

・収集運搬では私道に入るケースもあり、現行のデ
ィーゼルパッカー車でも私道地下の埋設配管など
に影響を与えることもあるため、より重量が増え
るであろう EV パッカー車注）ではそうした問題が
懸念されている 

・そのため、EV の重量増の主因であろうバッテリ
ーの小型軽量化が課題と思う 

・バッテリーが古くなると走行距離が短くなってい
く、バッテリーが大きいために積載量が少なくな
るといったイメージがあるため、こうした不安の
払拭が必要 

 
注）実際には同じ 2t クラスの EV パッカー車とディーゼル車の

車体総重量に大差はない模様。逆に車両総重量の上限が決

まっているためバッテリーで重くなった分、EV パッカー

車の方がごみの積載量は少なくなる傾向にある。 
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Ｄ－１ EV ごみ収集車を普及
させるためにどのような取り組
みが必要と思いますか？以下か
ら最大２つまで選択してくださ
い。 
回答 
（車両購入の際の補助金を拡
充、メーカーの技術革新を支援
（車両価格の低減、バッテリー
性能の向上等）） 
 

・実際にそうした取り組みを行ったことはあります
か？または予定はありますか？ 

・まだ取り組んでいないとすれば何がネックになって
いると考えますか？ 

（回答） 
・区による取組には限界があるので、国や都が主導
することが重要 

 

Ｅ－１ EV ごみ収集車（可燃ご
みに限らず）の導入にあたって、
他に課題、ご意見などあればご
自由にご記入ください。 
回答 
（EV ごみ収集車に関する各自
治体の課題を受け、環境省で考
える解決策を教えてください。） 

・区の課題について、どのような形で国と共有を図っ
ていますか？ 

 
（回答） 

・23 区の協議会の中に EV 部会があり、その中で課
題などを共有し、情報提供の呼びかけをするだけ
で、国などに意見をあげる機会、仕組みはない 
・現状の EV パッカー車は現場レベルで現行のディ
ーゼル車に置き換えられるレベルには至っていな
い 

 

Ｆ－２ EV ごみ収集車の導入
を検討するに当たり、どのよう
な情報が不足していると考えま
すか？ 
回答 
（EV ごみ収集車の活用事例） 

・こうした情報はどういった点で役立てようとしてい
ますか？ 
・不足している情報についてはどのように入手できれ
ばよいと考えますか？ 

 
（回答） 

・EV パッカー車を試験導入した他自治体の状況は
知っているが、その後、制約のある EV をどのよ
うな使い方、工夫で通常運用に供しているかとい
った情報が分かるとよい 

・現行ディーゼルパッカー車は 6 年程度でリセール
することがあるが（100 万円程度の残存価値）、
EV パッカー車はどの程度のリセールバリューが
あるか知りたいところ 

 

（５）その他 

〇EV ごみ収集車普及のために国の施策への要望などあればお願いします。 
  （回答） 

・他自治体の EV 導入、活用事例の自治体間の共有システムの構築 

・実証試験を行う際は購入しなくても済むように EV 車両の貸与等にしてほしい 

  
〇「ごみ収集車が作業員を自動追尾して収集作業を効率化する自動運転システム」につ
いてのご意見をお願いします（適用可能な場所・状況や課題と思われること等）。 

  （回答） 
・当区の収集エリア、特に繁華街に近いところでは狭い道（4.5m 程度）が多く、
しかも人通りが多いため、収集作業で停止している車両に対して早く動かしてほ
しいといったクレームが多く、そうした場所ではこのようなシステムはなかなか
難しいと感じる。 
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・また、集積所への寄り付きについても障害物があったりして、車両を道路に対し
て平行にとめられず、斜めにずらして止めるなど微妙な運転操作が求められるの
で、それを自動運転でどこまで再現できるかが課題と思う。 

・そのような状況もあり、当区では一車両に 2 人の作業員と 1 人のドライバーで
収集運搬を行っており、基本的にドライバーは運転のみに集中できるよう、安全
に配慮した役割分担になっている。 

 
 
 
（参考情報） 

〇夜間収集 

・夜間収集については以前検討したことはあるが、騒音に対する苦情も多くあることか

ら断念した経緯がある。 

・一部地域ではカラスが活動する前に早朝収集（6 時 30 分～）は行っている 

〇新型車両の採用 

・新タイプのパッカー車など新型車両の採用にあたっては、23 区共通のごみ収集車に

関する基準に沿ったものになっているか、採用することでその後の処理等に影響が

でないかなどを、中間処理を所管する東京 23 区清掃一部事務組合へ確認する必要が

あり、そこを通れば各区での採用が可能になる（ただし、実証試験等は各区の判断で

できる） 
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表Ⅱ-1-4 各自治体への個別のヒアリング結果（C 市） 

［EV ごみ収集車を現在導入しておらず導入の計画もないが、導入について検討している 

自治体。可燃ごみ収集運搬はすべて委託。） 

（１）EV ごみ収集車導入を検討する背景・経緯 

（検討状況） 

・市の環境部門として環境負荷低減、カーボンニュートラルの観点から EV 導入は意識

し、検討しているところ 

・フォークリフトの一部は EV 化しており、そのメーカーやネット情報、市町村会議に

おける担当者間の情報交換などを行っているところで、予算化を見据えた細かい仕

様の決定や見積もりなどの作業には至っていないのが現状 
 

（２）EV ごみ収集車に期待する効果および仕様、性能 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－１ EV ごみ収集車に期待
する効果、メリットについて該
当すると思うものを以下から最
大３つまで選択してください。 
 
回答 
（CO2 等の排ガスを排出しな
い、燃料代（電気代）が安い、
排ガスの臭いがない） 

・そのように考える理由は何ですか？ 
・排ガスの臭いがないメリットというのは従来車の排
ガス臭に対する苦情等が背景にあるということでし
ょうか？ 
・定量的な効果は想定していますか？試算例があれば
教えてください。 

（回答） 
・特に定量的な効果の試算は行っていない。環境課

で CO2 排出量を算出しているため、現行パッカ
ー車の走行距離等を提供しているが、算出された
結果は共有していない。 

・ディーゼルパッカー車の排ガスについて特に住民
から苦情が出ているわけではないが、EV の特徴
であるゼロエミッションは大きなメリットだと
認識している 

・委託事業者の駐車場で早朝アイドリングしていた
ディーゼルパッカー車の音に対して住民から苦
情が来たことがあり、ＥＶの静粛性の高さはメリ
ットと感じる 

・EV パッカー車の副次的効果として非常用電源の 
活用は認識しているが、市で購入する直営車に限
られることになる 

 
 

Ｂ－２ 現状の収集エリアを想
定した場合、EV ごみ収集車に求
める１回のフル充電当たりの走
行距離を以下から選択してくだ
さい。 
 
回答（50km 未満） 

・検討の中でこの想定距離を満足する EV 車はありま
したか？ 

・EV 車に安心して求められるフル充電当たりの走行
距離を教えてください。 

 
（回答） 
・当市では隣接自治体で焼却処理を広域処理として
行っており、当環境センターは一時保管及び積み
替え（2t パッカー車から大型ダンプ）のための中
継所となっている 
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・現行パッカー車の走行距離は車両基地から収集エ
リア、そして中継所を経て車両基地へ戻るまでで
30km～50km（直営車：平均 33.7km、委託車：平
均 55.7km、週 2 回収集、1.3 回/台・日） 

・よって EV として 100km 程度も走れれば十分だ 
し、安心 

・なお、隣接自治体の焼却施設に搬送する大型ダン 
プは 4t 車で、1 日に 3 台が 4,5 回搬送している。 
 

（３）EV ごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－３ EV ごみ収集車の導入
とあわせて車両に搭載した方が
よいデジタル技術として該当す
ると思うものを以下から最大３
つまで選択してください。 
 
回答 
（GPS 等を活用したリアルタイ
ムごみ収集ルート最適化システ
ム、AI 等を活用した異物などの
ごみ判別システム、道路状況（陥
没や水漏れ等）の画像を地域情
報として把握・共有するシステ
ム） 

・現行車で実際に導入されているデジタル技術はあり
ますか？または導入予定のデジタル技術はありま
すか？ 

・選んだデジタル技術の利用目的、状況について教え
てください。 

（回答） 
〇「GPS 等を活用したリアルタイムごみ収集ルート
最適化システム」 
・現行車での実施例はないが、集積所をデジタル
マップに落とし込むところまでは完了している 

・パッカー車の位置と時刻情報を共有すること
で、収集状況を把握し、ごみの後出し問題に対
応したいというニーズはある。 

・これは回収ルート上の集積所におけるごみ収集
時間をリアルタイムで知ることで、ごみの後だ
しが問題となった場合のエビデンスとして活
用できるため 

〇「AI 等を活用した異物などのごみ判別システム」  
・現行車での実施例はなし 
・現在、作業員が異物を確認し、シール（レッドカ
ード：収集できないもの、イエローカード：違反
ごみ[未分別]）を張って収集しないなど注意喚起
を行っているが、時間もかかるため、この異物確
認の工程を自動で行えると助かる 
・資源ごみではペットボトルの中にたばこの吸い
殻が入っていたり、注射針などが混入しているケ
ースが目立つ 
・Li イオン電池はスマホにあるものが燃えるごみ
に紛れて、パッカー車においてボヤ騒ぎがあった
ことからニーズは高い 

〇「道路状況（陥没や水漏れ等）の画像を地域情報 
として把握・共有するシステム」 
・現行車での実施例はなし 
・急な道路工事などで情報が共有されていないケ
ースがあった場合、一時的にごみ収集できない
ことを住民に対してフィードバックしたいニ 
ーズはある 

・また、不法投棄の情報も共有できればすぐに対
応できるのであるとよい 
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（４）EV ごみ収集車を導入するに当たっての課題 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｃ－１ EV ごみ収集車を導入
するにあたっての課題、懸念事
項など、これがクリアされれば
さらなる導入につながると思う
ものを以下から最大３つまで選
択してください。 
 
回答 
（車体価格が高い、充電設備が
少ない、メンテナンスするとこ
ろが近くにない） 

・他に課題と考えられるものがあれば教えてくださ
い？ 

（回答） 
・費用面では車体価格だけでなく、充電スタンドも
かなり高額になるので、設置にあたって車両同様、
補助が必要と感じている 

・メンテナンスについては現行ディーゼルパッカー
車並みにどのメーカーでも対応でき、整備工場な
どにすぐ持っていけるような環境が必要 

・委託費を上げられないため、委託事業者への EV
導入はあくまで協力のお願いベースでしかできな
い 

 
 
 

Ｄ－１ EV ごみ収集車を普及
させるためにどのような取り組
みが必要と思いますか？以下か
ら最大２つまで選択してくださ
い。 
回答 
（車両購入の際の補助金を拡
充、メーカーの技術革新を支援
（車両価格の低減、バッテリー
性能の向上等）） 

・実際にそうした取り組みを行ったことはあります
か？または予定はありますか？ 

・まだ取り組んでいないとすれば何がネックになって
いると考えますか？ 

（回答） 
・市による取組には限界があるので、国や県による
財政支援・補助金の拡大が必要 

・委託業者への EV 導入は委託費をあげることがで
きない状況から協力のお願いもできていないのが
実情 

・市としては環境施策の一環として市民への EV 認
知を進めるため、地域祭りなどに EV の展示を促
すなどの活動は行っている 

・将来的には小学校に EV を持込み、環境に関する
出前講義を行ったりしたいと考えている 

 
 

 

Ｅ－１ EV ごみ収集車（可燃ご
みに限らず）の導入にあたって、
他に課題、ご意見などあればご
自由にご記入ください。 
 
回答（未記入） 

・この機会にご意見をお願いします。 
 
（回答） 

・直営作業ではパッカー車でなく、軽ダンプを使う
ことも多く、ＥＶ軽ダンプの選択肢もあれば、導
入機会は多くなると思う 

・充電場所としてふさわしいと考える場所は、一般
論だが、車両基地の敷地内や駐車場、市役所など
の公共施設などと考える 

 
 
 

Ｆ－２ EV ごみ収集車の導入を
検討するに当たり、どのような
情報が不足していると考えます
か？ 
 

・こうした情報はどういった点で役立てようとしてい
ますか？ 
・不足している情報についてはどのように入手できれ
ばよいと考えますか？ 
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回答 
（補助金・交付金メニューの有
無及び詳細情報や、起債に対す
る特別交付税措置に関する情報
など、市の財政負担を検証する
ための情報が不足している。） 

（回答） 
・EV の導入を進めるためどんな補助金メニューが
あり、どのような効果があるかなどをコンパクト
にまとめた自治体向けの手引書のようなものが
あると助かる（ごみ袋導入のための環境省の手引
書（「一般廃棄物処理有料化の手引き」か？）のよ
うなもの） 

 

（５）その他 

  

 〇EV ごみ収集車普及のために国の施策への要望などあればお願いします。 

  （回答） 

・自治体が EV を導入するにあたっては運用面において従来車同様の安定性が求

められる 

・EV の要である Li イオン電池の供給はレアメタルを抑えている中国の動向やサ

プライチェーンに影響を与える世界情勢で不安定になっている状況もあるた

め、できるだけ影響を受けないような体制づくりをお願いしたい 

・現在所有している EV フォークリストも製造メーカーしかメンテナンスができ

ない状況であり、汎用性も重要と感じる 

  
 〇「ごみ収集車が作業員を自動追尾して収集作業を効率化する自動運転システム」につ
いてのご意見をお願いします（適用可能な場所・状況や課題と思われること等）。 
  （回答） 

・当市では収集作業員の高齢化が進んでおり（委託：60～70 代、直営：平均 52.3
歳）、デジタル機器操作への抵抗感が大きいため、簡単に操作できるのかが心配 
・収集エリア的には海沿いの国道、県道では道路幅が広く、本システムへの障害は
少ないと思われるが、集積所間隔が大きく、作業員が歩いて移動する機会は少な
い 
・一方、漁村などの地域では道が狭くて（２～３ｍ）、収集導線が複雑なこともあ
り、現行車でも物損事故が起こっているため、本システムでどこまで対応できる
かが課題と考える 
・駅や市役所周辺の宅地造成された市街地は平坦で、集積所間隔が密となってお
り、本システムには適していると思われるが、エリアは限られ、多くはアップダ
ウンの多いエリアとなる 

 
（参考情報） 
・戸別収集についてはふれあい収集として、介護レベル 2 以上の方や障がい者を対象
に行っている（35 軒～50 軒、高齢化に伴い年々増加傾向） 

・一廃ごみの夜間収集は直営では行っていないが、許可業者が行う事業系一廃の収集は
夜間に行っている（1 時～） 

 

 



 

Ⅱ-19 

表Ⅱ-1-5 各自治体への個別のヒアリング結果（D 町） 

［EV ごみ収集車を現在導入しておらず導入の計画もないが、導入について検討している 

自治体。可燃ごみ収集運搬は直営と委託。） 

（１）EV ごみ収集車導入を検討する背景・経緯 

（検討状況） 
・環境基本計画において公用車に低公害車、低燃費車を導入することを行政の責務とし
て明記し、検討しているところ 

・既に公用車にハイブリッド車を導入はしているが、パッカー車含めて EV 導入につい
ての検討はまだ緒に就いたばかり 

 

（２）EV ごみ収集車に期待する効果および仕様、性能 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－１ EV ごみ収集車に期待
する効果、メリットについて該
当すると思うものを以下から最
大３つまで選択してください。 
 
回答 
（CO2 等の排ガスを排出しな
い、非常時の電源として使用で
きる、排ガスの臭いがない） 

・そのように考える理由は何ですか？ 
・非常時の電源として、具体的にどのような活用場所
を想定していますか？ 

・排ガスの臭いがないメリットというのは従来車の排
ガス臭に対する苦情等が背景にあるということでし
ょうか？ 

・定量的な効果は想定していますか？試算例があれば
教えてください。 

（回答） 
・特に定量的な効果の試算は行っていない 
・ディーゼルパッカー車の排ガス、騒音について特
に住民から苦情が出ているわけではないが、EV の
特徴であるゼロエミッション、静粛性は大きなメ
リットだと認識している 
・EV パッカー車の非常用電源としての活用は認識
しているが、具体的な活用場所を想定しているわ
けではない 

 
 

 

Ｂ－２ 現状の収集エリアを想
定した場合、EV ごみ収集車に求
める１回のフル充電当たりの走
行距離を以下から選択してくだ
さい。 
 
回答（50km～100km 未満） 

・EV 車に安心して求められるフル充電当たりの走行距
離を教えてください。 
・その他 EV 車に求めたい仕様（走行性能、充電性能、
安全性能等）とそのレベルを教えてください。 
（回答） 

・当町では広域処理として隣接自治体に廃棄物を持
込んで焼却処理を行っており、現行パッカー車の
走行距離は車両基地から収集エリア、そして焼却
施設までの往復で 70～80km 程度（週３回収集、
ごみ収集は 8 時 30 分から開始し、午前中に終了） 

・よって EV としてはフル充電で 100km 程度も走れ
れば十分と思われる 
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（３）EV ごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－３ EV ごみ収集車の導入
とあわせて車両に搭載した方が
よいデジタル技術として該当す
ると思うものを以下から最大３
つまで選択してください。 
 
回答 
（架装部の安全対策（巻込み防
止等）、AI 等を活用した異物など
のごみ判別システム、ごみ収集
車での計量及び管理センターと
のリアルタイムでの情報共有シ
ステム） 

・現行車で実際に導入されているデジタル技術はあ
りますか？または導入予定のデジタル技術はあり
ますか？ 

・選んだデジタル技術の利用目的、状況について教え
てください。 

（回答） 
 〇「架装部の安全対策（巻込み防止等）」 

・現行車での実施、導入例はない 
・現状事故は発生していないが、作業員は高齢の
ため心配しているところ 

 〇「AI 等を活用した異物などのごみ判別システム」  
・現行車での実施、導入例はなし 
・当町で異物混入による火災発生などは起こって
いないが、他自治体から Li イオン電池やスプレ
ー缶などの燃えるごみへの混入で火災発生事例
を聞いているので心配しているところ 

 〇「ごみ収集車での計量及び管理センターとのリア 
ルタイムでの情報共有システム」 
・現行車での実施、導入例はなし 
・お盆や年末年始などごみ量が増えるときは特に
配車計画を効率的に行う必要があり、現状では
ドライバー同士がスマホでごみの収集量の連絡
を取り合って、都度配車を調整しているが、町
としては情報を把握していないのが実情 

 
 
 
 

（４）EV ごみ収集車を導入するに当たっての課題 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｃ－１ EV ごみ収集車を導入
するにあたっての課題、懸念事
項など、これがクリアされれば
さらなる導入につながると思う
ものを以下から最大３つまで選
択してください。 
 
回答 
（車体価格が高い、従来車に比
べ積載量が少ない、メンテナン
スするところが近くにない） 

・これらの課題をクリアするために何が必要と思いま
すか？ 

（回答） 
・補助金含めて現行ディーゼル車並みの価格（5t 車
で 1000 万円）程度でなになることが必要 
・当町では人口規模の割にごみ量が多く、保有して
いるディーゼルパッカー車は 3t 車、4t 車、5t 車
の 3 台 
・車両の更新は主に走行距離を目安（3t 車で約 40
万 km 目安）としているが、これは車両本体だけ
でなく、架装部の回転ギアの劣化もあり、EV の場
合、こうした機器の劣化が更新期間に与える影響
がどうなるのか知りたいところ 
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Ｄ－１ EV ごみ収集車を普及
させるためにどのような取り組
みが必要と思いますか？以下か
ら最大２つまで選択してくださ
い。 
回答 
（車両購入の際の補助金を拡
充、メーカーの技術革新を支援
（車両価格の低減、バッテリー
性能の向上等）） 

・実際にそうした取り組みを行ったことはあります
か？または予定はありますか？ 

・まだ取り組んでいないとすれば何がネックになって
いると考えますか？ 

（回答） 
・町による取組には限界があるので、国や県による
財政支援・補助金の拡大が必要 
・町としては行政側の意識はもちろん、町民への EV
認知を進め、環境行政への理解を深めたいという
意識は持っているが、具体的な取り組みはまだ行
えていないのが現状 

Ｅ－１ EV ごみ収集車（可燃ご
みに限らず）の導入にあたって、
他に課題、ご意見などあればご
自由にご記入ください。 
回答 
（導入を希望する自治体にプレ
ゼントして欲しい） 

・無償供与を受けられても維持費はかかるが、どのよ
うに考えますか？ 

 
（回答） 

・なにぶんにも町の予算では新規の EV パッカー車
導入はハードルが高いので、県や国の実証試験な
どで試験車を無償で提供してもらえると助かる 

 
Ｆ－２ EV ごみ収集車の導入を
検討するに当たり、どのような
情報が不足していると考えます
か？ 
回答（未記載） 

・この機会にご意見をお願いします。 
 
（回答） 

・EV パッカー車本体が導入されても、そのメンテ
ナンスにあたり、身近にすぐ対応できる修理工場
がないと実運用にいれるのは厳しい 

（５）その他 

 〇EV ごみ収集車普及のために国の施策への要望などあればお願いします。 
  （回答） 

・EV パッカー車の導入検討にあたり、現行ディーゼル車に比べ、そのメリット、
デメリットを分かりやすい形で国から発信してもらえると助かる 

・また導入にあたっての補助金メニューについてもまとまった形で見られる仕組
みがあるとよい 

   
〇「ごみ収集車が作業員を自動追尾して収集作業を効率化する自動運転システム」につ
いてのご意見をお願いします（適用可能な場所・状況や課題と思われること等）。 

  （回答） 
・当町の収集エリアにおいては平坦で集積所が密に存在する市街地エリアは中心
部の限られたところしかなく、多くは山間の道の狭い、集積所も歩いて移動でき
る距離にはない状況 
・平坦地でも道の狭いところで収集作業を行うため、すれ違う車への安全配慮が常
に求められる 
・山間部では坂道の途中で駐車して収集作業を行うことはないが、集積所が道路か
ら離れた広場などにあったりするため、車両が寄りつけられなかったり、寄りつ
けられても切り返しの多い運転操作が求められる 
・ドライバーや収集作業員はシルバー人材センターへの委託となっているので、高
齢の方が多く（ドライバー65～75、作業員 75～）、デジタル機器操作への抵抗感
が大きいため、簡単に操作できるのかが心配 

 
（参考情報） 

 ・戸別収集についてはお年寄りを対象（3 軒ほど）に軽トラックで行っている 
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表Ⅱ-1-6 各自治体への個別のヒアリング結果（Ｅ市） 

［EV ごみ収集車を現在導入しておらず導入の計画もないが、導入について検討している 

自治体。可燃ごみ収集運搬は直営と委託。］ 

（１）EV ごみ収集車導入を検討する背景・経緯 

（検討状況） 
・一般廃棄物処理基本計画において収集において低公害車の導入促進を明記するとと
もに令和 3 年度に策定した第 3 次地球温暖化対策実行計画では公用車の更新時や購
入時に EV を含む次世代自動車の導入を段階的に進める計画になっており、検討して
いるところ 

・ごみ収集はその 98％が委託であり、ＥＶパッカーの導入はお願いベースというのが
実情 

・直営車は 12～13 台あるが全てリースであり、今後ＥＶ車を導入する場合でもリース
になると思われる 

・既にごみ収集車に天然ガス車 1 台を導入はしているが、ガススタンドが減ってしま
ったことなどから使用率は低下している 

・当環境センター自体があと 10 年ほどで廃止、隣接自治体との組合での新施設に移行
する予定である。現在、収集基地は当環境センターに隣接しているが、収集基地も併
せて移転するかは現時点で不明であり、EV 導入については検討が進んでいないのが
実情 

 

（２）EV ごみ収集車に期待する効果および仕様、性能 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－１ EV ごみ収集車に期待
する効果、メリットについて該
当すると思うものを以下から最
大３つまで選択してください。 
 
回答 
（CO2 等の排ガスを排出しな
い、非常時の電源として使用で
きる） 

・そのように考える理由は何でしょうか？ 
・定量的な効果は想定していますか？試算例があれば
教えてください。 
・非常時の電源として、具体的にどのような活用場所
を想定していますか？ 

（回答） 
・特に定量的な効果の試算は行っていない 
・災害時の住民の避難場所において非常用発電機を
用意しているが、EV パッカー車はその補完とし
ての活用を認識しているところ 

 
 

Ｂ－２ 現状の収集エリアを想
定した場合、EVごみ収集車に求
める１回のフル充電当たりの走
行距離を以下から選択してくだ
さい。 
 
回答（50km～100km 未満） 

・EV 車に安心して求められるフル充電当たりの走行
距離を教えてください。 
・その他 EV 車に求めたい仕様（走行性能、充電性能、
安全性能等）とそのレベルを教えてください。 

（回答） 
・当市の可燃ごみ収集エリアでは現行パッカー車の

1 日の走行距離は約 80km（収集エリアと焼却施設
を 1 日 4 往復［午前 2 回、午後 2 回］、2 回/週、
9 時～16 時半頃まで、昼にはいったん収集基地に
戻る） 

・よって EV としてはフル充電で 100km 程度も走れ
れば十分と思われる 
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（３）EV ごみ収集車の活用方法（効果的な充電方法の在り方を含む） 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｂ－３ EV ごみ収集車の導入
とあわせて車両に搭載した方が
よいデジタル技術として該当す
ると思うものを以下から最大３
つまで選択してください。 
 
回答 
（GPS 等を活用したリアルタイ
ムごみ収集ルート最適化システ
ム、その他（後方安全確認のでき
る設備）） 

・現行車で実際に導入されているデジタル技術はあり
ますか？または導入予定のデジタル技術はありま
すか？ 

・選んだデジタル技術の利用目的、状況について教え
てください。 

（回答） 
〇「GPS 等を活用したリアルタイムごみ収集ルート
最適化システム」 

・現行車での実施、導入例はない 
・ごみの取り残し防止や住民の後出し対策の
他、委託業者による収集でたまに発生する事
業系一廃との混載（同一委託業者が事業系の
収集も行っている場合がある）の確認、防止
にもなると思っている 

〇「その他（後方安全確認のできる設備）」  
・現行車での実施、導入例はなし（作業員が後

方で確認しドライバーに指示） 
・ごみピットへのごみ投入時、車両の後方で誘

導していた作業員がピットに転落する事故
があったため 

 

（４）EV ごみ収集車を導入するに当たっての課題 

ヒアリングの元となるアンケー
ト回答 

ヒアリング内容と回答 

Ｃ－１ EV ごみ収集車を導入
するにあたっての課題、懸念事
項など、これがクリアされれば
さらなる導入につながると思う
ものを以下から最大３つまで選
択してください。 
 
回答 
（車体価格が高い、充電設備が
少ない、バッテリーの寿命が不
安） 
 

・これらの課題をクリアするために何が必要と思いま
すか？ 

 
（回答） 

・車両費用の補助も必要だが、充電設備とセットに
なった補助があるとよい 
・いざ導入してもバッテリーの寿命や交換費用がは
っきりしないと更新計画が立てられない 

 

Ｄ－１ EV ごみ収集車を普及
させるためにどのような取り組
みが必要と思いますか？以下か
ら最大２つまで選択してくださ
い。 
回答 
（車両購入の際の補助金を拡
充、メーカーの技術革新を支援） 

・実際にそうした取り組みを行ったことはあります
か？または予定はありますか？ 

・まだ取り組んでいないとすれば何がネックになって
いると考えますか？ 

（回答） 
・今後ますます収集運搬業務の委託化が進む中、委
託費の高騰につながるため仕様書に EV パッカー
車の使用を明記できず、せいぜい導入の協力依頼
にとどまっているのが実情 
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Ｅ－１ EV ごみ収集車（可燃ご
みに限らず）の導入にあたって、
他に課題、ご意見などあればご
自由にご記入ください。 
回答（記載なし） 

この機会にご意見をお願いします。 
 
（回答） 

・完全に EV にするより走りながら充電できるハイ
ブリッド車の導入を進める方が導入に時間がかか
らず、普及しやすいと思う 

・ふれあい収集で行っている戸別収集では２ｔダン
プ（平積み）を使っており、パッカー車以外にこ
のようなダンプのＥＶ化はあり得る 

 
 

Ｆ－２ EV ごみ収集車の導入を
検討するに当たり、どのような
情報が不足していると考えます
か？ 
回答（記載なし） 

この機会にご意見をお願いします。 
 
（回答） 

・現場からよく言われるのは動力性能、特に架設部
のパワーが十分か心配している（天然ガス車では
パワー不足の声が多かった） 

・維持管理の問題として故障したときに近隣の修理
工場ですぐに対応できるかも心配 

 

（５）その他 

  

 〇EV ごみ収集車普及のために国の施策への要望などあればお願いします。 

  （回答） 
・いろいろな人口規模の自治体で EV パッカー車導入の実証試験を行ってもらい、
自分の自治体の実態に合った結果（メリット・デメリット）を簡単に参照、共有
できるようにしてもらえるとありがたい 

 
〇「ごみ収集車が作業員を自動追尾して収集作業を効率化する自動運転システム」につ
いてのご意見をお願いします（適用可能な場所・状況や課題と思われること等）。 

  （回答） 
・当市の収集エリアは平坦な地形が多く、住宅地が約 4 割を占め、集積所も密集し
ているのでシステム導入により作業員の負担軽減にはなりそう 

・ただ、そうした住宅地の道は狭くて交通量が多く（県道の抜け道になっている）、
常に対向車や後続車に配慮した運転が求められるので、自動運転でどこまで対応
できるかがポイントだと思う 

・さらに、ごみの集積場所は 6 割方道路上にあり、電信柱や路駐車両も多く、また
場所によっては歩道に車両を乗り上げるような停車もすることから（ガードレー
ルは少ない）、自動運転での挙動次第ではかえって作業が非効率になるかもしれ
ない 

・道の末端では行き止まりもあり、車両を転回させるためバックでわき道に入って
から収集作業を行うケースもある 

 
（参考情報） 
・現在、可燃ごみ収集の直営化率は 2%ほどで委託が多く、今後もその傾向は続く見込
み 

・戸別収集についてはお年寄りを対象（500 人ほど）としたふれあい収集を２ｔ軽ダン
プで行っている（直営、1 回/週、安否確認も兼ねて） 
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２．法的課題に関する検討内容の整理 

自動追尾式ごみ収集車を公道で走行させるためには、運転席で運転手が運転操作を行

わないため道路交通法の観点から遠隔監視装置を備えた「特定自動運行に関わる許可制

度」に準じた運行許可を取得することを国土交通省及び警察庁から指導を受けた。 

そこで、運行許可を受けるために以下に述べるような法的課題を解決した。 

 

（１）公道実証試験に必要な許可申請 

特定自動運行の許可に関わる法令などは以下の３点である。 

① 道路運送車両法の保安基準適合 

公道を走行する車両の構造・技術要件を規定した法規 

② 道路運送車両法による臨時運行許可 

保安基準に適合した車両を公道で試験走行するために必要な仮ナンバー 

③ 道路交通法による道路使用許可 

特定自動運行の許可に準じた基準で道路使用許可を申請 

 

（２）道路運送車両法の保安基準適合 

道路運送車両の保安基準への適合は、既に型式認定を受けている三菱ふそうトラッ

ク・バス株式会社製 eCanter をベースとしているため、変更点のみに対して基準適合を

確認した。 

自動追尾式ごみ収集車のベース車に対する変更点は①自動追尾システム追加、②ステ

アリングシステム変更、③後写鏡の変更の３点である。 

 

 

ベース車： 

三菱ふそう 新型 eCanter 

ZAB-FEAVK (C3CS91B) / FEAVK-610007  

全長 5.67m, 全幅 1.96mm, 全高 2.38m, 車両総重量 6.4t (N2 カテゴリー) 

 

 

図Ⅱ-2-1 自動追尾式ごみ収集車のベース車及び変更点 
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①自動運転追尾システム追加 

自動追尾システムは保安基準の協定規則 UN-R79 に規定される Remote Control 

Parking(以下、RCP)に類似しているので、この基準に準拠するようにシステムを設計

し、自動追尾走行に必要な機能で RCP の基準に準拠しない項目について安全措置を

講じて基準緩和を国土交通省関東運輸局に申請し、認可を受けた。 

なお、この RCP は SAE の運転自動化区分では Level 2 に区分される運転支援装置

となる。 

 

表Ⅱ-2-1 細目告示第 169条 第 1項 1号「かじ取り装置(UN-R79)」に関する基準緩和申請項目 

UN R79 RCP 要件 自動追尾式ごみ収集車 での対応 基準緩和申請項目と代替安全策 
5.6.1.2.3. 

遠隔制御装置の連続的作動に

基づくシステムの場合、次の

時点で車両はただちに停止す

るものとする：  

(a) 連続的作動が中断される。 

(b) 車両と遠隔操作装置の間の

距離が規定最大 RCP 作動範囲

（SRCPmax）を超える。また

は 

(c) 遠隔操作装置と車両の間の

信号が失われる。  

 

運転者の位置および動作の検

出に基づくシステムの場合、

次の時点で車両はただちに停

止するものとする：  

(a) 運転者の連続的動作が中断

される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転者の位置および動作の検

出に基づくシステム 

 

 

(a) 運転者が立ち止まれば、安

全な距離を保って停車する。

ただし、「Stop here」「Stop 

at Garbage point」昨日の場

合、ただし、「stop here」

「stop at Garbage point」の

場合は運転者が立ち止まった

後、ごみ投入口を運転者の位

置に合わせるため、最大 10ｍ

程度前進して停止する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)常にカメラセンサーと超音

波センサーで進行方向の障害

物を検知し、衝突の危険性が

ある場合は即停止する。ま

た、運転者は車両が停止する

まで車両周辺を監視し、危険

がある場合は リモート端末の

「stop now」ボタンで車両を

即停止できるものとする 
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(b)車両と遠隔操作装置または

運転者の間の距離が規定最大

RCP 作動範囲（SRCPmax）を

超える。  

(c)運転者の検出が失われる。

または  

 

 

 

 

(d)運転者の動作速度に急上昇

が生じる。  

(b) 運転者の位置を常に追跡し

追尾可能範囲を外れると即停

止 

 

(c) カメラシステムが運転者を

見失うと運転者を非アクティ

ブの信号を自動追尾コントロ

ーラーに送信し、自動追尾コ

ントローラ―は車両を即停止

させる 

(d) 運転者の動作速度は制御に

使っていないので非対応 

(b)適合 

 

 

 

(c)適合 

 

 

 

 

 

(d)運転者の動作速度には非対

応だが、カメラの認識でもし

動作速度に急な変化が起これ

ば自動追尾範囲を逸脱するの

でその時点で車両は停止す

る。 
5.6.1.2.7.  

規定最大 RCP 作動範囲は 6 m

を超えないものとする。  

 

作動範囲は最大 12m ある 

 

運転者が走った場合は 10m 程

度間隔をあけないと危険なの

で最大 12m までは RCP を作

動できる必要がある。 

常にカメラシステムで周囲

20m まで自動車、自転車、歩

行者を監視して、万が一衝突

の危険性がある場合は衝突回

避を優先して車両を緊急停止

させることで安全を担保す

る。 
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5.6.1.2.8.  

システムは、不正な RCP シス

テムの作動または操作および

システムへの介入に対して保

護されるように設計されるも

のとする。  

 

リモート端末は専用 WiFi 回線

で IEEE802.1.1 に規定される

WPA2 の暗号化処理を行いシ

ステムへの介入が困難にす

る。 

しかし、リモート端末からの

指令そのものが正しいかの判

断は通信のチェックサムのみ 

 

指令そのものが不正かどうか

の判断ロジックは内蔵されて

いないので、実証試験中は安

全保安員が運転席で常にシス

テムが運転者の指示に従って

いるかどうかを監視し、万が

一異常な動作をした場合に備

えて、ブレーキおよびステア

リングに安全保安員がオーバ

ーライドできるような仕組み

を組み込む。具体的には、例

えばブレーキパットにハード

的につながれているブレーキ

ペダルを踏めばそちらが優先

となる仕組み。 
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自動追尾式ごみ収集車はシステム設計を基準緩和申請内容に準拠させて、細目告示

第 169 条 第 1 項 1 号「かじ取り装置」に対する基準緩和を申請し、令和 5 年 9 月 28

日に認定を受けた。 

 

 

 

図Ⅱ-2-2 基準緩和認定書 
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（３）臨時運行許可 

公道実証はあくまで試験走行となるため、道路運送車両法第３５条第１項の「試運転」

に該当するものとなり、公道実証に当たっては臨時運行許可および臨時運転番号票の貸

与を申請した。 

本申請は国土交通省自動車局自動車情報課 国自情１７７号、同局審査・リコール課国

自審１０８９号に準拠して、自動車 OEM 等に付与される臨時運行許可を取得した。今

回は 10 月 7 日～11 月 30 日の期限で令和 5 年 10 月 7 日に臨時運行許可を取得した。 

 

 

 

図Ⅱ-2-3 臨時運行許可証 
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（４）道路使用許可申請 

警察庁交通局交通企画課のご指導により自動追尾式ごみ収集車は特定自動運行装置

には当たらないが、運転者が運転席にいない状態で走行するので、それに準じた道路交

通法の対応が必要となった。 

 

特定自動運行の許可基準（概要） 

① 自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。 

② 特定自動運行がＯＤＤ（※）を満たして行われるものであること。 

③ 特定自動運行実施者等が実施しなければならない道路交通法上の義務等を円

滑かつ確実に実施することが見込まれるものであること。 

④ 他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。 

⑤ 人又は物の運送を目的とするものであって、地域住民の利便性又は福祉の向

上に資すると認められるものであること。 

※ ODD：Operational Design Domain（走行環境条件、使用条件）ある自動

運転システムが作動するように設計されている特定の条件（走行ルート、

時間帯、天候等）。 

 

自動追尾式ごみ収集車については、道路使用許可で特定自動運行許可の代わりとする

ことになった。その際、道路交通法の観点から特に以下３点について実施するよう指示

があった。 

 

①道路運送車両法に則り試験車が保安基準を満たしていること 

②道路使用許可を取得し、実証実験の際は車両前後に交通誘導員を付けること 

③道路使用許可を取得する際は公道審査を実施すること 

 

道路交通法第十条に定められているとおり歩行者は歩道がある道路では歩道を、歩道

等と車道の区別のない道路においては道路の右側によって通行しなければならない。自

動追尾走行では追尾される運転者が車両と同じ方向すなわち道路の左側を歩くので単

純解釈では道路交通法違反となる。しかし、ごみ収集や郵便配達等特定の作業で道路の

どちら側を通行するかの通行区分を必ずしも守らなくてもよい規定がある。そこで、現

行のごみ収集作業で 50m を目安にそれ以上の距離を移動する際は運転者・補助作業員

ともごみ収集車に乗車して移動しているので、自動追尾式ごみ収集車を追尾走行で走行

する距離も 50m を目安の上限とすることとし、警察庁交通局交通企画課の了解を得た。 
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（５）塵芥架装に関する法的課題 

塵芥架装については作業者の作業負担軽減のため自動化技術を適用しようとしてい

るが、そのスイッチや安全機能について厚生労働省労働基準局の「昭和 62 年 2 月 

13 日付基発第 60 号 機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」において安全構造規定

が設定されている。 

自動追尾式ごみ収集車ではこの要綱に適合したベースの架装に追加機能として自動

化を施した。追加した機能について法的な課題について表Ⅱ-2-2 に纏める。 

 

表Ⅱ-2-2 塵芥架装の自動化に係る法的課題 

追加機能 関連する要件 対応 

PTO オート ON/OFF 

Stop Here や Stop at 

Garbage Point で停車後、

運転者がテールゲート付近

に移動すると自動的に PTO

が ON になり、車の前方に移

動すると PTO が OFF になる 

６  標準的作業方法（安全作

業マニュアル）の作成及びそ

の周知徹底 

(2)  移動中は、メーンスイッ

チ（P.T.O）を切ること。 

PTO メインスイッチに置き換

える形で自動制御スイッチ

を挿入し、かつ、駐車ブレ

ーキ ON 時のみ PTO スイッチ

が作動するようにソフトウ

エアに制限を設定する 

リモート端末からドア開閉

をコントロール 

(ドアに規定はない) 挟まれないよう、開閉中に

ドアにものが当たった場合

は停止する機構を設ける 

ドアの自動開閉 

Stop at Garbage Point の

後、運転者がテールゲート

付近に近づくと自動的にド

アが開き、follow me を再

開すると自動的にドアを閉

じる 

(ドアに規定はない) 挟まれないよう、開閉中に

ドアにものが当たった場合

は停止する機構を設ける 

自動積込み（ごみ圧縮）機

能 

１－５  積込作動方式 

(3)  光電管等を用いた危険防

止機能（回転板の作動中に身

体の一部がその回転板に巻き

込まれるおそれのある危険限

界内に入ると、光電管により

検知して、その回転板が直ち

に自動停止するもの）を有す

る方式であること。 

 

光電管の代わりにカメラに

よる作業員認識機能で、作

業員の位置を把握し、作業

員に巻き込まれリスクがあ

ると自動的に積込み作業を

停止する機能を搭載した。 

ただし、システムの信頼性

が低いので公道実証実験に

おいて自動積込み機能は作

動させなかった 
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車両移動中も積込み動作を

させる 

６  標準的作業方法（安全作

業マニュアル）の作成及びそ

の周知徹底 

(2)  移動中は、メーンスイッ

チ（P.T.O）を切ること。 

本事業では自動積込み機能

を使わなかったので、この

機能も作動させなかった。 

リモート端末で積込みなど

塵芥車を制御する 

１－８  積込操作用ボタンス

イッチの構造等 

イ  積込起動スイッチ 

ロ  回転板逆転起動スイッチ 

ハ  押込板押込起動スイッチ 

ニ  押込板戻り起動スイッチ 

ホ  緊急停止スイッチ 

この配列と違うボタン順で

操作ボタンが配置されては

いけないので、本規制に準

拠しもともと装着されてい

たスイッチはそのままに、

リモート機能を追加した 

 

また、パッカー架装上部に表示板を装着したが、「道路運送車両の保安基準の細目を定

める告示【2010.03.22】別添 52（灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基

準）」にある灯火器の色の規定により、青色の濃淡で表示しなければならない。また、灯

火器の一部となるため表示板の LED 球全体が点灯しなければ整備不良とみなされる。

そこで、今回は表示板に関しては再検討することとし、何を表示するべきかを今後の検

討課題としたい。 

 

 

図Ⅱ-2-4 表示板 (用途外色・部分点灯の為、法規不適合でこのままで走行不可) 
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３．収集運搬と中間処理施設の連携、収集運搬や中間処理施設における 

デジタル技術活用方法の検討、事例等の調査、整理 

令和３年度に行った「ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関するヒアリ

ング調査」、「ごみ収集ルート効率化等における先進事例調査」、並びに令和４年度に行った

「ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関する調査」、「ごみ収集の効率化等

におけるデジタル技術活用の可能性調査」の結果をもとに、収集運搬と中間処理施設の連

携、収集運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用方法の検討、事例等について調査、

整理した。 

また、自動追尾システム搭載の EV ごみ収集車に併せて装備することで、さらなる CO2

排出削減やごみ収集作業の効率性向上、その他の付加価値創出等に繋がるデジタル技術を

活用するシステムの検討を行った。 

     

（１）令和３年度及び令和４年度の調査結果にもとづく、収集運搬と中間処理施設の連携、

収集運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用方法の検討、事例 

１）検討の目的 

令和３年度及び令和４年度の調査結果から、「収集運搬と中間処理施設の連携、収集

運搬や中間処理施設におけるデジタル技術活用方法の検討、事例」を整理し、自治体

におけるデジタル技術活用の検討に資することを目的とする。 

２）検討対象資料 

令和３年度および令和４年度の表Ⅱ-3-1 の調査結果を対象とした。 

令和３年度の調査については、収集運搬と中間処理施設の連携したデジタル技術の

活用に関する自治体及びメーカーの意向を把握するため、「デジタル技術を活用した

収集運搬と中間処理の連携に関するヒアリング調査」を検討対象に追加した。 
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表Ⅱ-3-1 検討対象とした令和３年度及び令和４年度の調査 

令和３年度 

①「ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関するヒアリング調査」 

 ごみ収集作業の効率化に取り組んでいる自治体や関連団体を対象として、自動追尾シ

ステムの実用化に向けた技術開発に際し、運用面や操作面等に活用できる情報を整理す

るために実施した調査。 

②「ごみ収集ルート効率化等における先進事例調査」 

 自動追尾運転を行う公道やごみ集積所等の現状を把握するために、環境省委託事業の

「令和元年度一般廃棄物収集運搬ルート最適化に係る先進的事例調査業務」や「令和元

年度先端的な情報通信技術等を活用した廃棄物処理システムによる低炭素化支援事業検

討委託業務」から得られる情報を収集整理したもの。 

③「デジタル技術を活用した収集運搬と中間処理の連携に関するヒアリング調査」 

 将来的に、ごみ収集車、ごみ焼却施設等に各種センサーを設置し、その連携を通じて、

デジタル技術を活用した収集運搬や焼却処理の統合的な安定化・効率化を目指す今後の

システム開発の方向性について検討するため、プラントメーカー、架装メーカー、自治

体等に対してヒアリングを行い、自動運転・撹拌・制御システムの開発に必要な情報を

把握した調査。 

令和４年度 

④「ごみ収集に関するワークフロー及び作業負担軽減に関する調査」 

 デジタル技術を活用した自動追尾システム搭載車をごみ収集作業のワークフローに適

応し作業負担の軽減を図るために、実際のごみ収集作業における作業状況及び作業負担

軽減に関する課題を把握し、自動追尾システムの技術開発に反映する調査。 

⑤「ごみ収集の効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調査」 

 中間処理施設間でごみ収集車の搬入調整を行っている自治体、夜間収集を行っている

自治体、その他、ごみ収集作業の効率化に取り組んでいる自治体を対象としてヒアリン

グ調査（対面）を行い、実態と課題を整理し、デジタル技術の活用による効率化等の可

能性、付加価値の創出について検討したもの。 

⑥「デジタル技術を活用した収集運搬と中間処理の効率化及び連携に関する調査」 

 デジタル技術を活用した収集運搬と中間処理の効率化及び連携の可能性について、ご

み処理施設の現場での実態及び意見を調査し、ごみ処理の現場における活用に向けて技

術開発の方向性及び課題等を検討したもの。 
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３）検討結果 

 検討結果を「ごみ処理におけるデジタル技術活用事例集」として整理し、資料編に添付

した。 

 「ごみ処理におけるデジタル技術活用事例集」の構成は表Ⅱ-3-2 に示すとおりである。 

なお、ごみ収集運搬と中間処理施設が連携したデジタル技術の活用事例は令和３年度及

び令和４年度の調査では確認できなかったが、自治体で検討している情報、また今後行う

ことができる可能性がある情報をヒアリングできたことから、これらを整理した。 

 

表Ⅱ-3-2 ごみ処理におけるデジタル技術活用事例集の構成 

１．ごみ収集運搬におけるデジタル技術活用事例 

自治体 デジタル技術 

①大阪市 

②市川市清掃業協同組合 

③A 市 

④B 市 

⑤川西市 

⑥市川市（粗大ごみ） 

⑦枚方市 

⑧C 市 

⑨座間市 

ごみ収集車両運行管理システム 

IT システムによるごみ収集の効率化 

収集運搬管理サポートシステム 

収集車両運行管理システム 

ごみ収集運行システム 

地域 ICT 化推進事業 

全庁向け GIS の活用 

ごみ集積所管理システム 

収集運搬管理サポートシステム 

事例の構成 ・デジタル技術名称 

・システム導入経緯 

・システム概要 

・成果 

・課題 

・今後の希望や展開 

２．中間処理施設におけるデジタル技術活用事例 

①A 施設（令和３年度報告書 A 社事例） 

②B 施設（令和３年度報告書 B 社事例） 

③C 施設（令和３年度報告書 C 社事例） 

④E 施設（令和３年度報告書 E 社事例） 

⑤F 施設（令和３年度報告書 F 社事例） 

事例の構成 ・システム概要 

・特徴 

・効果 

３．収集運搬と中間処理施設が連携したデジタル技術の活用について 

・収集運搬におけるデジタル技術の中間処理施設での活用に関するヒアリング結果 

・収集運搬におけるデジタル技術の中間処理施設での活用の課題 
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（２）自動追尾システム搭載の EV ごみ収集車に併せて装備することで、さらなる CO2 排

出削減やごみ収集作業の効率性向上、その他の付加価値創出等に繋がるデジタル技

術を活用するシステムの検討 

１）検討方法 

さらなる付加価値創出に繋がるデジタル技術を活用するシステムを以下のとおり検

討した。 

①令和３年度「ごみ収集ルート効率化等における先進事例調査」において自治体から

示されたデジタル技術活用の「今後の希望・展開」および令和４年度「ごみ収集の

効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調査」において自治体のヒアリングで

得られた「新たな取り組み」および「新たなデジタル技術活用の可能性」を整理し

た。 

②上記調査結果を基に自治体から提示された「新たなデジタル技術活用の可能性」に

ついて、デジタル技術活用のために追加する設備およびデジタル技術を活用して得

られる付加価値（CO2 削減等の効果）ついて検討し、「さらなる付加価値創出に繋

がるデジタル技術活用システム」を整理した。 

 

２）検討結果 

①令和３年度および令和４年度調査結果における新たなデジタル技術の活用 

令和３年度調査結果および令和４年度調査結果において、自治体から示された新た

なデジタル技術の活用可能性は表Ⅱ-3-3 に示すとおりである。 
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表Ⅱ-3-3 令和３年度および令和４年度調査において自治体から示された 

新たなデジタル技術活用の可能性 

デジタル技術 

による情報 
新たなデジタル技術活用の可能性 

GIS 上の 

道路詳細情報 

・一方通行及びその時間帯、交通規制、幅員、渋滞等の詳細情報を地理情報

システム（GIS）として庁内で共有し、GIS 上の集積所位置、収集車のご

み収集履歴、収集車位置および道路詳細情報から AI によりごみ収集地域

における収集ルートを自動最適化する。 

収集運搬情報 ・収集車の現在位置を集積所や住民に案内し、問い合わせをなくす。 

・ごみ収集ルートにおける位置および収集量からごみ搬入量、搬入時刻を中

間処理施設（焼却施設）と共有し、中間処理施設における計量を省略し、

受け入れ作業を効率化する。 

集積所ごとの 

ごみ量 

・収集車に装備した重量計で計量した集積所ごとのごみ量やカメラ画像で

カウントした集積所ごとのごみ袋数を、GIS 上の集積所データとして蓄積

し、集積所ごとのごみ量から最適なごみ収集地域の設定およびごみ収集ル

ートの自動作成、ごみ処理計画、減量化状況把握等に活用する。 

収集ごみ中の 

異物識別 

・収集ごみ中の分別不適ごみや特殊ごみ（剪定枝、汚泥等焼却処理に大きな

変動を及ぼすもの）および異物（注射針、Li イオン電池等）を画像等によ

り識別し、中間処理施設と共有して、受け入れピットにおける事前対応を

可能にする。 

大型ごみ 

回収依頼情報 

・アプリで申し込まれた大型ごみの回収依頼について、収集地区を自動で振 

り分け、回収ルートおよびスケジュールを自動策定して回収する。 

不法投棄、排出

ルール違反写真 

・不法投棄やごみ排出ルール違反等に関する写真（画像）から地域の実態を 

把握し、廃棄物の適正管理やごみ分別・排出ルールの啓発に活用する。 

ドライブレコー

ダ映像 

・ドライブレコーダ映像を庁内他部署と共有して、道路や街路樹の管理、都 

市インフラ整備や防災対策に活用。 

ごみ収集ルート

周囲画像 

・ごみ収集時に取得するごみ収集ルート周囲の画像情報を防犯パトロール 

情報として活用する。 

 

②さらなる付加価値創出等に繋がるデジタル技術活用システムの検討 

令和３年度および令和４年度の調査で得られた情報を参考として、自動追尾システ

ム搭載の EV ごみ収集車に併せて整備することにより、さらなる付加価値創出等に繋

がるデジタル技術活用システムを検討した結果を表Ⅱ-3-4 に示す。 

集積所ごとのごみ量、ごみ質（異物、分別違反ごみ等を含む）を把握し中間処理施

設と情報を共有することにより、ごみ処理の効率化を図ることができる可能性がある。

また、集積所ごとのごみ量、ごみ質を把握することにより減量化等の行政施策の達成

状況を把握し、より効果的な施策の実施に寄与できる。 

夜間・早朝収集は交通渋滞の回避、カラス等によるごみの散乱の回避および熱中症

対策としても有効であるが、収集車の騒音や、作業員の確保が困難なことが支障とな
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っている。低振動・低騒音の EV ごみ収集車で夜間・早朝でも自動追尾が可能となれ

ば、騒音の課題を解決し、作業員の負荷も軽減できる。 

自治体内を所定のルートで定期的に巡回するごみ収集車で取得した情報を GIS 等

で蓄積・共有し、他部門でも活用できるようにすることにより、巡回点検の回数を削

減し、CO2 排出抑制に寄与することができると考えられる。 

 

表Ⅱ-3-4 さらなる付加価値創出等に繋がるデジタル技術活用システムの検討結果 

ごみ収集における付加価値創出 

デジタル情報 デジタル技術の活用システム 搭載装備 効果 

集積所ごとの

ごみ量 

集積所ごとのごみ重量やごみ袋数を GIS 上で共

有、蓄積し、ごみ減量化状況の把握、収集地区割

や収集ルートの最適化等に活用する。 

重量計 

カメラ 

収集の効率化 

CO2削減（収集車移

動距離最小化） 

収集ごみ質 

収集ごみ中の分別不適ごみ、異物等を画像により

識別し、中間処理施設の受入ピットでの事前対応

を可能にする。 

収集ごみの重量および体積から剪定枝や汚泥等の

特殊ごみを識別し、事前に受け入れ対応を可能に

する。 

カメラ 

金属感知器 

重量計 

体積計 

ごみ処理の効率化  

夜間・早朝の

自動追尾 

夜間・早朝でも運転手（自動追尾対象者）や障害

物を認識できるようにし、自動追尾型 EV ごみ収

集車で夜間・早朝収集を実施する。 

暗視カメラ 

カラスによる散乱

防止 

収集作業の効率化 

熱中症回避、 

CO2 削減 

交通渋滞情報 

ごみ収集ルートの時刻ごとの収集車位置から交通

渋滞を判断するとともに、事故や渋滞の映像を取

得し、交通情報として発信する。 

GPS 

カメラ 

交通情報精度向上

による収集の効率

化 

ごみ収集以外の付加価値創出 

デジタル情報 デジタル技術の活用システム 搭載装備 効果 

見守り情報 
ふれあい収集実施時に対象者の状況(画像、体温、

血圧、脈拍、血中酸素濃度等）を取得し発信する 
タブレット 市民サービス向上 

収集車周囲画

像情報等 

ごみ収集車周囲の画像情報や走行中の車両振動の

情報を都市インフラ（道路、橋梁、トンネル等）

整備や街路樹の管理、防災等に活用する。 

ドライブ 

レコーダ 

振動計 

CO2削減（他部署と

の情報共有による

巡回数削減） 

非常用電源 
災害時の避難所等の電源として EV ごみ収集車の

蓄電池を活用する 
蓄電池 災害時対策 

災害状況 
災害時の土砂崩れ、道路の損壊、冠水、積雪等の

状況をごみ収集時に撮影し全庁で共有する 
カメラ 

CO2削減（他部署と

の情報共有による

巡回数削減） 
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４．デジタル技術を活用した EV ごみ収集車による自動追尾運転の実証計画の策定 

各業務の進捗状況に応じて検証、修正等の見直しを行い、下記を考慮して実証計画を策

定した。 

・自動追尾型 EV ごみ収集車について、課題解決の進捗状況を把握する 

・解決すべき技術面、運営体制面、制度面等に関する課題全体を俯瞰して体系的に分析

した上で整理を行う 

・課題分析においては前提として試作する自動追尾型 EV ごみ収集車車両の自動追尾シ

ステムの機能を明確化し、必要な場合は段階的に整理する 

 

（１）自動追尾型 EV ごみ収集車の課題解決の進捗状況等 

自動追尾型 EV ごみ収集車の技術開発と改良の進捗を十分に留意し、課題解決の状況

を把握して、自動追尾運転能力の明確化に反映した。 

 

表Ⅱ-4-1 自動追尾型 EV ごみ収集車の技術開発と改良の進捗 

時間差の無い運転者の認識 

・追尾される運転者は、車両の運転席から降りる時にシステムから認識される 

 （ドアを開くことで認識が始まり、時間差の無い運転者認識が可能になっている） 

・前方のカメラに運転者と作業者を認識する特別な範囲が設定されている 

運転者の追跡 

・カメラセンサー4 台で常に車両周辺にいる運転者と作業者を追跡している 

・運転者と作業者はそれぞれ区別して追跡する 

・自動追尾運転（’follow me’）をスムーズに開始できる 

・追跡機能は他の自動化機能（自動 ePTO*起動、自動ごみ積込機能）にも使う 

*ePTO：電動化された PTO（パワー・テイク・オフ：動力取り出し装置） 

自動速度調整、自動操舵 

・あらかじめ設定されたルートに沿って自動操舵する 

・運転者との距離を一定に保つように最大 7km/h でアクセル、ブレーキを自動制御する 

・運転者が特定の場所に入ると自動追尾運転（’follw me’）が有効になる 

・狭い曲がり角に対応できるように自動操舵の計算に工夫を加えている 

リモート端末で指示した場所に車両を停止 

・’Stop Here’はごみ集積所に自動追尾型ごみ収集車を停止させる機能 

・運転者は停止するごみ集積所の位置をリモート端末で指定できる 

・自動運転システムはカメラセンサーでとらえた運転者の位置を指定ルート上の GNSS 測位位

置に変換する 

・自動追尾型ごみ収集車は停止位置にスムーズで正確に減速・停止する 
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架装部との連携 

・’Stop at Garbage Point’は自動追尾型ごみ収集車がカメラセンサーでごみ集積所を認識して自

動的に停止させる機能、車両停止後は自動的に架装部投入ゲートが開く 

テレマティクス機能 

・車両位置、積載量など、ごみの情報をクラウドサーバーにリアルタイムで送信し、インター

ネットに接続した端末で情報を見られる仕組みを搭載している 

 

表Ⅱ-4-2 自動追尾システム機能等の明確化により計画を見直した点 

＜運転者の追跡＞ 

・追跡機能は他の自動化機能（自動 ePTO*1 起動、自動ごみ積込機能）にも使うが、運転者と

作業員 A*2 が役割を交代する際に誤操作する可能性が高い。このため、公道実証時は自動化

機能（自動 ePTO*1 起動、自動ごみ積込機能）を使用せず、投入ゲートの開閉も含め、手動

（押ボタン操作）で行うこととした。 

 

*1：電動化された PTO（パワー・テイク・オフ：動力取り出し装置） 

*2：川崎市との調整により、ごみ収集作業の経験を有する者がごみの積込作業を行い、運転者であ

る三菱ふそう社員は積込作業を行わないこととなった。 

これを踏まえて、運転者に代わって積込作業を行う作業員を追加し、以下のような作業分担で実

施することとした。 
運転者 

（三菱ふそう） 

積込作業はせず、車両の運転のみを行う。 

作業員 A 収集車には乗車せず、集積所において、運転者に代わって積込作業を行う。 

作業員 B 集積所の間隔が概ね 50ｍ以上の場合は収集車の助手席に乗車し、集積所で積込作

業を行う。 

投入ゲートの開閉ボタンによる操作、架装部の積込みボタン操作を行う。 

備考 

 車両に乗車する場合、運転者と作業員 B のみが乗車する。なお、車内には、システムの監視と非常時の

手動介入を行う安全保安員が常時乗車している。 
 
 

＜自動操舵＞ 

・実証試験場所の道路使用許可申請の際、神奈川県警察本部からの指導により、自動追尾走行

時はキープレフトを徹底する必要があることから、道路最左端を走行するルートとした。 

・走行ルート上で前方の駐車車両を回避する機能は、公道実証場所では道路が狭く、現状の自

動追尾システムの操舵精度では回避するスペースが足りないので、公道以外の実証試験で検

証することとした。 

・車庫入れ等で運転者が車両後方の追尾可能範囲に移動し、追尾動作をリモート端末で指示す

ると、自動的にドライブレンジを’R’に投入し、前進と同じ間隔をあけてあらかじめ決められ

た軌道を追尾する機能については、駐車車両等障害物を自動的に回避する機能の技術開発を

優先して進める必要があったため、開発が間に合わず当該機能の実装を見送った。 

・自動追尾走行により交差点で左折する場合、運転者と車両の間に右方から来た他の交通参加

者が運転者と自動追尾型ごみ収集車の間に割り込んでしまう可能性が高いことが判明したこ

とから、安全に配慮した追尾運転の方法を再考する必要が出てきたので、公道以外の実証試

験で自動追尾型ごみ収集車の操舵性能の検証のみを実施することとした。 
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＜リモート端末で指示した場所に車両を停止＞ 

・ごみ集積所を自動認識して停止位置を合わせる機能（Stop at Garbage Point）は、ごみ集積

所の形態がボックスタイプ等でごみを直接視認できないことや、道路から奥まった位置にあ

る等、集積所の位置認識精度が不足したため、公道以外の実証試験で実施することとした。 

＜テレマティクス機能＞ 

・集積所毎にごみ情報として、各集積所におけるデータ計測時刻、投入ごみの個数、車両の位

置情報、積載ごみの体積、積載ごみの重量を挙げていた。この内、積載ごみの体積について

は、架装部排出板の位置を集積所毎に計測することで体積が把握できることを想定していた

が、架装部排出板は集積所毎に移動するのではなく、一定の圧力に達した時に移動するた

め、各集積所において積込んだごみの体積を排出板の位置から正確に把握することはできな

いということが判明した。そこで、集積所毎ではなく、全ての集積所の積載が終わった後で

トータルのごみ体積を排出板の位置から把握することを検討することとした。 
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（２）実証計画の策定 

令和５年度に公道等での実施を計画する自動追尾システム搭載型 EV ごみ収集車によ

る実証試験にも留意し、令和５年度の実証試験に盛り込むべき計画を抽出するととも

に、公道で実施する試験、公道以外の試験場（三菱ふそうトラック・バス株式会社喜

連川研究所）内で天候等の条件に合わせて適宜実施する試験を考慮して分類する等、

効率的・効果的な実証計画を策定した。 

ここで、令和 4 年度に見直した実証計画の概要は表Ⅱ-4-3、令和 5 年度に策定した実

証計画は表Ⅱ-4-4 に示すとおりであり、実証計画の概要としては「自動追尾運転シス

テム搭載の試作車による実証」と「収集運搬と中間処理の連携に関する実証」とがあ

り、それぞれの実証試験内容は後述のとおりである。 

 

表Ⅱ-4-3 実証計画（令和 4 年度見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動追尾運転システム搭載の試作車による実証試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公道実証試験＞ 

・車両基地－収集エリア－中間処理施設の電費実測 

・収集エリアにおける自動追尾運転機能の確認 

カメラによるトラッキング性能確認 

架装部自動化の確認 

ごみ位置での自動停止確認（ごみの認識能力） 

投入ごみの個数カウント 

⇒従来車との比較評価 

作業負担軽減性（乗降回数、投入ゲート操作） 

CO2 排出量（燃費電費） 

 

 

 

 

 

＜公道以外での実証試験＞ 

・トラッキング性能の天候による影響確認（夜間や降雨、霧など） 

・安全性確認（通行者との接触防止・側方巻込み防止、架装部巻き込み防止） 

・公道での実施が困難な道路条件の模擬 

（例えばガードレールと歩道が整備された道路） 

 

収集運搬と中間処理の連携による実証試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自動追尾システム搭載試作車が取得した情報の共有確認 

・積載ごみのごみの質・量に関する検証 

ごみ質分析値との相関分析 
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表Ⅱ-4-4 実証計画（令和 5 年度策定） 

実証計画全体概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公道実証試験＞ 

・収集エリア（実際の収集現場）における自動追尾運転機能の確認  

カメラによる運転者認識登録、トラッキング性能確認 

自動追尾機能（発進、停止）の確認 

   停止位置の正確性 

安全機能（障害物検知）の確認 

ごみ情報計測 

・同様の収集作業を手動運転で実施 

・車両基地－収集エリア－中間処理施設の電費実測 

⇒評価 

自動追尾機能、作業効率、作業負担軽減性、CO2 排出削減量の検討 

 

 

 

 

 

＜公道以外での実証試験＞ 

・環境適応性試験 

運転時のカメラ AI 認識性能 

夜間カメラ AI 認識性能 

坂道発進・停止性能 

・安全機能の確認 

車両周辺障害物衝突回避性能、走行ルート上の障害物回避性能 

・走行機能 

ごみ集積所を自動認識して停止位置を合わせる機能（Stop at Garbage Point） 

自動投入ゲート開閉・ePTO 自動起動機能 

 

収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公道実証試験と合わせて実施＞ 

・自動追尾型ごみ収集車が取得したごみ情報の共有確認 

・積載ごみの質・量に関する検証 

ごみ質分析値との相関分析 
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１）自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験 

自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験を公道で実施することを計画している

が、主に安全面への配慮等から、全ての実証を公道で実施するというのは難しいこと

から、公道で実施するものと公道以外で実施するものとに分類し、それぞれの実証試

験項目を以下のとおりとした。 

①公道実証試験 

自動追尾型 EV ごみ収集車による公道実証試験項目は表Ⅱ-4-5 に示すとおりであ

り、収集エリアにおける自動追尾運転機能の各機能確認を行うが、車両基地を出発し

て収集エリアまで行き、そこでごみの積込み作業を行い、その後中間処理施設へ搬入

して車両基地に戻る、という一連の行程において電費を実測する。 

また、自動追尾運転で行った収集作業との比較のために、同様の収集作業を手動運

転でも行う。 

評価項目としては、自動追尾機能、作業効率・作業負担軽減性（運転手の乗降回数

や架装部投入ゲートの操作回数等の手動運転との比較）、従来車からの CO2 排出削

減量などを挙げている。 

 

表Ⅱ-4-5 自動追尾型 EV ごみ収集車による公道実証試験 

①収集エリアにおける自動追尾運転機能の確認 

・手動・自動の切替 

・追従走行 

・ごみ情報の計測 

②従来作業との比較 

・同様の収集作業を手動運転で実施 

③走行・収集作業の電費確認 

・車両基地－収集エリア－中間処理施設 

⇒評価項目 

・自動追尾機能 

・作業効率、作業負担軽減性等（手動運転との比較） 

・CO2 排出削減量 

 

②公道以外での実証試験（公道での実施が困難な項目） 

自動追尾型 EV ごみ収集車による公道以外での実証試験項目は表Ⅱ-4-6 に示すとお

りであり、明るさや天候による自動追尾運転機能への影響について、夜間や雨といっ

た環境の中でカメラセンサの運転者追跡性能の確認を行う。 

また、左折、歩行者との衝突回避については、安全確保を最優先する公道での実証

試験では実施が困難であり、公道以外での実施としている。 

坂道追従走行については、収集作業の安全確保の面で、平坦な場所での作業と比較

して、坂道ではサイドブレーキや車止めなど、より安全に配慮する必要があることか
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ら、公道以外の場所として、三菱ふそうトラック・バス株式会社喜連川研究所内での

実施としている。 

評価項目としては、環境適応性、安全機能の確保を挙げている。 

 

表Ⅱ-4-6 自動追尾システム搭載試作車による公道以外での実証試験 

①公道での実施が困難な項目の公道以外での確認 

・追従走行（植栽越し、ガードレール越し） 

・追従走行（坂道） 

・右折、左折 

・ごみ集積所での自動停止、架装連携 

・路上駐車車両の追い越し 

・歩行者との衝突回避 

②明るさや天候による影響確認 

・夜間や降雨でのトラッキング性能の影響確認 

⇒評価項目 

・自動追尾機能 

・環境適応性、安全機能の確保 

 

２）収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験 

ごみ収集車毎のごみ質の情報を中間処理施設に事前に提供することにより、ごみク

レーン操作の効率化を図ることができるなどの可能性があるが、これにはごみ質把握

の精度が重要な課題となる。ただ、現状では、収集運搬時にごみ質を把握するための

技術開発が進んでおらず、今回の実証試験車両においても積載ごみの重量と架装部排

出板位置の計測値から想定した体積を把握できる程度となっている。 

現時点で利用可能な技術としては、ごみの体積と重量を収集車で把握するというこ

とであり、その情報から単位体積重量を求めることができる。そこで、求められた単

位体積重量と実際のごみ質の相関を把握することが考えられる。 

ただし、現時点では集積所毎に体積を把握することはできず、実証試験の対象とな

る全集積所分のごみを積載すれば体積を把握することができると想定しているが、ご

みの分析値との相関を検討するには、全 3 回という限られた実施回数では検討材料

として少ない。 

このため、積載ごみのごみ袋単位での重量及び体積を計測、並びにごみ質分析を行

い、単位体積重量とごみ質との相関を検討する。 

①自動追尾型 EV ごみ収集車が取得したごみ情報の共有確認 

自動追尾型 EV ごみ収集車で計測・把握し、デジタル化した表Ⅱ-4-7 のようなごみ

の情報等について、集積所毎に情報発信し、任意の場所でこれを受信して情報共有す

るという確認を行う。 
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表Ⅱ-4-7 自動追尾型 EV ごみ収集車のごみ情報 

ごみ情報 ・データ計測時刻 

・投入ごみの個数 

・車両の位置情報 

・架装部の排出板位置 

・積載ごみの重量 

・ごみ回収前後の映像 

 

②積載ごみの質・量に関する検証 

自動追尾型 EV ごみ収集車で収集したごみについて、搬入先の中間処理施設におい

て展開し、所定数のごみ袋を選定し、ごみ袋毎にごみ質分析を行う。 

ごみ質分析項目は、単位体積重量、種類組成、三成分、低位発熱量とする。 

そして、これらの試作車の計測値から求めた積載ごみの単位体積重量と、実際に分

析したごみ質分析結果との相関を検討する。 
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５．自動追尾型 EV ごみ収集車等の普及に向けた検討 

令和４年度及び令和５年度に行った「EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関す

る課題調査」の調査結果、令和５年度に行う公道での実証試験の結果等をもとに、EV ご

み収集車等の導入がもたらす脱炭素化の効果を検討するとともに、普及促進に向けた施策、

方策等の検討を行った。 

（１）検討の目的 

令和４年度に実施した「EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」

のアンケート調査及びヒアリング調査結果、並びに令和５年度の「EV ごみ収集車に期

待する効果及び導入に関する課題調査」で行ったヒアリング調査の結果、令和５年度に

行った公道での実証試験の結果（Ⅳ．「２．実証試験の実施及び評価」参照）等をもとに、

従来の EV ごみ収集車及び自動追尾型 EV ごみ収集車の位置づけや役割など課題を含め

て、制度上、EV ごみ収集車の機能、社会インフラ等の課題、再生可能エネルギーを活用

する上での課題などの観点別に整理を行い、その導入がもたらす脱炭素化の効果を検討

するとともに、普及促進に向けた施策、方策等を提示することを目的とする。なお、普

及に向けた検討については、ごみ収集車の EV 化、自動追尾機能に分けて行った。 

１）ごみ収集車の EV 化 

①検討対象資料  

本検討で対象とした資料は、表Ⅱ-5-1 に示すとおりである。 
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表Ⅱ-5-1 検討対象とした令和４年度及び令和５年度の調査結果資料 

１．令和４年度「 EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」の 

アンケート調査結果及びヒアリング調査結果 

調査方法 WEB アンケート方式 

調査対象 全国 1,525 の市町村 

調査主要項目 

・回答団体属性（ごみ収集運搬業務の実施形態（直営 or 委託）を含む。） 

・.EV ごみ収集車保有状況および運営状況 

 走行距離、充電方式、充電時間、 

・EV ごみ収集車導入のメリット 

・搭載が好ましいデジタル機器 

・EV ごみ収集車導入の課題、懸念事項 

・EV ごみ収集車を普及させるために必要な取り組み 

調査方法 ヒアリング方式 

調査対象 令和４年度アンケート結果から、EV ごみ収集車の導入に関心を持ってい

る５団体を抽出した（導入していないが今後導入する計画がある２団体、

導入の計画はないが検討している３団体） 

今後導入する計画がある団体 

・A 市(人口：38 万人、可燃ごみの収集運搬業務 直営：委託＝3：7） 

・B 市(人口：26 万人、可燃ごみの収集運搬業務 直営：委託＝9：1） 

導入の計画はないが検討している団体  

・C 市(人口：377 万人、可燃ごみの収集運搬業務 直営） 

・D 市(人口：19 万人 、可燃ごみの収集運搬業務 直営＋委託） 

・E 市(人口：133 万人、可燃ごみの収集運搬業務 直営：委託=2：8） 

主なヒアリング項目 

・EV ごみ収集車に期待する効果および仕様、性能 

・EV ごみ収集車の活用方法 

・EV ごみ収集車を導入するにあたっての課題 

・EV ごみ収集車普及のための国への要望 

・自動追尾型 EV ごみ収集車について（適用性・期待すること、適用の課題） 

２．令和５年度「 EV ごみ収集車に期待する効果および導入に関する課題調査」の 

ヒアリング調査結果 

調査方法 ヒアリング方式 

調査対象 令和４年度アンケート結果から、EV ごみ収集車の導入に関持っている５

団体を抽出した 

① A市（人口： ７万人、可燃ごみの収集運搬：委託） 

② B区（人口：34万人、可燃ごみの収集運搬：直営＋委託） 

③ C市（人口： 4万人、可燃ごみの収集運搬：委託） 

④ D町（人口：7,200人、可燃ごみの収集運搬：直営＋委託） 

⑤ E市（人口：22万人、可燃ごみの収集運搬：直営＋委託） 

主なヒアリング項目 

・満充電当たり必要な走行距離 

・EV ごみ収集車の活用方法 

・EV ごみ収集車を導入するにあたっての課題 

・EV ごみ収集車普及のための国への要望 

・自動追尾型 EV ごみ収集車について（適用可能性、適用の課題） 
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②検討方法 

検討対象資料を以下の手順で整理し、EV ごみ収集車の普及促進に向けた施策、方

策を検討した。 

・各調査結果から、EVごみ収集車に期待される効果、期待される効果に対する課

題、ヒアリングにおける要望について整理した。 

・各調査結果から、EVごみ収集車の導入がもたらす脱炭素化の効果を整理した。 

・EVごみ収集車の普及促進に向けた施策を検討して整理した。 

 

③検討結果 

ａ）令和４年度及び令和５年度調査結果の概要 

令和４年度のヒアリング調査結果の概要は表Ⅱ-5-2 に示すとおりである。 

また、令和５年度の調査結果の概要は、前掲の「１．EV ごみ収集車に期待する効

果および導入に関する課題調査、（２）ヒアリング結果概要」のとおりである。 

なお、ヒアリングでは自動追尾システムへのご意見を聞いたため、それも併せて

記載している。 

 

表Ⅱ-5-2 令和４年度のヒアリング結果 

ａ．EV ごみ収集車に期待する効果・メリット 

期待する効果・メリ

ット 

具体的内容 

１．CO2 排出削減 ・充電に使う電気は非カーボン由来の電気を想定（Ｂ市） 

２．非常時の電源 ・災害時の非常用電源としての利用（Ａ市、Ｂ市、Ｅ市） 

・災害直後の事務所機能維持（電灯、パソコン、通信機器等）のための活 

用（Ｃ市、Ｅ市） 

３．低騒音・低振動 ・従来車は低速・高回転で走っていることが多いため、エンジン音の聞こ

える時間が長く、特に狭隘道路での速度超過を疑われてしまうため（単

純にうるさいと言われることもある）、静粛性は大きなメリット（Ｄ市） 

・早朝収集（5 時 30 分～）を行っているため、静粛性は大きなメリット

（Ｅ市） 
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ｂ．EV ごみ収集車導入にあたっての課題・懸念事項 

課題・懸念事項 具体的内容 

１．価格 ・現状の補助があっても車体費用が高すぎる（Ａ市） 

・リースであれば維持費含めた費用になるので検討の余地はありそう（Ｂ

市） 

・イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも高い（Ｄ市） 

・国等から導入のみでなく維持費用も助成するような制度が確立されれ

ば、徐々に普及していくのではないかと考える（Ｄ市） 

２．車両スペック ・EV 導入にあたっては環境にやさしいというだけでなく、動力特性、経

済性含めて従来車以上のスペックがないとなかなか普及は難しいと思わ

れる（Ａ市） 

・カタログスペックには出てこない実運用時の架装部動力まで含めたと

きの電費性能が課題と考える（Ｃ市、Ｅ市） 

・現状の EV 車のスペックではフル充電当たりの走行距離に不安があり、

現行車より焼却施設に近い収集エリアしか割り当てられない（Ｂ市） 

・化石燃料の車両と同程度か上回る性能が無ければ普及は難しいと思う

（Ｄ市） 

３．メンテナンス性 ・たとえ実運用に耐える走行スペックがあっても、通常ごみ収集車は 10

年のライフスパンを持つので、その間での電池の劣化や交換を含めたメ

ンテナンスの課題をクリアする必要がある（Ｃ市） 

４．充電設備 ・当市では収集車はお昼にいったん事務所に戻るため、昼休みの間に急速

充電ができると安心（Ｃ市） 

・車両基地における充電設備の設置も課題。現在市内 18 か所の車両基地

に計 600 台のごみ収集車があるが、将来全数 EV 車に置き換えられたと

しても全台分の充電設備は費用的にも設備的にも設置が困難（Ｃ市） 

５．その他 ・まだまだ全般的に技術革新が必要（Ｄ市） 

 

ｃ．国等への要望 

要望項目 具体的内容 

１．検討段階におけ

る情報の入手 

・情報を分かりやすい形で公開し、共有する仕組みを国に望みたい（Ａ市） 

・個別にメーカーや先行自治体などから情報収集する努力は行っている

が、脱炭素の考え方として、EV だけでなく幅広にまとまった情報を得ら

れる仕組みを国に望みたい（Ｂ市） 

・国には導入自治体で得られた情報を広く各自治体で共有できるような仕

組みをつくってもらいたい（Ｅ市） 

・国による脱炭素を目的とした実証事業を各自治体で進めてもらい、普及

の足掛かりとしてほしい（Ｅ市） 

２．財政支援、技術革

新等 

・市による取組には限界があるので、国や県による財政支援・補助金の拡

大等が必要（Ａ市、Ｂ市） 

・バッテリー開発への助成金。充発電技術の革新（Ｄ市） 
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ｄ．その他 

［自動追尾運転システムへのご意見］ 

〇適用しやすい状況・場所、期待すること 

・狭隘道路での接触事故等の減少を期待。（Ｄ市） 

・市民の高齢化もあり、戸別収集が増える傾向にある。基本、運転手含めて 2 人で作業するため、 

このような自動運転が頻繁に乗り降りする作業員の作業効率に寄与できる状況はある。（Ｃ市） 

・集積所間移動時の収集車への乗降による腰への負担が大きいので、乗降頻度の減少は歓迎でき  

る。（Ｃ市） 

・市街地など集積所が密集しているエリアや戸別収集エリアでは有効かもしれない。（Ｂ市） 

・現状戸別収集は 2 トン車でひとエリアにおいて 1.5 時間かけて行っている。自動運転システム 

で作業効率が上がれば収集時間を短縮できるかもしれない。（Ｂ市） 

・市内収集エリアの約 70％が住宅地で集積所の数が多く、かつ密接しているため、運転手を含め 

た 2 人での作業を効率的に行える状況は多いと思う（Ｅ市） 

〇適用にあたっての課題・ポイント 

・後退して集積場所に向かう場合の迅速性（特に狭隘道路）がポイント（Ｄ市） 

・市内の収集エリアでは集積所の形態がまちまちで車両の寄り付きにおける接触事故や勾配が 

きついところでは車両の底をすることもよくあるため、自動運転でどこまで対応できるかがポ 

イント。（Ｃ市） 

・本市の中心部のように集積所間を作業員が歩いて移動する密集したエリアでは有効かもしれな

いが、結局集積所のある所にいかにピンポイントに精度よく止められるか、また、直線コース

だけでなく、ちょっとバックして動けるかが重要となる（Ａ市） 

・作業員の効率化という点では、作業員がごみを収集車に投入する際、投入口が作業員のすぐそ

ばにあることが大事。ごみを持った作業員がわざわざ収集車後部の投入口に回り込まなければ

いけないようでは作業の効率化は望めない。（Ａ市） 

・住宅地のほとんどの道幅が４ｍ程度であるため、自動運転にあたっては、人や構造物との接触

など安全性の担保が重要（Ｅ市） 
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ｂ）令和４年度および令和 5 年度調査結果に示された EV ごみ収集車の課題 

令和４年度および令和５年度の調査結果を基に整理した EV ごみ収集車の主な課

題は表Ⅱ-5-3 に示すとおりである。 

 

表Ⅱ-5-3 ごみ収集車の EV 化に関する主な課題 

 

 

 

 

課題の区分 期待される効果 課題 ヒアリング等での要望 

ごみ収集機能 ・低騒音・低振動 

・排ガスが出ない 

・燃料費の削減 

・高価格（車体費及び維持

費） 

 

 

・満充電走行距離（収集地区

の広さにより 100 ㎞以上

必要とする場合がある。

また、架装部の電力消費

により航続距離が短くな

るおそれがある。） 

・蓄電池のスペース及び重

量により最大積載量が少

ない。 

・蓄電池寿命に対する不安 

・コストダウン 

・EV導入費用に対する支援

の拡充 

・技術開発に対する支援 

・蓄電池性能の向上 

（容量、充電速度、小型軽量

化、寿命） 

社会インフラ  ・充電施設の不足 

・車両基地での充電設備設

置 

・修理工場不足 

・充電施設基地数の普及拡

大 

 

・修理工場の普及 

再生可能エネ

ルギー活用 

・脱炭素化 

 

・廃棄物発電の活用の推進 

 

 

非常時の電源 ・非常時の電源とし

て活用 

・現状では活用場所の検討

などには至っていない 

 

EV ごみ収集

車に関する情

報 

 ・ごみ収集車への EV 導入

状況に関する情報不足 

・国による各地実証事業の

推進 

・EV ごみ収集車の実証・活

用事例、性能等の情報の

整理発信 

その他   ・小回りが利く小型車両や

軽ダンプ等、選択肢が多

いと良い 
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ｃ）EV ごみ収集車の導入による脱炭素化の効果 

令和４年度および５年度の調査結果を整理して検討した EV ごみ収集車の導入に

よる脱炭素化の効果は表Ⅱ-5-4 に示すとおりである。 

 

表Ⅱ-5-4 EV ごみ収集車の導入による脱炭素化の効果  

EV ごみ収集車の機能 EV ごみ収集車の導入がもたらす脱炭素化の効果 

動力消費の脱炭素

化 

・ディーゼル車から EV 車に変更することにより、ごみ収集における動

力消費の脱炭素化が進む。充電に利用する電力に占める再生可能エネ

ルギーの割合が高まって CO2 排出係数が小さくなれば、さらに脱炭素

化が進む。 

低騒音・低振動 ・低騒音・低振動の特長を活用して、渋滞、対向車、通行人および熱中症

リスクが少ない夜間・早朝にごみ収集を行えば、経済速度走行やエア

コン等の電力消費抑制により CO2 排出量の削減に寄与できる。 

 

ｄ）EV ごみ収集車の普及促進に向けた課題 

脱炭素化対策の一環としての EV の普及促進のため、蓄電池の高性能化等の技術

開発、コスト削減、充電施設の整備等の対策が今後さらに進められる。ごみ収集車

の EV 化にあたってこれらの対策の効果を活用していくことが必要であるが、ごみ

収集の観点からの EV ごみ収集車の普及促進に向けた課題について検討した結果を

表Ⅱ-5-5 に示す。 

 

表Ⅱ-5-5 EV ごみ収集車の普及促進に向けた課題  

区分 普及促進に向けた課題 

EV ごみ収集

車機能 

・ごみ処理の広域化により走行距離が長くなることが予想されるので、そ

れに対応できる満充電走行距離を確保する。 

・ごみ収集車の積載容量を確保しつつ、十分な満充電走行距離を確保する

ため、蓄電池の小型軽量化を図る。 

社会インフラ ・ごみ収集車の充電にとって最適な場所に充電施設を設置する。 

・EV ごみ収集車の修理工場の普及を図る。 

再生可能エネ

ルギー 

・電源として廃棄物発電やその他の再生可能エネルギーを活用する（夜間

収集を行う場合には昼間に太陽光発電で充電することが可能）。 

・EV ごみ収集車を蓄電に活用する電力システムの普及方策を検討する

（非常時電源活用を含む）。 

その他 ・EV ごみ収集車の導入費用に対する支援制度について利用手引きを作成

して周知を図る。 

・EV ごみ収集車関連情報（性能、導入状況、活用事例等）を自治体が共

有できるように整理・発信を行う。  

 

ここでは課題として整理したが、これらは EV ごみ収集車の普及促進のための施策

とも言えるものであり、今後これらの課題に取り組んでいくことが必要と考えられる。 



 

Ⅱ-56 

２）自動追尾機能の導入 

自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験結果をもとに、自動追尾機能の導入によ

る効果と課題を整理し、普及促進に向けた検討を行った結果を以下に示す。 

運転者や作業者の負担軽減という導入効果は、今後の人口減少による作業員不足や

高齢化が懸念される状況においても有効なものと考えられる。 

 

表Ⅱ-5-6 自動追尾機能の導入による効果と課題 

導入による効果 課題 

・運転者の乗降回数が減少し、身体的負担が軽減

される。 

・運転者がより早く収集作業に加わることがで

き、作業効率が向上するとともに、運転しない

作業員の負担が軽減される。 

・速度、追従性、システムの安定性の向上 

・集積所を的確に認知して適切な位置に停車

できるようにする 

・運転者が使いやすいシステムとする 

・投入ゲート開閉操作を自動追尾とセットで自

動化すれば、作業負担が軽減される。 

・「機械式ごみ収集車による労働災害の防止

対策の強化について旧労働省基発第 60 号

(昭和 62 年安全基準)」により架装部操作ボ

タン位置が定められているため、ボタン位

置変更や遠隔操作が出来ない（注） 

 ・保安基準（灯火器）があるため、表示板を用

いて運転状態を外部に知らせることができ

ない（注） 

（注）これらの基準の取扱いは、自動追尾機能を導入しない場合であっても、ごみ収集の効率

化や安全対策を進めるうえでの課題となる。 

 

表Ⅱ-5-7 自動追尾機能の普及促進に向けた技術的検討 

区分 普及促進に向けた技術的検討 

シ ス テ ム 運 用 設 計 範 囲

(ODD)の拡大 

・周辺物体認識の高度化、自己位置推定精度の安定化、暗い場所

での物体認識技術確立等で複雑な環境にも適応できるようにす

る 

システム安定性の向上 

運転者/ごみ認識の精度向上 

・センシング技術の改善により、安定した運転者/障害物の位置を

正確に把握できるようにする。 

・運転者の測位精度を改善することにより自動追尾速度を向上す

る 

操作負担軽減 

車両停止位置・架装部の操作 

・短い距離を前進/後退できるようにして、車両停止位置が調整で

きるようにする。 

・リモート端末でごみ収集作業手順に合わせた最適な表示（例え

ば、システム作動状態、作業員の位置、次のごみ修正所の位置

情報など）、操作ができるようにする 

・架装部の自動化（作業員の位置を感知した作動開始・停止など）、

安全性の向上（巻き込み防止対策など） 
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自動追尾型 EV ごみ収集車の導入が効果的な地域は、戸別収集のように集積所間の

距離が短く、運転者の車両の乗り降りが頻繁になる地域である。ステーション収集を

行っている場合でも、集積所間の距離が概ね 50m 以下の地域においては、自動追尾

機能を有効に使用することができる。暗い場所での物体認識技術が確立されれば、夜

間に自動追尾機能を使用することも可能となる。 

 

また、自動追尾型 EV ごみ収集車の導入の効果を上げるためには、指定ごみ袋を使

用したり、集積ボックスの形状・色を統一したりすることによって、ごみ集積所をカ

メラセンサ等により自動的に認識しやすくするといった方策も有効と考えられる。 

 

さらに、今後は収集作業員の不足や高齢化が一層進む懸念がある中で、生活や社会

活動にとって必須であるごみ収集を安定して継続するため、作業負担の軽減対策が今

まで以上に重要になる。そのための有効な対策となるよう、自動追尾型 EV ごみ収集

車の実用化を図り、自動追尾型 EV ごみ収集車を効果的に活用できる地域の特徴をわ

かりやすく整理するとともに、自動追尾型 EV ごみ収集車を活用した効率的な処理シ

ステムのあり方についての検討が引き続き進められることが望まれる。 
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Ⅲ．自動追尾型EVごみ収集車の技術開発と試作車の改良 

 

令和 4年度において走行機能と架装機能などの基本機能を実現した試作車を製作したが、令和 5

年度では、公道での実証実験に向け、その試作車をベースに機能面の調整、改善を行った。 

主な機能面の改善は、ハード関連では、操舵システムの搭載による操舵制御の実装、センサーの追

加や性能向上、各制御に必要となる車両・コントローラーのインターフェースの改修を実施、また、

ソフト面では、自動運転システムの機能追加、ごみ情報共有システムの追加を実施した。図Ⅲ-1

に昨年度と今年度の開発部分の違い、図Ⅲ-2 にシステム構成図を示す。主な改良ポイント（図Ⅲ-1

中の赤線）について、それぞれの詳細について後述する。 

 

 

図Ⅲ-1 試作車の改良ポイント 

 

 

図Ⅲ-2 システム構成図 
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１．試作車の改良点（ハード関連） 

（１）カメラシステム 

昨年度までは、認識対象として、作業者（運転席、助手席）、歩行者、自転車、ごみ袋までで

あったが、追加の機能に対応するために、集積所や自動車を認識できるように対象を増やした。 

集積所は様々なタイプが存在するが、一般的な以下のタイプを認識対象とした。 

 

 
路上 

（ネットなし） 

 
路上 

（ネットあり） 

 
集積ボックス 

（ネットボックス） 

 
集積ボックス 

（金属ボックス） 

 

また、認識精度を向上させるため、AI認識ロジックの学習データを追加した。今までのテス

トコース内で学習データの他に、実際の走行環境での画像を収集し、それをシステムに学習させ

た。 

 

（２）超音波センサー 

車両周辺の障害物を認識するセンサーとして、カメラシステムの他に超音波センサーを追加で

搭載した。超音波センサーは、約 2m以内の障害物を検知できるセンサーを 16個（前後に 2個、

コーナーに 4 個、左右に 5 個ずつ）を車両に搭載し、車両の全周囲の障害物を認識できるよう

にした。カメラシステムと超音波センサーの使い分けとしては、遠方までの検知範囲をカメラで、

近傍の検知範囲を超音波センサーでカバーする。また、カメラでは認識できない物体については、

超音波が、どのような種別はできないが、何かしら存在する障害物として検知するようにした。 

 

 

図Ⅲ-1-1 超音波センサーの車両搭載位置 
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（３）操舵システム 

車両の走行制御として3つの要素があり、「走る」「止まる」については昨年度に実現できて

いるが、今年度は残る「曲がる」を実現するため、操舵制御が可能な操舵システムを車両へ搭載

した。今回の車両は、システムの作動領域が低速域となるため、低速でも操舵制御ができる高出

力タイプのシステムを、車両へ搭載できるように専用設計して車両へ搭載した。 

 

（４）車両インターフェース 

今年度は走行制御と架装制御の両方に必要となるギヤ切替え機能を追加した。自動と手動の切

替え時には、システムが自動でギヤを「P（パーキング）」⇔「D（ドライブ）」に切替える必

要があり、また、架装部分の作動時には、ギヤを「P」にする必要がある。そのため、車両のギ

ヤ切替えをオーバーライドできるように追加のインターフェースを車両に追加した。また、架装

部を作動させるためには、架装部へ動力を供給する装置であるPTO（Power Take Off）のスイッ

チをオンする必要がある。よって、架装制御の機能の一部として、このPTOのスイッチをオー

バーライドできるインターフェースも車両に追加した。 
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２．試作車の改良点（ソフト関連） 

（１）自動運転システム 

１）車両の停止方法 

運転者に追従して走行している状態から車両を停止する方法として、昨年度は、リモート端

末から停止を指示し、車両はそれを受けてその場で停止する機能を実現した。しかし、ごみ収

集で車両を集積所で停止する場合、運転者は投入口が集積所の位置になるように車両を停止し

ている。そこで、車両を停止する方法として2種類の停止方法を追加した。 

図Ⅲ-2-1に3種類の停止方法について示す。昨年度に実現したその場で停止する方法を ’ Stop 

Now ’ と呼ぶ。今年度に追加した２種類の方法を ’ Stop Here ’、’ Stop at Garbage Point ’ と呼び、

それぞれの詳細について後述する。 

 

 

図Ⅲ-2-1 停止方法 

 

・’ Stop Here ’ 

運転者がリモート端末から ’ Stop Here ’ ボタンを押すと、ボタンを押されたときの

運転者の位置をシステムが記憶する。車両は、そのまま走行して車両後端が記憶し

た運転者の位置で停止する。集積所が道路から奥に入った場合や駐停車禁止を避け

て車両を停止する場合は、運転者が特定の位置で車両を停止することになるので、

このような場合にこの停止方法の使用を想定している。 

・’ Stop at Garbage Point ’ 

 さらに ’ Stop Here ‘ の応用として、運転者が集積所に近づいたところでリモート端

末から’ Stop at Garbage Point ’ ボタンを押すと、ボタンを押したときにシステムが検

知している車両から先にある最も近い集積所を停止位置として登録し、その位置が

車両後端になるように停止する。これらの ’ Stop Here’、’ Stop at Garbage Point ’ は、

運転者がリモート操作でボタンを押した後は、運転者は車両の走行ルート上を監視

する必要があるが、監視ができていれば他の位置まで移動しても問題ない。 

  

追従

停止 Stop HereStop Now Stop at Garbage Point

前方の作業員と
安全な距離を保って追従

リモート端末から
停止の指示
停止方法は3種類
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２）駐車車両の追越し 

ルート上の駐車車両を検知して、その車両を追い越して元のルートへ戻る機能を追加した。

駐車車両を追い越す際に、車両が横方向に移動して周辺車両や歩行者へ影響を与える可能性が

あるため、システムが追い越す判断をした場合は、車両を一旦停止し、運転者へ車両が追い越

しをすることを知らせるため、リモート端末に「障害物回避」のメッセージを表示し、その後、

再スタートして追い越しを開始する仕様とした。もし、運転者が追い越しを不要と判断して止

めたい場合は、’ Stop Now ‘ によって車両を停止させる。 

３）非常停止 

自動運転中の通常の停止以外に、車両が意図しない動きをした場合に車両を非常停止する必

要があるため、運転者が押しやすい車外の前面、後面に押し釦スイッチを取り付けた。このボ

タンを押すと、直ちに車両が自動で停止し、自動モードから手動モードに切り替わるようにな

っている。 

４）架装部との連携 

‘ Stop at Garbage Point ’ で車両が停止した場合にごみ回収作業のサポートとして、ごみ回収

前とごみ回収後の架装制御を追加した。ごみ回収前は、車両が停止後にギヤをパーキング、

PTO オン、さらに、運転者が投入口に近づいたところでテールゲートを開く仕様とした。ま

た、ごみ回収後は、運転者が車両前方へ行き「追従」を再開後、テールゲートを閉じ、PTO

オフ、ギヤをドライブにして、その後、走行を開始する仕様とした。 
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（２）ごみ情報共有システム 

車両の様々な情報を中間処理施設などのバックエンドで確認できるようにするために、車両側

のシステム、バックエンド側の確認ソフトを開発した。車両情報としては、現在位置、ごみの積

載重量、排出板位置、積込んだごみ袋の個数など、リアルタイムで確認できるようにするために

定期的にデータをクラウドへアップするようにした。データの更新周期は、システム内では1秒

毎に処理されているが、クラウドへは集積所での積込みが終わるたびに纏めてアップロードする

ようになっている。図Ⅲ-2-2にごみ情報共有システムのシステム構成、図Ⅲ-2-3にバックエンド

の確認ソフト表示イメージを示す。 

図Ⅲ-2-3のようにバックエンド側では、ごみの積載重量と排出板位置の時系列データと（図中

の左側）、ごみ収集した集積所の軌跡と集積所毎での積込んだごみ袋の個数と重量（図中の右側）

が確認できるようになっている。また、集積所毎に収集前後の集積所の写真も撮影してある。 

 

 

図Ⅲ-2-2 システム構成 
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図Ⅲ-2-3 確認ソフトの表示イメージ 
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３．改良ポイントに関する試験走行 

前述の改良のため、以下に示す試験を実施した。 

（１）データ取得試験 

カメラシステムの認識精度を向上するために、集積所に置かれている実際のごみや集積ボック

スなどを学習用のサンプルデータとして取得した。サンプルデータは、実際のシーンをより多く

学習させる必要があるため、長期間に渡って試験を実施した。また、事前に実証実験の走行ルー

ト上のGNSSや障害物の情報をデータ取得した。 

 

①カメラシステム認識用の学習データ取得 

日時：5月末～6月末 計14日 

場所：殿町、坂戸 

②ルート情報の取得 

日時：9月6日 

場所：殿町、坂戸 

 

昨年度までは、テストコースでのシンプルな環境で評価を行ってきたが、今年度は公道での走

行となり、より複雑な環境に対応する必要があるため、上記で取得したデータをシステムへ反映

し、より実環境でもロバストに作動するシステムにアップデートした。 

 

（２）機能確認試験 

追加された機能について、テストコースで2回に分けて機能確認試験を実施した。 

１）第一回 2023年 10月2日 

実施場所：三菱ふそうトラック・バス  喜連川研究所内 

・車両制御に関わる機能の確認 

前後制御： ‘ Stop Here’ 

左右制御： ルートトレース 

テストコース内に交差点やカーブ模擬したルートを設定して、そのルートをトレース

できること、また、’ Stop Here ’ で車両後端が運転者の位置で停止することを確認した。

設定したルートを図Ⅲ-3-1に示す。 

 

・ごみ情報共有システムの確認 

クラウドに接続できる端末にインストールした確認ソフトで、リアルタイムに変化す

るごみの積載重要や積込量などを確認した。 
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図Ⅲ-3-1 テストコース内の設定ルートのイメージ 

 

２）第二回 2023年 12月 21日 

実施場所：三菱ふそうトラック・バス  喜連川研究所内 

・車両制御に関わる機能の確認 

前後制御： ’ Stop at Garbage Point ’、坂道での追従、非常停止 

前後左右制御： 駐車車両の追越し 

 

・架装制御に関わる機能の確認 

テストコース内の車道を使って、実際に路肩のごみ集積所や駐車車両を配置し、また、

設定したルート上で歩行者が車両前を横断するシーンを用意し、各機能が作動し、必要

な時に車両が安全に停止するか確認した。 

 

 

 

図Ⅲ-3-2 テストコース内の設定コースイメージ 

走行ルート

走行ルート

駐車車両

ごみ集積所
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Ⅳ．自動追尾システム搭載型 EV ごみ収集車による実証試験 

 

自動追尾システムを搭載した EV ごみ収集車を用いて、モデル地区において自動追尾シ

ステムに関する公道等での実証試験を行った。なお、実証試験を公道で行うにあたっては、

警察等行政機関との協議・調整を行った。 

 

１．実証試験の詳細検討 

実証計画に基づき、自動追尾システムを搭載した EV ごみ収集車を用いて行う公道等で

の実証試験について、表Ⅳ-1-1 の項目に関する詳細検討を実施し、実証計画に反映させた。

それぞれの検討・調整結果は後述する。 

 

表Ⅳ-1-1 実証試験の詳細検討項目 

（１）評価（検証）項目及び評価（検証）方法の検討 

自動追尾システムを搭載した試作車を用いて行う公道等での実証試験において、評価(検証)項

目の見直し及び具体的な評価(検証)方法を検討する。 

（２）実施場所の選定及び実証試験計画の検討・確定 

令和４年度に実施した実態及び課題調査の調査結果をもとに実施場所を選定し、令和３年度に

作成した実証試験計画を基本として、実施場所に見合った、より具体性を持たせた実証試験計画

を検討し、確定する。検討にあたっては、令和４年度に実施したごみ収集の効率化等におけるデ

ジタル技術活用の可能性調査の結果を踏まえる。 

（３）警察等行政機関との調整 

②で検討した実施場所及び実証試験計画に応じて、実施体制及び実施スケジュールを検討し、

「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」に準じ、実施場所を所管する

警察等行政機関と協議を行い、適正かつ安全に公道等での実証試験を実施するための調整を行

う。 
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（１）評価（検証）項目及び評価（検証）方法の検討 

自動追尾システムを搭載した試作車を用いて行う公道等での実証試験において、評

価(検証)項目の見直し及び具体的な評価(検証)方法を検討した。 

令和４年度では、公道実証試験の評価項目としては、作業効率、作業性の確保、自

動追尾能力、CO2 排出量等を挙げているが、それぞれについて具体的な評価項目及び

評価方法を検討した結果は表Ⅳ-1-1-1～表Ⅳ-1-1-3 に示すとおりである。 

  

表Ⅳ-1-1-1 公道実証試験における評価項目及び評価方法 

評価項目 評価方法 

作業効率等  

運転者乗降回数 運転者の乗降回数を計測し、自動追尾機能により運転者の負担が

軽減できているかを評価する。 

ごみ収集作業時間 移動時間、収集準備時間、収集作業時間、発車準備時間を計測

し、自動追尾により作業効率の向上や作業負担の軽減ができてい

るかを評価する。 

自動追尾システム  

初期認識 運転者登録 運転者を運転席から降車する時に追跡対象として認識できている

か。 

運転者のトラッキング 運転者を車両周辺で追跡できているか。 

発進 運転者を自動的に追尾発進できているか。 

停止 リモート端末の Stop Here、Stop Now の指示に従い停止できてい

るか。 

目標コースのトレース GNSS の自己位置推定で予め定められたルートを正確にトレース

できているか。 

停止位置の正確性 Stop Here によって指示された位置に車両後端を合わせて誤差 1m

程度で停止できているか。 

システム障害 システムフリーズ等自動追尾走行の継続が妨げられる様なことが

発生しないこと。 

ごみ情報の計測 架装部における積載ごみの情報（ごみ重量、ごみ袋個数、排出板

の位置等）、車両の位置情報等が計測でき、伝送できるか。 

安全機能の確保  

植栽等への接触の有無 障害物への接触などが生じないか。 

他の交通参加者等の安全

確保 

車両周囲の人、自転車、車両への接触防止の安全が確保できてい

るか。 

CO2 排出量  

電費 走行距離、電力使用量の計測値から電費を算出し、自動追尾によ

る効果を評価する。 

CO2 排出削減量 ディーゼル車の場合と比較評価する。 
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表Ⅳ-1-1-2 公道以外での実証試験における評価項目及び評価方法 

評価項目 評価方法 

自動追尾システム  

環境適応性試験 ・雨天時、夜間におけるカメラセンサの AI 認識性能が機能する

か。 

安全性能 ・車両周辺障害物を衝突回避できるか。 

・走行ルート上の障害物を回避できるか。 

走行機能 ・ごみ集積所を自動認識して停止位置を合わせられるか。 

・自動投入ゲート、ePTO 自動起動ができるか。 

 

表Ⅳ-1-1-3 収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験における検証内容 

検証項目 検証方法 

取得情報の共有確認 自動追尾型 EV ごみ収集車が取得し伝送した積載ごみの情報（ご

み重量、ごみ袋個数、排出板の位置等）、車両の位置情報等が任意

の場所で共有できることを確認するとともに、情報の内容を検証

する。 

積載ごみの質・量に関す

る検証 

自動追尾型 EV ごみ収集車で収集したごみについて、ごみ袋単位

で単位体積重量とごみ質分析結果（種類組成、三成分、低位発熱

量）の相関性を検証する。 
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（２）実施場所の選定及び実証試験計画の検討・確定 

令和４年度に実施した実態及び課題調査の調査結果をもとに実施場所を選定し、令和

３年度に作成した実証試験計画を基本として、実施場所に見合った、より具体性を持た

せた実証試験計画を検討し、確定した。検討にあたっては、令和４年度に実施したごみ

収集の効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調査の結果を踏まえた。 

１）実施場所の選定 

令和４年度に実施した実態及び課題調査の調査結果の結果、自動追尾運転システム

の運行設計領域における道路環境、走行状態、走行環境、認識対象について、収集方

法、集積所形態、集積所間隔及び各集積所のごみ排出量、地形、道路条件を考慮し導

入の適用性を検討したところ、以下のようなものが導入に適した地区として考えられ

ることから、これらを踏まえ、川崎市内でモデル地区を選定した。 

 

・道路環境：信号、踏切、段差のない平坦路もしくは緩いスロープの道路 

      左折、右折がある場合は信号無し・優先側 

・走行環境：日中（夜間はカメラセンサーの性能による） 

住宅街､工場､施設内（開けた場所：GPS を安定して受信できる環境） 

・集積所間隔：徒歩で移動できる 100m より短い間隔（目安 40m 程度以下） 

 

また、集積所の形態やごみ量の違いによる作業効率や作業負担の違いを見られると

考え、戸建住宅中心の地区、集合住宅が多い地区、戸建住宅や集合住宅が混在した地

区の３地区を候補として選定するものとし、戸建住宅中心の地区としては宮前区付近、

集合住宅が多い地区としては高津区付近、戸建住宅や集合住宅が混在した地区として

は川崎区付近で候補地を想定した。 

令和５年度では、具体的なモデル地区の選定にあたっては、年度当初に以下のよう

な点を考慮し、川崎市と協議を行った。 

 

＜安全面への配慮＞ 

・近くに学校や公園がない道路 

・主要道路から外れた車両の交通量がさほど多くない道路 

・対向車両と行き違いができる道路幅がある道路 

 

＜収集作業性を考慮＞ 

・ガードレールまたは植栽越しの自動追尾及び収集ができる場所 

・様々な集積所形態を有する場所 
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以上のようなことから、公道実証試験の実施場所としては、令和４年度にモデル地

区を選定した際に考慮した道路環境、走行環境、集積所間隔等の条件に加え、公道実

証試験が安全を最優先して実施できることに配慮しつつ、可能な限り様々な収集作業

性を確認できることが必要と判断し、現地確認なども行いながら、高津区の坂戸地区、

川崎区の殿町地区を実施場所として選定した。 

公道実証試験の実施場所となる高津区の坂戸地区、川崎区の殿町地区の川崎市内に

おける位置図は図Ⅳ-1-2-1 に示すとおりである。 

 

 

 

「地理院タイルに地区名を追記して掲載」 

 

図Ⅳ-1-2-1 川崎市における高津区坂戸地区と川崎区殿町地区の位置図 

 

また、公道実証試験の実施場所となる高津区坂戸地区における収集ごみの集積所位

置、集積所形態は表Ⅳ-1-2-1、収集ルートは図Ⅳ-1-2-2、川崎区殿町地区における収集

ごみの集積所位置、集積所形態は表Ⅳ-1-2-2、収集ルートは図Ⅳ-1-2-3 に示すとおり

である。 

 

  

高津区坂戸地区 

川崎区殿町地区 
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表Ⅳ-1-2-1 実証試験場所となる高津区坂戸地区のごみ集積所位置及び集積所形態 

集積所数 13 箇所 

集積所①～⑬までの走行距離：420m 程度 

全長にわたって歩道有り（道路と歩道の間に一部植栽有り） 

集積所形態 ①：金属ボックス（住宅の敷地内） 

②：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

③：囲いタイプ（集合住宅の敷地内） 

④：囲いタイプ（集合住宅の敷地内） 

⑤：カゴタイプ（歩道の車道側） 

⑥：樹脂製ボックス（歩道の車道側） 

⑦：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

⑧：専用保管室タイプ（集合住宅の敷地内） 

⑨：囲いタイプ前面ゲート付き（集合住宅の敷地内） 

⑩：金網タイプ（集合住宅の敷地内） 

⑪：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

⑫：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

⑬：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出典：国土地理院撮影の空中写真(2022 年撮影)」 

図Ⅳ-1-2-2 実証試験場所となる高津区坂戸地区の収集ルート 
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表Ⅳ-1-2-2 実証試験場所となる川崎区殿町のごみ集積所位置及び集積所形態 

集積所数 20 箇所 

殿町第３公園周囲：7 箇所（集積所 1～7） 

殿町通り：6 箇所（集積所 8～13） 

法栄寺沿い道路：7 箇所（集積所 14～20） 

集積所 1～20 までの走行距離：1,440m 程度 

集積所形態 殿町第３公園周囲 

 

1：路上タイプ（会社建物の壁際） 

2,3,4：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

5,6,7：路上タイプ 

殿町通り 8：路上タイプ（歩道の建物側） 

9：金属ボックス（住宅の敷地内） 

10：専用保管室タイプ（集合住宅の敷地内） 

11：囲いタイプ金網扉付き（集合住宅の敷地内） 

12：路上タイプ（住宅の敷地内） 

13：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

法栄寺沿い道路 14：小屋タイプ（住宅の敷地内） 

15：金属ボックス（集合住宅の敷地内） 

16：路上タイプ 

17：路上タイプ 

18：囲いタイプ（集合住宅の敷地内） 

19：専用保管室タイプ（集合住宅の敷地内） 

20：路上タイプ（路地を入った箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出典：国土地理院撮影の空中写真(2022 年撮影)」 

図Ⅳ-1-2-3 実証試験場所となる川崎区殿町地区の収集ルート 

  

殿町通り 

殿 
町 
第 
３ 
公 
園 
周 
囲 

法栄寺沿い 
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２）実証試験計画の検討・確定 

前項で選定した実証試験実施場所において、より具体性を持たせた実証試験計画を

検討し、確定した。 

検討にあたっては、令和４年度に実施したごみ収集の効率化等におけるデジタル技

術活用の可能性調査の結果を踏まえた。同調査のヒアリングで得られたごみ収集にお

けるデジタル技術活用の取組事例は、収集運搬管理システムと GIS（地理情報システ

ム）を用いた集積所管理の 2 種類である。これらは、デジタル技術の活用によって収

集運搬の効率化、安全管理、行政サービスの向上等に関して効果が認められた事例で

あり、いずれも他市町村への横展開が可能と判断される。ただし、技術の導入に当た

っては、位置情報の正確さが重要となり、各自治体におけるごみ収集の実態に合わせ

て各々のシステムをカスタマイズできれば、導入目的の達成により近づくことができ

る。そのほか以下に記したような課題があり、さらなる技術開発が望まれるところで

ある。 

 

表Ⅳ-1-2-3 ごみ収集の効率化等におけるデジタル技術活用の可能性調査結果 

デジタル技術（収集運搬管理システム）の課題 

・システム導入当初にトラブルが発生しやすい。 

・地図情報と収集現場の状況が異なるためにマップマッチングがうまくいかないことがある。 

・収集ルートの最適化を行っても結果が現場の実態に合わないことがある。 

・行政側の情報セキュリティ対策に留意する必要がある。 

・ごみの後出しや取り残しの確認についてはタブレットの記録だけだと住民への説明が難しい。 

 

以上のようなことから、前述の「表Ⅳ-1-1-1 公道実証試験における評価項目及び評

価方法」では、自動追尾システムとして、ごみ情報の計測については、架装部における

積載ごみの情報（ごみ重量、ごみ袋個数、排出板の位置等）、車両の位置情報等が計測で

き、伝送できるか、を評価方法として挙げているが、これに加えて、ごみ回収前と回収

後の集積所の状況画像についても情報を取得するものとする。また、これらの自動追尾

型ごみ収集車が取得した情報の共有確認として、クラウドにアップロードされた情報を

任意の場所で受信して見られることの確認も行うものとする。 

ここで、公道実証試験、収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験の試験計画につ

いて以下に示す。 
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 ①公道実証試験計画 

公道実証試験に当たり詳細に自動追尾型ごみ収集車の動作や運転者、作業補助者

の動作等を計画した。 

まず、公道実証を効率よく実施するために事前に AI 学習に必要な画像収集など

予備試験を含めた試験計画を作成した。 

 

ごみ集積場 AI 認識用画像収集 

自動追尾式ごみ収集車を手動運転で走行し、ごみ

集積所やそこにあるごみの形を録画し、ごみ集積

所の場所が検知できるように実施する AI 学習の

データとする。 

9 月上旬 

ごみ収集ルートの GNSS 軌跡収集 

自動追尾型ごみ収集車を実証試験場所で手動運転

で収集ルートを正確に運転し、自動追尾運転を行

うルートの正確な座標を緯度・経度座標系で記録

する。 

なお、走行ルートはメインのルートとよりごみ集

積所に寄れるように道路左側に寄ったルートを計

測する。 

10 月上旬 

手動走行（坂戸地区）比較データ計測 

自動追尾システムの効果を検証するために自動追

尾運転するところを、実際にごみを収集しながら

手動で運転し比較データを収集する。 

11/10 

自動追尾実証（坂戸地区）3 回 

坂戸地区では公道審査を予備試験の初日に実施す

ることが求められる。公道審査、予備試験では実

際のごみ収集は行わず、当該ルートの自動追尾走

行を実施した。 

実際には、後述の通り最初の公道審査で不具合が

発生し、審査保留になったので公道審査を 2 回実

施している。 

また、実証試験も当日大雨が予想されたので念の

ため延期し、予備日である 11/24 に実施した 

公道審査 10/31、11/14 

実証試験 11/17 

実証試験予備日 11/24 

自動追尾実証（殿町地区）３回 

殿町地区でも公道審査を予備試験の初日に行い、

条件付きだが合格したので予備試験を実施した。

公道審査・予備試験共に実際のごみ収集は実施せ

ずに自動追尾走行を実施した 

公道審査 10/31 

予備試験(練習走行) 11/1 

実証試験 11/22 

実証試験予備日 11/29 
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実証試験における人員配置は図 IV-1-2-4 の通り基本は 8 名体制となる。 

 

 

図 IV-1-2-4 実証試験における人員配置 

 

ここにおいて、道路交通法上の運転者は②運転者が運転の責任を持つ、⑤安全保

安員はあくまで自動追尾システムが想定外の危険な動作を起こした時のみ運転に

介入して安全を保つ役割をもつ。一度、介入した後は②運転者が運転席に戻って安

全を確認し、自動追尾運転を再開する必要がある。 

 

公道実証における自動追尾型ごみ収集車、運転者、作業員等の移動経路など試験

手順は以下の通り。 

公道実証：実証試験手順 坂戸地区 

▪ 三菱ふそうトラック・バス株式会社川崎製作所を起点に運行し実証場所以外では手

動運転で走行する 

▪ 実証場所ではごみ集積所 13 か所でごみを収集し、間隔がおおよそ 50m 以下のごみ

集積所間で自動追尾運転を行う 

▪ 運行区間：三菱ふそう川崎製作所～実証場所～王禅寺処理センター～三菱ふそう川

崎製作所 

▪ 実証場所での実証試験は午前 10 時頃開始する（1 時間程度の作業） 
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(自動追尾走行手順) 

▪ ごみ集積所①～③は自動追尾型ごみ収集車（以下実証車）を手動運転で移動し、

ごみを回収する 

▪ ごみ集積所③で運転者は降車する前に運転席で手動運転モードから自動追尾モー

ドに切り替える 

▪ ごみ集積所③で安全保安員は運転者が降車したら、中央席から運転席に移動して

システム監視作業を開始する。 

▪ ごみ集積所③で動画撮影者及び誘導員は実証車が来るまで待機し、ごみ集積所③

から実証車に随行する 

▪ ごみ集積所③～⑬で実証車は道路左寄りを自動追尾運転で移動し、運転者と作業

員は道路左側の歩道を歩いて移動する 

▪ ごみ集積所③～⑬では運転者はリモート端末の「Stop Here」または「Stop at 

Garbage Point」ボタンで実証車の停止位置を指定し、車両が止まるまで車両周辺

の安全を監視し続ける 

▪ ごみ集積所③～⑬では運転者は車両が完全に停止し、自動追尾運転が停止したこ

とを確認した後、ごみ収集作業に移行する 

▪ ごみ集積所③～⑬で交通誘導員は実証車の前後を監視し、実証車の前後を実証車

と適当な間隔を保ちながら移動し、適宜交通整理等を行う 

▪ ごみ集積所③～⑬で動画撮影者は実証車と共に道路右側にある歩道を移動しなが

ら適宜撮影を行う 

▪ ごみ集積所⑬でごみ回収が終わったら、運転者・作業員は実証車に乗り込み、運

転者は自動追尾モードから手動運転モードに切り替え、手動運転で王禅寺処理セ

ンターに向かう 

▪ 動画撮影者・誘導員はごみ集積所⑫で作業終了となる 
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公道実証：実証実験手順 殿町地区 

▪ 三菱ふそうトラック・バス株式会社川崎製作所を起点に運行し実証場所以外では

手動運転で走行する 

▪ 実証場所ではごみ集積所 20 か所でごみを収集し、間隔が 50m 以下のごみ集積所間

で自動追尾運転を行う 

▪ 運行区間：三菱ふそう川崎製作所～実証場所～浮島処理センター～三菱ふそう川

崎製作所 

▪ 実証場所での実証試験は午前 10 時頃開始する（1 時間程度の作業） 
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(自動追尾走行手順：①～⑦) 

▪ ごみ集積所①まで自動追尾式ごみ収集車（以下実証車）を手動運転で走行させ

る。 

▪ ごみ集積所①で運転者は降車する前に運転席で手動運転モードから自動追尾モー

ドに切り替える 

▪ ごみ集積所①で安全保安員は運転者が降車したら、中央席から運転席に移動して

システム監視作業を開始する。 

▪ ごみ集積所①から動画撮影者は道路右端を、誘導員は実証車の前後で随行する 

▪ ごみ集積所①～④、⑤～⑦は自動追尾運転で移動し、運転者と作業員は道路左端

を歩いて移動する 

▪ ごみ集積所②～④、⑥～⑦では運転者はリモート端末の「Stop Here」または

「Stop at Garbage Point」ボタンで実証車の停止位置を指定し、車両が止まる

まで車両周辺の安全を監視し続ける 

▪ ごみ集積所②～④、⑥、⑦では運転者は車両が完全に停止し、自動追尾運転が停

止したことを確認した後、ごみ収集作業に移行する 

▪ ごみ集積所①～⑦で交通誘導員は実証車の前後を監視し、実証車の前後を実証車

と適当な間隔を保ちながら移動し、適宜交通整理等を行う 

▪ ごみ集積所①～⑦で動画撮影者は実証車と共に道路右端を歩いて移動しながら適

宜撮影を行う 

▪ ごみ集積所④または⑦でごみ回収が終わったら、運転者・作業員は実証車に乗り

込み、運転者は自動追尾モードから手動運転モードに切り替え、手動運転でごみ

集積所⑤または⑧へ向かう 

▪ 動画撮影者・誘導員はごみ集積所⑦が終わったら、ごみ集積所⑭に直接向かう 
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(自動追尾走行手順：⑦～⑳) 

▪ ごみ集積所⑦～⑭、⑮～⑯、⑱～⑳は実証車を手動運転で移動し、ごみを回収する 

▪ ごみ集積所⑭、⑯で運転者は降車する前に運転席で手動運転モードから自動追尾モ

ードに切り替える 

▪ ごみ集積所⑭、⑯で安全保安員は運転者が降車したら、中央席から運転席に移動し

てシステム監視作業を開始する。 

▪ ごみ集積所⑫ で動画撮影者及び誘導員は実証車が来るまで待機し、ごみ集積所⑫

から実証車に随行する 

▪ ごみ集積所⑭～⑮、⑯～⑱は自動追尾運転で移動し、運転者と作業員は道路左端を

歩いて移動する 

▪ ごみ集積所⑮、⑰、⑱では運転者はリモート端末の「Stop Here」または「Stop at 

Garbage Point」ボタンで実証車の停止位置を指定し、車両が止まるまで車両周辺

の安全を監視し続ける 

▪ ごみ集積所⑮、⑰、⑱では運転者は車両が完全停止し、自動追尾運転が停止したこ

とを確認して、ごみ収集作業に移行する 

▪ ごみ集積所⑭～⑮、⑯～⑱で交通誘導員は実証車の前後を監視し、実証車の前後を

実証車と適当な間隔を保ちながら移動し、適宜交通整理等を行う 
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▪ ごみ集積所⑭～⑮、⑯～⑱で動画撮影者は実証車と共に道路右側にある路側帯を移

動しながら適宜撮影を行う 

▪ ごみ集積所⑳でごみ回収が終わったら、運転者・作業員は実証車に乗り込み、手動

運転で浮島処理センターに向かう 

▪ 動画撮影者・誘導員はごみ集積所⑳で作業終了となる 
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②収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験計画 

本実証試験は、自動追尾型ごみ収集車による公道実証試験と合わせて実施するもの

であり、実施日程は以下のとおりである。なお、「積載ごみの質・量に関する検証」

は、各地区１日のみの実施とした。 

 

表Ⅳ-1-2-4 収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験日程 

 自動追尾型ごみ収集車が取得した情報の共有確認 

 高津区坂戸 令和 5 年 11 月 10 日（金）及び 11 月 24 日（金） 

 川崎区殿町 令和 5 年 11 月 22 日（水） 

 積載ごみの質・量に関する検証 

 高津区坂戸 令和 5 年 11 月 10 日（金）川崎市王禅寺処理センターにて採取 

 川崎区殿町 令和 5 年 11 月 22 日（水）川崎市浮島処理センターにて採取 

 

 

ａ）自動追尾型ごみ収集車が取得した情報の共有確認 

＜目的＞ 

自動追尾型ごみ収集車が各集積所で取得した以下のような情報について、クラウ

ド上に伝送しアップロードしたデータが任意の場所で受信して共有できることを確

認する。 

 

＜対象とする共有情報＞ 

各集積所における以下のデータについて、高津区坂戸の 13 集積所及び川崎区殿

町の 20 集積所を対象とし、これら全集積所で情報を取得する。 

①データ計測時刻 

②自動追尾型ごみ収集車に装備している投入口カメラでカウントした投入ごみ袋

の個数 

③車両の緯度経度現在地（GPS 情報） 

④ごみを積込んだ際に移動する架装部排出板の位置（排出板の移動寸法） 

⑤自動追尾型ごみ収集車に装備しているロードセルで計測した積載ごみの重量 

⑥自動追尾型ごみ収集車に装備しているカメラの映像（ごみ回収前と回収後） 

 

＜実施回数＞ 

・高津区坂戸：令和 5 年 11 月 10 日（金）13 集積所 

令和 5 年 11 月 24 日（金）13 集積所 

・川崎区殿町：令和 5 年 11 月 22 日（水）20 集積所 
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＜その他＞ 

・⑤の自動追尾型ごみ収集車に装備しているロードセルで計測した積載ごみの重

量について、処理センター（ごみ焼却施設）に設置されているごみ計量機で計

量した計量データと照合し、差異を比較する。 

なお、高津区坂戸で収集したごみは川崎市王禅寺処理センターにて、川崎区殿

町で収集したごみは川崎市浮島処理センターにて、それぞれ計量する。 

・④の架装部排出板の位置について、投入ごみ袋の個数や積載ごみの重量との相

関を確認する。また、排出板の位置から想定される体積を検討する。 

 

ｂ）積載ごみの質・量に関する検証 

＜目的＞ 

ごみ収集車毎のごみ質の情報を収集運搬側から中間処理施設に提供することによ

り、ごみピット内での撹拌によるごみの均質化を効率的に行うことができ、ごみク

レーン操作の効率化を図ることができるという可能性があるが、これにはごみ質把

握の精度が重要な課題となる。現状では、収集運搬時にごみ質を把握するための技

術開発が進んでおらず、今回の実証試験車両においても積載ごみの重量と架装部排

出板位置の計測値から想定した体積を把握できる程度である。現時点で利用可能な

技術としては、ごみの体積と重量を収集車で把握するということであり、その情報

から単位体積重量を求めることができる。そこで、求められた単位体積重量と実際

のごみ質の相関を把握することが考えられる。 

ただし、現時点では集積所毎に体積を把握することはできず、実証試験の対象と

なる全集積所分のごみを積載すれば体積を把握することができると想定しているが、

ごみの分析値との相関を検討するには、高津区坂戸で 2 回、川崎区殿町で 1 回の実

施であるため、検討材料としては数が少ない。 

このため、積載ごみのごみ袋単位での重量及び体積計測、並びにごみ質分析を行

い、それらの相関を検討する。 

 

＜実施日＞ 

高津区坂戸分：令和 5 年 11 月 10 日（金）（王禅寺処理センターにて採取） 

川崎区殿町分：令和 5 年 11 月 22 日（水）（浮島処理センターにて採取） 

 

＜検体数＞ 

ごみ質分析の検体数は合計 30 検体とし、集積所数の比率から、高津区坂戸分：

12 検体、川崎区殿町分：18 検体とした。 

 



 

Ⅳ-18 

＜採取方法＞ 

自動追尾型ごみ収集車で収集したごみをプラットホームのごみ投入扉前の床面に

全量展開し（床面養生用にビニールシートを敷く）、45L 程度以上の袋に入ったごみ

袋を任意に抽出する。その際、ごみ袋の破れが少なく、中身が多く残っているごみ

袋について、高津区坂戸のごみは 12 袋、川崎区殿町のごみは 18 袋を抽出する。ご

み袋 1 袋を 1 検体として分析試料とする。採取後に残ったごみはごみピットに廃棄

する。 

 

＜ごみ質分析項目＞ 

・単位体積重量（見掛け比重） 

・種類組成[乾ベース]（紙･布類、合成樹脂･皮革類、木･竹･わら類、ちゅう芥類、

不燃物、その他） 

・三成分（水分、可燃分、灰分） 

・低位発熱量［実測値］ 

 

＜分析方法＞ 

・単位体積重量は、採取時に重量を計測、目盛り付きの容器に入れて体積を読み

取り、算出する。 

・その他分析項目は、環整第 95 号に定める方法により分析を行う。 
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（３）警察等行政機関との調整 

１）道路使用許可申請 

公道での実証試験に当たっては、II．２．で述べたような法的課題を解決した上で

道路使用許可を所轄である神奈川県警に申請した。申請に当たっては、自動追尾式ご

み収集車が前例のない運転装置を有する車両であったため、事前に神奈川県警本部交

通規制課と許可申請に添付する資料について調整した。 

 

表 IV-1-3-1 道路許可申請書の添付書類 

特定自動運行の許可に必要な書類 本実証事業での対応 

1. 自動車検査証記録事項が記載された書面  ⚫ OEM(三菱ふそうトラック・バス株式会社)

発行の自動車確認書  

2. 自動追尾式ごみ収集車の自動運行装置に

係る使用条件が記載された書面  

⚫ 自動追尾式ごみ収集車概要  

⚫ 基準緩和認定書関自技第 909 号  

3. 道路交通法第 75 条の 12 第 2 項第 2 号ニ

(5)に規定する設備の状況を明らかにした

図面又は写真  

⚫ 自動追尾式ごみ収集車実証実験実施体制図  

⚫ 運転者及び安全保安員の運転免許証の写し  

4. 道路交通法第 75 条の 13 第 1 項第 5 号の

基準に適合することを明らかにする書類  

⚫ 自動追尾式ごみ収集車実証実験計画  

5. 住民周知の関係の疎明資料  ⚫ 地区長への説明資料 
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①自動車確認書 

ベース車を製造した三菱ふそうトラック・バスが諸元等車検証記載事項を記載した

自動車確認書を発行した。 
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②自動追尾式ごみ収集車概要・基準緩和認定書 

自動追尾式ごみ収集車に係る使用条件等が記された文章として車両の概要と II-2で

述べた基準緩和認定書を添付した。 

なお、神奈川県警本部としてセンサーが重要であると認識しており、添付書類の中

に搭載センサーの検知範囲などを付けるように指示された。 
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③自動追尾式ごみ収集車実証実験計画 
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④自動追尾式ごみ収集車実証実験計画 

実証実験の実施場所や実施方法を記した概要資料を作成した。なお、道路使用許可

は各所轄警察署に申請するため、実際は殿町地区・坂戸地区に分けて各所轄警察署に

提出した。 
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２）公道審査 

道路使用許可に当たり、実際に使われる道路で公道審査を実施することが条件とな

っている。 

⇒ 実際の実証実験場所において実証実験と同じ手順で走行し、道路交通法に従い周

辺の交通への危険（交通公害）を及ぼさずスムーズな走行ができているかについ

て、神奈川県警本部、所轄である高津警察署及び川崎臨港警察署の審査を受ける 

⇒ 10 月 31 日の午前中に坂戸地区、午後に殿町地区で審査を受けるも、坂戸地区に

ついては自動追尾システムが正常に作動せず審査保留となった 

(発生した自動追尾システム不具合) 

⚫ ルート情報の読み込み不良 

⚫ リモート端末と自動追尾システムの通信途絶 

⇒ また、実証実験に当たっては以下の点を改善するよう指導を受けた 

指導事項 対応 

キープレフトの徹底 道路最左端を走行するルートに変更 

方向指示器の作動 発進停止時に方向指示器を作動させる。安全保安員が補助

する。 

交通誘導 自動追尾式ごみ収集車の走行が周辺交通の妨げとならない

ように前後に配した交通誘導員だけでなく、試験指揮者と

それぞれの周辺にいる関係者が協力して誘導する 

⇒ 11 月 14 日に坂戸地区で再審査を受けて合格した 
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３）川崎市との調整 

①自動追尾型 EV ごみ収集車の公道実証試験の日程及び当日のスケジュール等 

・ 公道実証試験の日程を次のとおりとした。 

11 月 10 日（金） 公道実証試験（高津区坂戸 手動運転収集） 

11 月 17 日（金） 公道実証試験（高津区坂戸 自動追尾収集） 

11 月 22 日（水） 公道実証試験（川崎区殿町 自動追尾収集） 

11 月 24 日（金） 公道実証試験予備日（坂戸） 

11 月 29 日（水） 公道実証試験予備日（殿町） 

 

いずれも開始時間は午前 10 時頃とした。ただし、川崎市生活環境事業所の職員の

方の指導のもとに、各地区開始前にごみ集積所の事前確認を行うこととなり、高津区

坂戸は 11/10 の手動運転時、川崎区殿町は 11/22 にそれぞれ行うこととなった。この

ごみ集積所の事前確認は、実証試験の当日、高津区坂戸では 20 分弱、川崎区殿町では

1 時間弱の所要時間で実施された。 

なお、11 月 17 日（金）の高津区坂戸における公道実証試験については、荒天のた

め実施不可と判断し、予備日の 11 月 24 日（金）に延期した。 

 

・ ごみ収集を行わない自動追尾のシステム走行確認等について、生活環境事業所

の職員の方の立会いのもと、実施することとなった。 

集積所にごみがある状況での走行確認：川崎区殿町 11/1（水） 

手動運転によるルート確認及び通信確認：川崎区殿町 11/20（月） 

 

・ 地元の町内会会長に対する事前の説明は、川崎市において行っていただくが、

高津区坂戸については日環センター担当者が同席することとなった［10/23(月)に

実施］。 
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②ごみの積込作業を行う作業員 

川崎市との調整により、ごみ収集作業の経験を有する者がごみの積込作業を行い、

運転者である三菱ふそう社員は積込作業を行わないこととなった。 

これを踏まえて、運転者に代わって積込作業を行う作業員を追加し、以下のような

作業分担で実施することとした。 

運転者 

（三菱ふそう） 
積込作業はせず、車両の運転のみを行う。 

作業員 A 収集車には乗車せず、集積所において、運転者に代わって積込作業を

行う。 

作業員 B 
集積所の間隔が概ね 50ｍ以上の場合は収集車の助手席に乗車し、集積

所で積込作業を行う。 

投入ゲートの開閉ボタンによる操作、架装部の積込みボタン操作を行

う。 

備考 

 車両に乗車する場合、運転者と作業員 B のみが乗車する。なお、車内には、システム

の監視と非常時の手動介入を行う安全保安員が常時乗車している。 

 

③その他 

・ ごみ袋単位での体積・重量及びごみ質の分析を行うためにごみを採取するため

の作業は、焼却施設（各処理センター）のプラットホームのごみ投入扉前のスペ

ースで行うこととなった。また、ごみ採取後は、焼却施設の重機でごみピットに

投入頂けることとなった。 

・ 実証試験車両の洗車について、ごみピット前で架装部内を洗い流す程度で実施

させて頂くこととなった。 

・ 実証試験ではごみの取りこぼし等がないように留意するが、実証試験終了後に

川崎市の収集車が各集積所を巡回し、ごみの取りこぼし等、支障がないか確認頂

くこととなった。 
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２．実証試験の実施及び評価 

実証計画に基づき、表Ⅳ2-1 に示すとおり、自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験、

収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験を実施した。それぞれの実施結果を後述する。 

なお、実証試験に際しては、その状況を映像として記録するとともに、実証結果の公表

用として使用できるよう、別途映像資料を編集、作成した。 

 

表Ⅳ-2-1 実証試験の詳細検討項目 

 （１）自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験 

 １）公道実証試験 

 評価項目 ①作業効率等 

②自動追尾システム 

ａ）初期認識、運転者登録 

ｂ）運転者のトラッキング 

ｃ）発進、追従、停止 

ｄ）目標コースのトレース、停止位置の正確性 

ｅ）ごみ情報の計測 

ｆ）安全機能 

ｇ）システム障害 

③CO2 排出量 

 ２）公道以外での実証試験 

 評価項目 運転者のトラッキング（環境適応性試験等） 

発進、追従、停止（坂道走行） 

目標コースのトレース、停止位置の正確性 

安全機能 

 （２）収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験 

 １）取得情報の共有確認 

 検証項目 ①集積所毎のごみ袋数及びごみ重量 

②架装部排出板位置 

③その他 

 ２）積載ごみの質・量に関する検証 

 検証項目 ①単位体積重量 

②種類組成、三成分、低位発熱量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証試験記録映像の撮影状況 
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（１）自動追尾型 EV ごみ収集車による実証試験 

１）公道実証試験 

自動追尾型 EV ごみ収集車の公道実証試験にあたり、各集積所で取得した情報につ

いて、テレマティクスデータとして任意の場所で受信共有できることを確認した。 

共有した情報データは以下のとおりである。 

 

表Ⅳ-2-1-1 公道実証試験概要 

公道実証試験日程 

高津区坂戸 令和 5 年 11 月 10 日（金）手動運転日 

 令和 5 年 11 月 24 日（金）自動追尾実施日 

川崎区殿町 令和 5 年 11 月 22 日（水）自動追尾実施日 

実施場所の収集エリア 

高津区坂戸 集積所数 13 箇所、集積所①～⑬までの走行距離 420m 程度 

川崎区殿町 集積所数 20 箇所、集積所 1～20 までの走行距離 1,440m 程度 

運転者及び作業員の作業分担* 

運転者 

（三菱ふそう） 

・積込作業はせず、車両の運転のみを行う。 

・集積所では作業員 A が代わりに積込み作業を行う。 

作業員 A ・収集車には乗車しない。 

・集積所では運転者に代わって積込作業を行う。 

・集積所での積込み作業が終了したら、次の集積所まで徒歩で移動す

る。 

作業員 B ・集積所の間隔が概ね 50ｍを超える場合は収集車の助手席に乗車し、

50m 以内の場合は徒歩で移動する。 

・集積所では積込み作業を行うが、投入ゲートの開閉ボタンの操作、

架装部の積込みボタンの操作も行う。 

備考 ・車両に乗車する場合、運転者と作業員 B のみが乗車するが、車内に

は、システムの監視と非常時の手動介入を行う安全保安員が常時乗

車している。 

・全ての実施日程で同じ作業員が対応した。 

自動追尾型 EV ごみ収集車の車両諸元 

ベース車両：三菱ふそう新型 eCanter 

寸法：全長 5.67m、全幅 1.96m、全高 2.38m 

車両総重量：6.4t(N2 カテゴリー)、最大積載量：1.2t 

荷箱容積：5.2m3 

バッテリー容量：S サイズ 41kWh 

*運転者及び作業員の作業分担の必要性については、Ⅱ．「４．デジタル技術を活用し

た EV ごみ収集車による自動追尾運転の実証計画の策定」表Ⅱ-4-2 参照） 
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①作業効率等 

ａ）運転者乗降回数 

＜高津区坂戸地区＞ 

収集作業における運転者の乗降回数について、手動運転日（11 月 10 日）と、自

動追尾実施日（11 月 24 日）を比較すると、表Ⅳ-2-1-1-①-1 のとおりである。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-1 高津区坂戸の運転者乗降回数 

集積所

No. 

11/10  

手動運転日 

11/24 

自動追尾実施日 

自動追尾

区間 

① 1 回  1 回   

② 1 回  1 回   

③④ 1 回  0.5 回 [降車のみ]  

⑤ 0 回 [ごみが少なく、作業員 B

のみ作業のため、運転

者は乗降せず] 

0 回   

⑥⑦ 1 回  0 回   

⑧ 1 回  0 回   

⑨ 1 回  0 回   

⑩ 1 回 

（0 回） 

[表下の記述の「ただし」

以下を参照] 

－ [⑨で一緒に積込み]  

⑪ 1 回  0 回   

⑫ 1 回  0.5 回 [乗車のみ]  

合計 9 回 

（8 回） 

 3 回   

注）乗降回数は、乗り降り両方の場合は 1 回、乗車･降車のどちらか一方の場合は 0.5 回とした。 

 

両日の運転者乗降回数を単純に比較すると、手動運転日が 9 回、自動追尾実施日

が 3 回となり、後者が 6 回少なかった。 

ただし、集積所⑩について注意が必要である。手動運転日は集積所⑩で運転者が

乗り降りしたが、自動追尾実施日においては集積所⑩のごみを集積所⑨で一緒に積

み込んだ。このことを考慮して比較する場合は、手動運転日も集積所⑩では乗り降

りの必要がなかったと考えられ、乗降回数の合計は 8 回となる。 
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＜川崎区殿町地区＞ 

川崎区殿町地区では、自動追尾実施日（11 月 22 日）のみであったが、運転者乗

降回数は 10 回であった。 

自動追尾実施日のみであるので、前述の（１）坂戸地区のような手動運転日との

直接的な比較はできない。そのため、手動運転のみで収集を行った場合を想定して

比較すると、表Ⅳ-2-1-1-①-2 のとおりである。手動運転のみの場合の乗降回数は

17 回と想定されるので、自動追尾運転により乗降回数が 7 回少なくなったことに

なる。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-2 川崎区殿町の運転者乗降回数 

集積所

No. 

（想定） 

手動運転日 

11/22 

自動追尾実施日 

自動追尾 

区間 

1 1 回 0.5 回 [降車のみ]  

2 1 回 0 回   

3 1 回 0 回   

4 1 回 0.5 回 [乗車のみ]  

5 1 回 0.5 回 [降車のみ]  

6 1 回 0.5 回 [手動介入のため乗車]  

7 1 回 1 回 [手動介入のため乗車]  

8,9 1 回 1 回   

10 1 回 1 回   

11,12,13 1 回 1 回   

14 1 回 0.5 回 [降車のみ]  

15 1 回 0.5 回 [乗車のみ]  

16 1 回 0.5 回 [降車のみ]  

17 1 回 0 回   

18 1 回 0.5 回 [乗車のみ]  

19 1 回 1 回   

20 1 回 1 回   

合計 17 回 10 回   

注）乗降回数は、乗り降り両方の場合は 1 回、乗車･降車のどちらか一方の場合は 0.5 回とした。 
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ｂ）ごみ収集作業時間 

公道実証試験実施日において、表Ⅳ-2-1-1-①-3 の時間計測の考え方に基づき、

右欄の作業ポイント毎に経過時間を計測し、左欄に示した移動時間、収集準備時

間、収集作業時間、発車準備時間の区分により、各作業の所要時間を計測した。収

集作業時間としては、作業員 B が先に収集作業を始め、運転者が作業員 A と交代

して収集作業に加わるため、1 人作業時間と 2 人作業時間の内訳についても計測し

た。 

なお、これらの時間は、トラブルで停車した中断時間、並びに、先行して移動し

た車両が作業員Ａ、誘導員、録画担当者等の実証試験のときのみに必要な者の移動

を考慮して待機していた時間は除いて集計している。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-3 時間計測の考え方 

所要時間 経過時間を計測する作業ポイント 

 

 
前の集積所発車 

停車（集積所） 

投入ゲート開 

[ここからタッチ交代までは 1 人作業時間] 

運転者降車 

タッチ交代（運転車、作業員 A） 

[ここから投入ゲート閉までは 2 人作業時間] 

投入ゲート閉 

タッチ交代（運転車、作業員 A） 

乗車（手動の場合、運転者、もしくは運転者及び作業員 B） 

発車 

 

これらの時間計測結果について、高津区坂戸における手動運転日の時間計測結果

は表Ⅳ-2-1-1-①-4（１）、自動追尾実施日の結果は表Ⅳ-2-1-1-①-4（２）、川崎区殿

町における時間計測結果は表Ⅳ-2-1-1-①-4（３）に示すとおりである。 

 

 

  

移動時間 

収集準備時間 

収集作業時間 

発車準備時間 
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表Ⅳ-2-1-1-①-4（１） 高津区坂戸のごみ収集作業時間計測結果（手動運転日） 

 

 

  

集積所No. 手動運転日（坂戸11/10） 試験経過時間

手動運転(スタート地点)

① 停車(集積所) 0:00:00

投入ゲート開(作業員B) 0:00:06 収集準備時間 0:00:06

運転者降車 0:00:08

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:00:14 1人収集作業時間 0:00:08

投入ゲート閉(作業員B) 0:01:44 2人収集作業時間 0:01:30

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:01:53

乗車(運転者､作業員B) 0:02:00

発車(手動運転) 0:02:18 発車準備時間 0:00:34

手動運転(作業員B乗車)

② 停車(作業員B降車) 0:02:54

停車(集積所) 0:03:09 移動時間 0:00:51

投入ゲート開(作業員B) 0:03:24 収集準備時間 0:00:15

運転者降車 0:03:20

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:03:26 1人収集作業時間 0:00:02

投入ゲート閉(作業員B) 0:05:03 2人収集作業時間 0:01:37

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:05:04

乗車(運転者) 0:05:17

発車(手動運転) 0:05:29 発車準備時間 0:00:26

手動運転(作業員B歩行)

③④ 停車(集積所) 0:05:51 移動時間 0:00:22

投入ゲート開(作業員B) 0:06:04 収集準備時間 0:00:13

運転者降車 0:06:03

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:06:06 1人収集作業時間 0:00:02

投入ゲート閉(作業員B) 0:11:14 2人収集作業時間 0:05:08

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:11:14

乗車(運転者) 0:11:23

発車(手動運転) 0:11:38 発車準備時間 0:00:24

手動運転(作業員B歩行)

⑤ 停車(集積所) 0:12:02 移動時間 0:00:24

投入ゲート開(作業員B) 0:12:06 収集準備時間 0:00:04

運転者降車 － 運転者降車なし

タッチ交代(運転者､作業員A) － 1人収集作業時間 0:00:05

投入ゲート閉(作業員B) 0:12:11 2人収集作業時間 なし

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:12:11

乗車(運転者) －

発車（手動運転） 0:12:31 発車準備時間 0:00:20

手動運転(作業員B歩行)

⑥⑦ 停車(集積所) 0:12:47 移動時間 0:00:16

投入ゲート開(作業員B) 0:12:48 収集準備時間 0:00:01

運転者降車 0:12:57

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:13:02 1人収集作業時間 0:00:14

投入ゲート閉(作業員B) 0:14:12 2人収集作業時間 0:01:10

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:14:19

乗車(運転者) 0:14:26

発車(手動運転) 0:14:35 発車準備時間 0:00:23

所要時間
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表Ⅳ-2-1-1-①-4（１） 高津区坂戸のごみ収集作業時間計測結果（手動運転日） 

 

 

集積所No. 手動運転日（坂戸11/10） 試験経過時間

手動運転(作業員B歩行)

⑧ 停車(集積所) 0:14:59 移動時間 0:00:24

投入ゲート開(作業員B) 0:15:01 収集準備時間 0:00:02

運転者降車 0:15:07

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:15:12 1人収集作業時間 0:00:11

投入ゲート閉(作業員B) 0:20:10 2人収集作業時間 0:04:58

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:20:36

乗車(運転者) 0:20:51

発車（手動運転） 0:21:01 発車準備時間 0:00:51

手動運転(作業員B歩行)

⑨ 停車(集積所) 0:21:19 移動時間 0:00:18

投入ゲート開(作業員B) 0:21:23 収集準備時間 0:00:04

運転者降車 0:21:26

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:21:31 1人収集作業時間 0:00:08

投入ゲート閉(作業員B) 0:23:40 2人収集作業時間 0:02:09

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:23:45

乗車(運転者) 0:23:55

発車(手動運転) 0:24:02 発車準備時間 0:00:22

手動運転(作業員B歩行)

⑩ 停車(集積所) 0:24:11 移動時間 0:00:09

投入ゲート開(作業員B) 0:24:14 収集準備時間 0:00:03

運転者降車 0:24:19

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:24:24 1人収集作業時間 0:00:10

投入ゲート閉(作業員B) 0:25:51 2人収集作業時間 0:01:27

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:25:55

乗車(運転者) 0:26:09

発車(手動運転) 0:26:20 発車準備時間 0:00:29

手動運転(作業員B歩行)

⑪ 停車(集積所) 0:26:47 移動時間 0:00:27

投入ゲート開(作業員B) 0:26:49 収集準備時間 0:00:02

運転者降車 0:26:55

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:26:59 1人収集作業時間 0:00:10

投入ゲート閉(作業員B) 0:27:58 2人収集作業時間 0:00:59

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:28:04

乗車(運転者) 0:28:16

発車(手動運転) 0:28:28 発車準備時間 0:00:30

手動運転(作業員B歩行)

⑫ 停車(集積所) 0:28:47 移動時間 0:00:19

投入ゲート開(作業員B) 0:28:48 収集準備時間 0:00:01

運転者降車 0:28:55

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:29:00 1人収集作業時間 0:00:12

投入ゲート閉(作業員B) 0:29:45 2人収集作業時間 0:00:45

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:29:45

乗車(運転者) 0:29:50

発車(手動運転) 0:29:57 発車準備時間 0:00:12

手動運転(作業員B歩行)

⑬ 停車(集積所) 0:30:05 移動時間 0:00:08

投入ゲート開(作業員B) 0:30:06 収集準備時間 0:00:01

運転者降車 0:30:16

タッチ交代(運転者､作業員A) － 1人収集作業時間 0:00:08

投入ゲート閉(作業員B) 0:30:14 2人収集作業時間 なし

タッチ交代(運転者､作業員A) －

乗車(運転者､作業員B) 0:30:36

発車(手動運転) 0:30:42 発車準備時間 0:00:28

所要時間
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表Ⅳ-2-1-1-①-4（２） 高津区坂戸のごみ収集作業時間計測結果（自動追尾実施日） 

 

 

  

集積所No. 自動追尾実施日（坂戸11/24） 試験経過時間

手動運転対応(スタート地点)

① 停車(集積所) 0:00:00

投入ゲート開(作業員B) 0:00:03 収集準備時間 0:00:03

運転者降車 0:00:09

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:00:14 1人収集作業時間 0:00:11

投入ゲート閉(作業員B) 0:01:37 2人収集作業時間 0:01:23

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:01:41

乗車(運転者､作業員B) 0:01:48

発車(手動運転) 0:02:03 発車準備時間 0:00:26

手動運転対応(作業員B乗車)

② 停車(作業員B降車) 0:02:34

停車(集積所) 0:02:39 移動時間 0:00:36

投入ゲート開(作業員B) 0:02:40 収集準備時間 0:00:01

運転者降車 0:03:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:03:05 1人収集作業時間 0:00:25

投入ゲート閉(作業員B) 0:04:39 2人収集作業時間 0:01:34

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:04:42

乗車(運転者) 0:04:49

発車(手動運転) 0:04:59 発車準備時間 0:00:20

手動運転対応(作業員B歩行)

③④ 停車(集積所) 0:05:19 移動時間 0:00:20

投入ゲート開(作業員B) 0:05:27 収集準備時間 0:00:08

運転者降車 0:05:30

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:05:37 1人収集作業時間 0:00:10

投入ゲート閉(作業員B) 0:09:43 2人収集作業時間 0:04:06

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:10:14

発車（自動追尾走行） 0:11:05 発車準備時間 0:01:22

中断停車 0:11:11 中断までの移動時間 0:00:06

再発車 0:11:53 中断停車時間 0:00:42

自動追尾運転

⑤ 停車(集積所) 0:12:44 再発車後移動時間 0:00:51

投入ゲート開(作業員B) 0:12:47 収集準備時間 0:00:03

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:12:47 1人収集作業時間 0:00:00

投入ゲート閉(作業員B) 0:13:06 2人収集作業時間 0:00:19

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:13:13

発車（自動追尾走行） 0:13:55 発車準備時間 0:00:49

自動追尾運転

⑥⑦ 停車(集積所) 0:14:18 移動時間 0:00:23

投入ゲート開(作業員B) 0:14:21 収集準備時間 0:00:03

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:14:24 1人収集作業時間 0:00:03

投入ゲート閉(作業員B) 0:15:56 2人収集作業時間 0:01:32

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:16:00

発車（自動追尾走行） 0:16:31 発車準備時間 0:00:35

中断停車 0:16:58 中断までの移動時間 0:00:27

再発車 0:29:18 中断停車時間 0:12:20

所要時間
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表Ⅳ-2-1-1-①-4（２） 高津区坂戸のごみ収集作業時間計測結果（自動追尾実施日） 

 

 

 

 

  

集積所No. 自動追尾実施日（坂戸11/24） 試験経過時間

自動追尾運転

⑧ 停車(集積所) 0:29:41 再発車後移動時間 0:00:23

投入ゲート開(作業員B) 0:30:01 収集準備時間 0:00:20

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:30:01 1人収集作業時間 0:00:00

投入ゲート閉(作業員B) 0:33:20 2人収集作業時間 0:03:19

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:33:20

発車（自動追尾走行） 0:33:49 発車準備時間 0:00:29

自動追尾運転

⑨⑩ 停車(集積所) 0:34:28 移動時間 0:00:39

投入ゲート開(作業員B) 0:34:34 収集準備時間 0:00:06

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:34:35 1人収集作業時間 0:00:01

投入ゲート閉(作業員B) 0:37:41 2人収集作業時間 0:03:06

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:37:52

発車（自動追尾走行） 0:38:11 発車準備時間 0:00:30

中断停車 0:38:53 中断までの移動時間 0:00:42

再発車 0:39:32 中断停車時間 0:00:39

自動追尾運転

⑪ 停車(集積所) 0:40:04 再発車後移動時間 0:00:32

投入ゲート開(作業員B) 0:40:08 収集準備時間 0:00:04

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:40:08 1人収集作業時間 0:00:00

投入ゲート閉(作業員B) 0:41:26 2人収集作業時間 0:01:18

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:41:31

発車（自動追尾走行） 0:41:55 発車準備時間 0:00:29

中断停車 0:42:21 中断までの移動時間 0:00:26

再発車 0:43:16 中断停車時間 0:00:55

自動追尾運転

⑫⑬ 停車(集積所) 0:43:31 再発車後移動時間 0:00:15

投入ゲート開(作業員B) 0:43:35 収集準備時間 0:00:04

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:43:35 1人収集作業時間 0:00:00

投入ゲート閉(作業員B) 0:45:07 2人収集作業時間 0:01:32

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:45:07

乗車(運転者､作業員B) 0:45:26

発車(手動運転) 0:45:37 発車準備時間 0:00:30

所要時間
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表Ⅳ-2-1-1-①-4（３） 川崎区殿町のごみ収集作業時間計測結果（殿町第３公園周囲） 

 

集積所No. 自動追尾実施日（殿町11/22） 試験経過時間

自動追尾運転(スタート地点)

１ 停車(集積所) 0:00:00

投入ゲート開(作業員B) 0:00:00 収集準備時間 0:00:00

運転者降車 0:00:08

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:00:15 1人収集作業時間 0:00:15

投入ゲート閉(作業員B) 0:00:52 2人収集作業時間 0:00:37

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:01:05

発車(自動追尾走行) 0:01:33 発車準備時間 0:00:41

自動追尾運転

２ 停車(集積所) 0:01:51 移動時間 0:00:18

投入ゲート開(作業員B) 0:01:51 収集準備時間 0:00:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:01:54 1人収集作業時間 0:00:03

投入ゲート閉(作業員B) 0:02:43 2人収集作業時間 0:00:49

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:02:43

発車(自動追尾走行) 0:02:53 発車準備時間 0:00:10

中断停車 0:03:55

再発車 0:08:54 中断停車時間 0:04:59

自動追尾運転

３ 停車(集積所) 0:09:15 移動時間 0:00:21

投入ゲート開(作業員B) 0:09:18 収集準備時間 0:00:03

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:09:20 1人収集作業時間 0:00:02

投入ゲート閉(作業員B) 0:10:20 2人収集作業時間 0:01:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:10:22

発車（自動追尾走行） 0:10:58 発車準備時間 0:00:38

中断停車 0:10:58 中断までの移動時間 0:00:00

再発車 0:13:49 中断停車時間 0:02:51

自動追尾運転

４ 停車(集積所) 0:14:06 再発車後移動時間 0:00:17

投入ゲート開(作業員B) 0:14:06 収集準備時間 0:00:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:14:14 1人収集作業時間 0:00:08

投入ゲート閉(作業員B) 0:15:11 2人収集作業時間 0:00:57

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:15:14

乗車(運転者､作業員B) 0:15:25

発車（手動運転） 0:15:44 発車準備時間 0:00:33

手動運転対応(作業員B乗車)

５ 停車(作業員B降車) 0:16:43

停車(集積所) 0:16:53 移動時間 0:01:09

投入ゲート開(作業員B) 0:16:55 収集準備時間 0:00:02

運転者降車 0:17:08

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:17:12 1人収集作業時間 0:00:17

投入ゲート閉(作業員B) 0:19:40 2人収集作業時間 0:02:28

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:19:41

発車（自動追尾走行） 0:20:04 発車準備時間 0:00:24

中断停車 0:20:04 中断までの移動時間 0:00:00

再発車 0:42:49 中断停車 0:22:45

自動追尾運転

６ 停車(集積所) 0:43:09 再発車後移動時間 0:00:20

投入ゲート開(作業員B) 0:43:12 収集準備時間 0:00:03

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:43:16 1人収集作業時間 0:00:04

投入ゲート閉(作業員B) 0:44:41 2人収集作業時間 0:01:25

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:44:41

発車（自動追尾走行） 0:45:06 発車準備時間 0:00:25

中断停車 0:45:20 中断までの移動時間 0:00:14

手動介入発車 0:45:29 手動介入までの中断時間 0:00:09

手動介入

７ 停車(集積所) 0:45:56 移動時間 0:00:27

投入ゲート開(作業員B) 0:45:57 収集準備時間 0:00:01

運転者降車 0:46:02

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:46:07 1人収集作業時間 0:00:10

投入ゲート閉(作業員B) 0:47:02 2人収集作業時間 0:00:55

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:47:02

乗車(運転者､作業員B) 0:47:11

発車（自動追尾走行） 0:47:34 発車準備時間 0:00:32

待機停車 0:48:23 待機までの移動時間 0:00:49

再発車 0:53:18 待機停車時間 0:04:55

所要時間



  

Ⅳ-55 

表Ⅳ-2-1-1-①-4（３） 川崎区殿町のごみ収集作業時間計測結果（殿町通り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集積所No. 自動追尾実施日（殿町11/22） 試験経過時間

手動運転(作業員B乗車)

８，９ 停車(作業員B降車) 0:54:04

停車(集積所) 0:54:16 移動時間 0:00:58

投入ゲート開(作業員B) 0:54:16 収集準備時間 0:00:00

運転者降車 0:54:26

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:54:30 1人収集作業時間 0:00:14

投入ゲート閉(作業員B) 0:56:34 2人収集作業時間 0:02:04

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:56:34

乗車(運転者) 0:56:43

発車(手動運転) 0:56:54 発車準備時間 0:00:20

手動運転(作業員B乗車)

１０ 停車(作業員B降車) 0:57:23

停車(集積所) 0:57:43 移動時間 0:00:49

投入ゲート開(作業員B) 0:57:43 収集準備時間 0:00:00

運転者降車 0:57:50

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:57:55 1人収集作業時間 0:00:12

投入ゲート閉(作業員B) 0:59:32 2人収集作業時間 0:01:37

タッチ交代(運転者､作業員A) 0:59:37

乗車(運転者) 0:59:44

発車(手動運転) 0:59:54 発車準備時間 0:00:22

手動運転(作業員B乗車)

１１,１２ 停車(集積所) 1:00:09 移動時間 0:00:15

１３ 投入ゲート開(作業員B) 1:00:12 収集準備時間 0:00:03

運転者降車 1:00:17

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:00:23 1人収集作業時間 0:00:11

投入ゲート閉(作業員B) 1:04:08 2人収集作業時間 0:03:45

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:04:12

乗車(運転者) 1:04:21

発車(手動運転) 1:04:35 発車準備時間 0:00:27

待機停車 1:06:22 待機までの移動時間 0:01:47

再発車 1:07:47 待機停車時間 0:01:25

所要時間
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表Ⅳ-2-1-1-①-4（３） 川崎区殿町のごみ収集作業時間計測結果（法栄寺沿いの道路） 

 

 

集積所No. 自動追尾実施日（殿町11/22） 試験経過時間

自動追尾運転(再スタート地点)

１４ 停車(集積所) 1:08:11 移動時間 0:00:24

投入ゲート開(作業員B) 1:08:11 収集準備時間 0:00:00

運転者降車 1:08:20

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:08:26 1人収集作業時間 0:00:15

投入ゲート閉(作業員B) 1:09:19 2人収集作業時間 0:00:53

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:09:28

発車(自動追尾走行) 1:09:48 発車準備時間 0:00:29

自動追尾運転

１５ 停車(集積所) 1:10:05 移動時間 0:00:17

投入ゲート開(作業員B) 1:10:05 収集準備時間 0:00:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:10:09 1人収集作業時間 0:00:04

投入ゲート閉(作業員B) 1:10:44 2人収集作業時間 0:00:35

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:10:44

乗車(運転者､作業員B)

発車（手動運転） 1:11:15 発車準備時間 0:00:31

手動運転(作業員B乗車)

１６ 停車(作業員B降車) 1:11:42

停車(集積所) 1:11:50 移動時間 0:00:35

投入ゲート開(作業員B) 1:11:50 収集準備時間 0:00:00

運転者降車 1:12:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:12:05 1人収集作業時間 0:00:15

投入ゲート閉(作業員B) 1:13:11 2人収集作業時間 0:01:06

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:13:11

発車(自動追尾走行) 1:13:36 発車準備時間 0:00:25

中断停車 1:14:03 中断までの移動時間 0:00:27

再発車 1:15:17 中断停車 0:01:14

自動追尾運転

１７ 停車(集積所) 1:16:08 再発車後移動時間 0:00:51

投入ゲート開(作業員B) 1:16:11 収集準備時間 0:00:03

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:16:15 1人収集作業時間 0:00:04

投入ゲート閉(作業員B) 1:16:56 2人収集作業時間 0:00:41

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:17:02

発車（自動追尾走行） 1:18:09 発車準備時間 0:01:13

自動追尾運転

１８ 停車(集積所) 1:18:22 移動時間 0:00:13

投入ゲート開(作業員B) 1:18:22 収集準備時間 0:00:00

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:18:25 1人収集作業時間 0:00:03

投入ゲート閉(作業員B) 1:19:06 2人収集作業時間 0:00:41

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:19:14

乗車(運転者､作業員B) 1:19:20

発車（手動運転） 1:19:28 発車準備時間 0:00:22

手動運転(作業員B乗車)

１９ 停車(作業員B降車) 1:20:10

停車(集積所) 1:20:20 移動時間 0:00:52

投入ゲート開(作業員B) 1:20:20 収集準備時間 0:00:00

運転者降車 1:20:26

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:20:31 1人収集作業時間 0:00:11

投入ゲート閉(作業員B) 1:22:14 2人収集作業時間 0:01:43

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:22:18

乗車(運転者) 1:22:28

発車(手動運転) 1:22:36 発車準備時間 0:00:22

手動運転(作業員B歩行)

２０ 停車(集積所) 1:23:11 移動時間 0:00:35

投入ゲート開(作業員B) 1:23:14 収集準備時間 0:00:03

運転者降車 1:23:23

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:23:27 1人収集作業時間 0:00:13

投入ゲート閉(作業員B) 1:25:54 2人収集作業時間 0:02:27

タッチ交代(運転者､作業員A) 1:25:54

乗車(運転者) 1:26:04

発車(手動運転) 1:26:27 発車準備時間 0:00:33

所要時間
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ここで、自動追尾実施日と手動運転日を比較するため、高津区坂戸の各作業所要

時間計測結果をまとめると、表Ⅳ-2-1-1-①-5 のとおりである。 

自動追尾実施日は、手動運転日に比べて、移動時間は長くなっているが、収集作

業時間は短い。 

収集作業時間については、11/24 及び 11/10 両日のごみ量が異なり（11/24 が

494kg、11/10 が 590kg）単純に比較はできないため、それぞれの収集作業時間の

内訳で見ると、自動追尾実施日は、1 人作業時間の割合が減少、2 人作業時間の割

合が増加している。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-5 高津区坂戸の各作業所要時間 

所要時間 自動追尾実施日（11/24） 

[収集量 494kg] 

手動運転日（11/10） 

[収集量 590kg] 

移動時間 0:05:40 0:03:38 

収集準備時間 0:00:52 0:00:52 

収集作業時間 0:18:59 0:21:13 

1 人作業時間 0:00:50（割合 4.4%） 0:01:30（割合 7.1%） 

2 人作業時間 0:18:09（割合 95.6%） 0:19:43（割合 92.9%） 

発車準備時間 0:05:30 0:04:59 

移動及び収集時間計 0:31:01 0:30:42 

中断停車時間 0:14:36 － 

総合計 0:45:37 0:30:42 

 

ここで、車両が集積所で停車してから運転者が収集作業に加わるまでの所要時間

を計測した結果を見ると、表Ⅳ-2-1-1-①-6 のとおりであり、僅かではあるが自動

追尾機能を使用した場合は、手動運転時に比べ、より早く運転者が収集作業に加わ

ることができていた。 

このことから、自動追尾機能によって、運転者が早く収集作業に加わることによ

る作業効率向上とともに、作業員 B にとっては作業負担軽減が期待できる結果と

なった。 
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表Ⅳ-2-1-1-①-6 高津区坂戸における停車後に運転者が収集作業に加わるまでの所要時間 

集積所 No. 11/24 自動追尾実施日 11/10 手動運転日 

① 14 秒 14 秒 

② 26 秒 32 秒 

③④ 18 秒 15 秒 

⑤ 3 秒 ― 

⑥ 6 秒 ― 

⑦ ― 15 秒 

⑧ 20 秒 13 秒 

⑨ 7 秒 12 秒 

⑩ ― 13 秒 

⑪ 4 秒 12 秒 

⑫ 4 秒 13 秒 

⑬ ― 11 秒 

平均所要時間 11.3 秒 15.0 秒 

自動追尾実施日においても、集積所①～④は手動運転による収集で対応した。 

 

次に、自動追尾実施日と手動運転日との比較において、自動追尾実施日の移動時

間が手動運転日より長いという点について、自動追尾運転区間（集積所④発車以

降）における集積所間の移動に要した時間を手動運転日と比較すると表Ⅳ-2-1-1-

①-7 のとおりであり、いずれも自動追尾運転時の移動所要時間が長くなってい

る。これは、自動追尾時は運転者の歩く速度に合わせて時速 5km 程度で走行する

ことから、この走行速度に起因するものである。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-7 高津区坂戸の自動追尾区間（集積所④発車以降）における 

集積所間の移動時間 

集積所移動区間 11/24 自動追尾実施日の移動時間 11/10 手動運転日の移動時間 

③④～⑤ 57 秒 24 秒 

⑤～⑥⑦ 23 秒 16 秒 

⑥⑦～⑧ 50 秒 24 秒 

⑧～⑨ 39 秒 18 秒 

⑨～⑩ ⑩に停車せず⑨で収集 9 秒 

⑩～⑪ 74 秒(⑨～⑪) 27 秒 

⑪～⑫ 41 秒 19 秒 

合計 284 秒(4 分 44 秒) 137 秒(2 分 17 秒) 

平均所要時間 47.5 秒 19.6 秒 
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ここで、自動追尾を行った集積所④発車以降の「移動等に要した時間」（移動時

間、収集準備時間、発車準備時間の合計）を検討した結果は表Ⅳ-2-1-1-①-8 に示

すとおりである。その際、発車準備時間（投入ゲート閉から車両が発車するまでの

所要時間）は、追い越し車両等の他の交通の待ち時間があったことから、自動追尾

実施日と手動運転日とで条件を一致させて比較するため、これらの待ち時間を除い

て補正している。なお、公道での実証試験は安全面を最優先するために後続車や対

向車が通過するまで発車せずに待ったが、自動追尾技術が確立されれば待つ必要が

なかったと考えられるものも含まれている。 

この結果、移動時間は、自動追尾実施日（4 分 44 秒）が手動運転日（2 分 25

秒）より 2 分 19 秒長いが、「移動等に要した時間」として収集準備時間及び発車

準備時間も含めると、自動追尾実施日（7 分 34 秒）は手動運転日（6 分 8 秒）よ

り 1 分 26 秒長いという結果であった。 

自動追尾では、移動時間は長いが、収集作業前後の車両への乗降等に要する時間

が不要となることから、「移動等に要した時間」としては、手動運転時との差が縮

まったと考えられる。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-8 高津区坂戸の集積所④発車以降の移動等に要した時間 

          （他の交通待ち時間を除いて補正した場合） 

所要時間 自動追尾実施日（11/24） 手動運転日（11/10） 

移動時間 0:04:44 0:02:25 

収集準備時間 0:00:18 0:00:18 

発車準備時間(補正前) 

他の交通待ち時間 

 

 

 

 

 

発車準備時間補正後 

0:03:22 

-50 秒 

（内訳） 追い越し車両：-10 秒 

路地車両：-10 秒 

対向車*：-20 秒 

追い越し自転車：-10 秒 

 

⇒0:02:32 

0:03:35 

-10 秒 

追い越し車両と自転車：-10 秒 

 

 

 

 

⇒0:03:25 

合計（移動等に要した時間） 0:19:00 0:18:54 

*本来であれば、対向車の通過を待つ必要はないが、対向車が右の方向指示器を点滅させ

て走行していたため、実証試験車両の手前で曲がる可能性も考慮し通過待ちをした。 
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なお、殿町は自動追尾実施日のみであり、参考までに作業時間を示すと表Ⅳ-2-

1-1-①-9 のとおりである。殿町では、坂戸に比べて移動時間、収集作業時間ともに

長くなっているが、これは表Ⅳ-2-1-1-①-10 に示すとおり、収集エリアの走行距離

や集積所数及び当日の収集ごみ重量の違いによるものである。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-9 川崎区殿町の作業時間 

所要時間 自動追尾実施日（11/22） 

移動時間 0:13:04 

収集準備時間 0:00:18 

収集作業時間 0:26:24 

1 人作業時間 0:02:41（割合 10.2%） 

2 人作業時間 0:23:43（割合 89.8%） 

発車準備時間 0:08:27 

移動及び収集時間計 0:48:13 

中断停車時間 0:30:52 

待機停車時間 0:06:20 

総合計 1:25:25 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-10 公道実証試験の収集エリアの状況 

項  目 高津区坂戸 11/10 高津区坂戸 11/24 川崎区殿町 11/22 

収集エリアの走行距離 420m 程度 1,440m 程度 

集積所数 13 箇所 13 箇所 20 箇所 

収集ごみ重量 590kg 494kg 1,057kg 
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ｃ）停車位置の的確性 

11/24 高津区坂戸の自動追尾実施日において、自動追尾走行の’Stop Here’及

び’Stop Now’で停車した集積所の停車位置の状況は以下のとおりである。 

昨年度の収集現場の調査結果から把握した作業性に支障のない停車位置（道路端

から幅方向に 0.5m 程度、車両後部が集積所の前方 1m 程度）と比較すると、集積

所⑧では GNSS の受信状態が一時的に悪化し位置精度が低下したことで、道路幅

方向に離れて停車したが、それ以外は概ね的確な停車位置であった。また、道路の

前後方向については、概ね的確な停車位置であったが、歩道と道路の間に植栽があ

ることから、作業性を考慮し植栽が干渉しにくい停車位置としたため、集積所⑪の

ように少し離れた停車位置となった箇所もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所⑥⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所⑨⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所⑫ 

 

図Ⅳ-2-1-1-①-1 高津区坂戸の自動追尾運転時の集積所停車位置 
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11/22 川崎区殿町の自動追尾実施日において、自動追尾走行の’Stop Here’で停車

した集積所の停車位置の状況は以下のとおりである。 

 いずれも昨年度の収集現場の調査結果から把握した作業性に支障のない停車位

置（道路端から幅方向に 0.5m 程度、車両後部が集積所の前方 1m 程度）と比較

し、概ね的確な停車位置であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積所１８ 

 

 

 

 

 

 

 

集積所６ 

（画面に収まらない距離の離れ方のため写真を合成：曲がって見えるが直線道路） 

なお、集積所６に対して車両の停車位置が離れているのは、交差点（T 字路）を避けて停車させたためである 

図Ⅳ-2-1-1-①-2 川崎区殿町の自動追尾運転時の集積所停車位置 
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ｄ）収集作業員等のコメント 

公道実証試験の結果について、実際に収集作業を行った作業員 A 及び作業員 B の

コメントは以下のとおりであり、実証試験は可能性としては非常に興味ある取り組

みで、今後のごみ収集に大きな変革をもたらす可能性は垣間見たということであっ

た。実証試験車両が騒音が少ない EV であり、早朝や学校の近くなどで長所を生か

せるという反面、架装部の動力源が ON になっているかどうかが分かり難く、その

表示があると安心できるということもあるが、作業負担軽減という面では、車の乗

り降りは作業員にとってはとても負担になるため、期待できるというものであった。 

 

表Ⅳ-2-1-1-①-11 公道実証試験時に収集作業を行った収集作業員のコメント 

公道実証試験終了後の作業員 A 及び作業員 B のコメント 

自動追尾型 EV ごみ収集車を使った自動追尾の実証実験に関するコメント 

あくまで実証実験であり、自動追尾の可能性を探る目的と理解しているので、現時点で実用性

を判定するのは時期尚早であり、判断できない。 

しかし、可能性としては非常に興味ある取り組みで、今後の物流、ごみ収集に大きな変革をも

たらす可能性を垣間見た。 

車両自体の特徴 

・EV の為、走行時だけでなく、作業時の騒音発生音量が圧倒的に少ない。 

・早朝や学校近くなどではこの長所を活用できる。 

・静粛性ゆえに、PTO がオンの際にディーゼル車で発生するアイドルアップが無いため、デ

ィーゼルから乗り換えた際は、PTO がオンになっているか Off なのかわかりにくい。慣れ

の問題でもあるが PTO オンオフの表示などがあれば安心する。 

・ホッパーの開閉がボタン式の自動開閉の為、作業負担の軽減につながる。 

・回転板の動きや、収容については、内燃機関か EV モーターの違いこそあれ、油圧コントロ

ールであるため、特に差異もパワー不足も無いと感じた。 

弊社の注目点は下記 2 点の実際の運用 

１）50 センチ以内での人感、障害物センサー 

２）360 度カメラによる常時監視・センサー 

実験では確認できなかったが弊社の知りたい情報 

・無人滑走の防止装置など 

・坂道での無人滑走の防止装置があるか？ 

・無人滑走防止とセンサの連動など 

 上記コメントへのヒアリング 

 項目１．「可能性としては非常に興味ある取り組みで、今後の物流、ごみ収集に大きな変革

をもたらす可能性を垣間見た。」とコメントいただきました。実際のごみ収集で使

用するためには解決しなければならない課題が多いのですが、それらの課題を解決

する方向性を検討するため、どのような「可能性」があるか、何かお考えがあれば

教えていただきたいと思います。 

 （収集作業員の回答） 

ごみ収集の現場において、常に問題となるのは  
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あ）交通事故 

い）人手不足（高齢化も含む） 

う）作業環境 徒歩移動の多さ 

 

実際の現場では、例えば 殿町の実証実験の区間は２０分以内で完了しているとのこと。 

しかし、短時間での稼働と、リスクは比例関係にあります。 

 

今回、自動運転（半自動運転）の実験では、スペック上では GNSS で 50 センチ以内のピン

ポイントロケーション設定が可能となること。 

 

そうなると、GNSS 情報とドライバ一で収集車をガイドしつつ、その日その日のルートも、

決まったコースではなく、ごみの量や他の収集車と連動したルーティングの可能性も考えら

れる。 また、通過スポットは情報共有されるので、配車の即応体制も可能となる。  

 

従って、上述のあ）～う）の解決にとって 好条件がもたらされる。 

効率化により作業員の負担を減らすことができる。 

作業環境は、完全週休二日だけでなく、土日も休みをとるなど、求人しやすい環境となる。 

 項目２．自動追尾機能がトラブルなく、かつスムーズに動くようになった場合を想定します

と、ごみの集積所が近接している地域においては運転手が収集車の乗り降りをする

必要がなくなります。これによって収集の作業負担が軽減されることが期待できな

いでしょうか。また、作業負担の軽減のために考慮すべき課題はあるでしょうか？ 

 （収集作業員の回答） 

現状の収集方法をそのまま当てはめると、確かにそれはあると思います。 

本来、戸別収集はしない方針らしいのですが、現実は近隣住民とのいさかいなど、やむにや

まれぬ事情で短い距離で多くのポイントが設定されている箇所が目につきます。 

 

実際に作業を体験すると、特に初心者はよくわかるのですが、車の乗り降りがかなりしんど

い動作であることに気が付きます。 

 

ごみの収集よりも、車に乗り込む、降りる作業がとても作業員には負担になります。また、

交通時のリスクにも発展します。 

従って、この点では期待の通りだと思いますが、別の視点でとらえますと・・・ 

 

これは、自動運転とは関係なく、車体の構造に由来するものであり、Ａ地点からＢ地点まで

荷物を運ぶトラックを塵芥車に流用していることが原因なので、経済的な条件がととのえ

ば、超低床キャビン・スライドドアの開発もＥＶとともに進めていただければ解決する問題

です。 

 

自動追尾のメリットにはなりますが、間接的な解決策です。 
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表Ⅳ-2-1-1-①-12 公道実証試験に立ち会った川崎市職員のコメント 

１．自動追尾機能により作業負担が軽減されていると思いますか？ 

次から選んでください。またそのように思われた理由を教えてください。 

①作業負担が軽減されていると思う 

②作業負担が軽減されているとは思わない 

①を選択した職員 無し 

②を選択した職員 （理由） 

・システム上、車が動かなくなったり、集積所から離れて止まる

等したため、効率が良くなるとは思えなかった。 

・車が動くまでの待ち時間が長かった。 

・今回の実証実験時点での技術開発のレベルでは、作業負担の軽

減への寄与について判断するのは難しい 

２．自動追尾機能をさらに改良すれば作業負担が軽減されると思いますか？  

次から選んでください。また、そのように思われた理由や改良すべき点を教えてく

ださい。 

①改良されれば作業負担が軽減されると思う。 

②作業負担が軽減されるとは思わない。 

①を選択した職員 （理由や改善すべき点） 

実際に人が運転した場合と遜色ないレベルで走行ができれば良

いと思うが、人や障害物の認識がしっかりとできなければ難し

いと思った。 

②を選択した職員 （理由や改善すべき点） 

今回の実証では収集に時間が掛かり過ぎていた。また、収集現

場は日々条件が違う中で作業を行うため、実用化には時間を要

すると思われる。 

３．収集作業の安全に関して気になったことがあれば教えてください。 

・集積所に寄せて停車ができなかったため、対向車とのすれ違いが難しくなっていた。 

・他の車や、歩行者に対する安全距離等が分からなかった。 

・今回の実証の結果から判断するのは難しい 

４．自動追尾型 EV ごみ収集車の今後の技術開発の参考とさせていただきますので、技

術開発の方向性や内容について、ご意見があればお聞かせください。 

・記載なし 
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以上のような作業効率等という観点からの結果について、作業負担軽減の面では、

自動追尾機能を使用することにより、乗り降りの回数を軽減できた分、運転者の負担

軽減につながるということが確認できた。ごみ収集車は座席が高い位置にあるため、

車両への乗り降りをするということだけでも身体的な負担になることから、その回数

を減らすことができれば負担軽減になる。 

作業効率面では、自動追尾機能を使用することにより、運転者がより早く収集作業

に加わることができ、作業効率が向上するとともに、収集作業負担軽減が期待できる

ことが確認できた。 

今後は収集作業員の不足や高齢化が一層進む懸念があるため、作業負担の軽減が期

待できることは大きな意味を持つと考えられる。 

ただし、移動等に要した時間は、自動追尾機能を使用した場合に手動運転時よりも

長くなったため、追尾速度、追従性の向上等により、所要時間を短縮させて手動運転

時に近づけることが課題である。 
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②自動追尾システム 

試験走行した坂戸地区、殿町地区の自動運転区間と各集積所の写真を図Ⅳ-2-1-1-

②-1、図Ⅳ-2-1-1-②-2に示す。自動追尾システムが作動した自動運転区間について、

前述の各評価項目を纏めた。 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-1 坂戸地区の自動運転区間と集積所の写真 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-2 坂戸地区の自動運転区間と集積所の写真 
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ａ）初期認識、運転者登録 

初期認識と運転者登録は、自動運転を開始するところで必要となるため、図Ⅳ-

2-1-②-3に示す赤◇の地点で、運転者が運転席から降車した時に追跡対象として認

識できているか確認をした。 

 

 

図Ⅳ-2-1-②-3 初期認識と運転者登録の評価地点 

【坂戸】計１カ所 

 全ての地点で問題なく認識できた。 

【殿町】計４か所 

 全ての地点で問題なく認識できた。 

 

ｂ）運転者のトラッキング 

運転者が登録された後、運転者は、追従走行中は車両前方、ごみ収集中は車両後

方、その間は車両側方を移動するが、自動運転中に継続して運転者を追跡できたか

確認した。評価は図Ⅳ-2-1-1-②-4に示す自動運転中の区間で、同図にトラッキング

の結果を示した。 

また、図Ⅳ-2-1-1-②-5に坂戸、図Ⅳ-2-1-1-②-6に殿町での車速と運転者の認識結

果を示す。図中に、運転モードとごみ収集作業中の状態、さらに運転者の認識状態

（赤ハッチング部は運転者をロストした状態）を追記した。 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-4 運転者のトラッキングの試験結果 
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【坂戸】追従中に 3 回、収集中に 1 回の運転者ロストが発生 

【殿町】追従中に 3 回、収集中に 3 回の運転者ロストが発生 

いずれの地区においても、運転者をトラッキングして追従走行できたが、途中で

何回か運転者をロストして追従走行ができず、停止する場面があった。 

追従中のロストについては、 

・近傍や後方に見える歩行者を間違えて運転者と誤検知、 

・車両の追従が間に合わず、車と作業員の相対位置が離れて検知が困難、 

・垣根越しを歩行中に電柱などの路側物による遮蔽、 

によってトラッキングできなくなった。図Ⅳ-2-1-1-②-7 に運転者が電柱により遮蔽

されロストした場所の写真を示す。公道のような複雑な道路環境においても安定し

てトラッキングができるように、運転者の位置を予測するロジックを追加するなど

してカメラシステムの改良が必要と考えられる。 

収集中のロストについては、近傍の撮影者や遠方の実験参加者を運転者として誤

検知してしまった。想定外に人物が多かった周辺にいることが原因で、安定性の向

上が必要であることが明らかになった。 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-7 運転者をロストした状況 
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ｃ）発進、追従、停止 

自動運転区間中の発進、追従、停止の一連の動作について確認した。停止につい

ては、前述のとおり3通りの停止方法があるが、基本的には’Stop Here’で停止さ

せ、必要に応じて’Stop Now’で停止させた。’Stop at Garbage Point’については、

公道以外で評価を実施した。評価は図Ⅳ-2-1-1-②-8に示す自動運転中の区間で、同

図に想定される停止ポイントと’Stop Here’以外で停止したポイントを示す。 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-8 停止の評価地点と試験結果 

 

【坂戸】2カ所を除いて全て’Stop Here’で停止 

【殿町】1カ所は’Stop Now’、2カ所は手動で停止、 

それ以外は’Stop Here’で停止 

 

坂戸では2カ所で’Stop Now’で停止した。ここは、集積所の間隔が短い（約10m）場

所であったため、’Stop Here’での制御ができず’Stop Now’を使用した。殿町では、

自動運転で回避が難しい駐車中の工事車両が存在したため（集積所No.6と7の

間）、’Stop Now’で一旦停止、次の集積所まで手動で移動した。また、システムト

ラブルにより自動走行が不可能となり、手動に切り替えて次の集積所まで走行する

場合があった（集積所No.4）。 

このように、集積所の間隔が広い場合は、現仕様でも問題なく使用可能だが、集

積所の間隔が狭い場合には、運転者は次の集積所の位置を事前に把握して停止方法

を選ぶ必要があった。実用化にあたっては、運転者の操作負担を考慮する必要があ

り、車両位置の微修正の機能や、運転者が悩まず操作できるユーザーインターフェ

ースの開発が引き続き必要と考えられる。 
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ｄ）目標コースのトレース、停止位置の正確性 

GNSSの自己位置推定で予め定められたルートを正確にトレースできている

か、’Stop Here’によって指示された位置に車両後端を合わせて誤差1m程度で停止

できているか確認した。図Ⅳ-2-1-1-②-9に目標コースのトレースを評価する区間、

停止位置の正確性を評価する停止ポイントを示す。 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-9 トレース性と正確性の評価地点と試験結果 

 

まず停止位置の正確性について、表Ⅳ-2-1-1-②-1に各集積所での目標停止位置

（運転者が’Stop Now’をリモート端末から指示した位置）からズレを纏め

た。’Stop Now’、手動で停止した場所以外は’Stop Now’で停止し、概ね誤差1ｍ以

内で停止できたが、坂戸No.11と殿町No.17ではズレ量が大きくなった。これは、

運転者が’Stop Here’を指示した時点で運転者の位置を目標停止位置に設定するの

だが、運転者と車両との相対位置が離れていたため、カメラシステムが認識した位

置の誤差が大きく、その結果、停止位置がずれてしまったと考えられる。カメラシ

ステムの更なる精度向上が必要と考えられる。 

表Ⅳ-2-1-1-②-1 各集積所での目標停止位置からズレ 

【坂戸】 

集積所No. 5 6 8 9 11 12 

前後方向ズレ 

[m] 
+1.3 

Stop 

Now 
+0.5 +1.8 +2.5 

Stop 

Now 

【殿町】 

集積所No. 2 3 4 6 7 15 17 18 

前後方向ズレ 

[m] 
-0.8 -0.2 

手動 

運転 
+0.5 

手動

運転 
-1.1 -3.6 -0.7 

目標位置に未達の場合を負、超過の場合を正とする 

  

次に、目標コースのトレースについて、図Ⅳ-2-1-1-②-10 に坂戸、図Ⅳ-2-1-1-②

-11 に殿町での目標コースと実際の走行軌跡の結果を示す。

殿町
1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20

自動 自動 自動 自動

坂戸
1 2 3 5 6 11 128 9

自動

4 7 10 13

Stop
Now

Stop
Now

目標コースのトレース

停止位置の正確性

Stop
Now

目標コースのトレース

停止位置の正確性

トレース性が低下したポイント

**

* 手動停止

「Stop Now」での停止
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試験の結果、いずれの地区においても、自動運転区間において目標コースのトレ

ースできていることを確認した。但し、坂戸の集積所 No.8 で停止し時に、目標ル

ートから横方向に 50 ㎝程度ずれてしまった。その時の停止状態の写真を図Ⅳ-2-1-

1-②-12 に示す。これは、GNSS の受信状態が一時的に悪化し位置精度が低下した

ためであり、位置精度を向上させるために、GNSS だけではなく他のセンサー情

報も併用した自己位置推定の開発が必要と考えられる。 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-12 坂戸 集積所 No.8 での停止位置 

 

ｅ）ごみ情報の計測 

自動追尾システムで車両を停止するひとつの機能である’Stop at Garbage Point’

では、目標の停止ポイントを先にある集積所の位置とする。公道では本機能を作動

させなかったが、センサーが集積所の位置をどの程度認識できていたか確認した。

図Ⅳ-2-1-1-②-13に評価地点での集積所の認識状況を示す。また、表Ⅳ-2-1-1-②-2

に、センサーが集積所を認識開始した距離を纏めた。 

 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-13 ごみ情報の評価地点と認識結果 
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表Ⅳ-2-1-1-②-2 集積所の認識開始距離 

【坂戸】 

集積所No. 5 6 7 8 9 10 11 12 

開始距離 

[m] 
7.5 13 不可 不可 5.5 不可 8.5 14.5 

【殿町】 

集積所No. 2 3 4 6 7 15 17 18 

開始距離 

[m] 
7.2 不可 4.8 不可 13.4 不可 9.4 6.8 

 センサーが集積所を検知し始めた距離 

例えば、7.5ｍの場合、車両が集積所手前7.5ｍで、システムが集積所を認識 

 

試験の結果、システムが集積所の手間約10mから、近くても5m付近から集積所

を認識できていることを確認した。但し、数カ所の集積所において、認識ができな

い結果となった。図Ⅳ-2-1-1-②-14に認識できなかった集積所の写真を示す。図か

ら分かるように、集積所が道路や歩道から奥に入った場所や、電柱越しで見えにく

い場所に設置されている。車両から直接見ない集積所の場合、自律センサーでは検

知が難しく、別の方法で位置を特定する必要がある。 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-14 認識ができなかった集積所 

 

また、システムはパッカー部に投入されたごみ袋の数と大きさ（大中小）を

認識しているので、システムがリアルタイムで認識したごみ袋個数と、認識で使

用した画像を録画しておき実証試験後に動画を見て手動で計数したごみ袋の個数

を比較した。結果を図Ⅳ-2-1-1-②-15に示す。 

  

坂戸

殿町

No.7 No.8 No.10

No.3 No.6 No.15



  

Ⅳ-84 

 

図Ⅳ-2-1-1-②-15 ごみ袋の認識結果 

 

ｆ）安全機能 

本公道実証実験において障害物への接触などの事故は発生しなかった。逆に近接

した雑草や撮影者など周辺にいた人・物を超音波センサーやカメラで検知して自動

停止し動けなくなることが多数発生した。図Ⅳ-2-1-1-②-16にその時の一例を示

す。狭い道路で使われることが多いごみ収集車の自動化において、障害物を区別す

るロジック改良を検討する。 
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植栽の画像 動画撮影者の画像 

図Ⅳ-2-1-1-②-16 安全機能が作動した場面 

 

ｇ）システム障害 

・リモート端末通信障害 

リモート端末との通信不良が多数発生した。これはリモート端末と車両システム

間の通信が途絶したわけではなく、リモート端末と車両システムが同期しなくなっ

たことが原因であった。車両周辺に障害物が出現して非常停止した時は安全のため

自車両システムは停止した後手動モードに自動的に切り替わり、運転者が車内に戻

って再度自動追尾モードに変更し、リモート端末と車両システムを再同期させる必

要がある。この再同期のプロセスがうまくいかず通信不良となった。 
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・システム障害 

殿町地区の集積所⑤から出発しようとしたところで、リモート端末が全く車両シ

ステムと通信しなくなる事象が発生した。車両側から発信されているはずの初期化

ステータス信号が受信できなくなった。 

原因は、リモート端末上に設定されている環境パラメータのうち、車両システム

の IP アドレスが書き換わっており、車両システムが Wifi 通信上で見つからなくな

ってしまったためであった。この現象はそれ以降再現していないため原因は不明で

あるが、サイバーセキュリティーの観点も含め、ステータス監視・バックアップを

強化する必要性が認められた。 
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③電費及び CO2 排出量 

ａ）電力消費量 

公道実証試験における走行距離と電力消費量は表Ⅳ-2-1-1-③-1 のとおりであ

る。 

自動追尾型 EV ごみ収集車が車両基地を出発してから収集エリアで積込作業を行

い、そこから中間処理施設までの運搬、並びに車両基地に帰着するまでの移動を含

めた全行程の電費（走行及び架装部の合計）は、坂戸の自動追尾実施日においては

2.08km/kWh という結果であった。これは、令和 3 年度に行った EV ごみ収集車

の導入事例調査で得られた事例（川崎市及び所沢市の電費記録）の年平均値と概ね

同程度であった。 

また、自動追尾型 EV ごみ収集車の車両基地から収集エリアでの積込作業終了時

までの電費（走行及び架装部の合計）は、坂戸の手動運転日が 1.25km/kWh（ご

み収集量：590kg）、坂戸の自動追尾実施日が 1.23km/kWh（ごみ収集量：

494kg）、殿町の自動追尾実施日が 1.22m/kWh（ごみ収集量：1,057kg）であり、

ごみ収集量に多少の違いはあるものの、概ね同程度であった。 
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表Ⅳ-2-1-1-③-1 公道実証試験における走行距離と電力消費量 

項   目 

走行メータ 

計測値 

 

(km) 

走行距離 

 

① 

(km) 

バッテリー 

残量計測値 

② 

(%) 

バッテリー 

残量 

41×②/100 

(kWh) 

電力 

消費量 

③ 

(kWh) 

電費 

 

①／③ 

(km/kWh) 

11/10 坂戸手動運転日（トータルごみ収集量：590kg） 

車両基地 出発時 694.44 0 100 41 ― ― 

坂戸収集エリア 開始時 700.84 
6.4 

車両基地～坂戸の移動距離 
89.5 36.695 4.305 1.49 

坂戸収集エリア 終了時 701.25 
0.41 

坂戸収集エリアの全長 
86.7 35.547 1.148 0.36 

収集エリア終了までの計 ― 6.81 ― ― 5.453 1.25 

11/24 坂戸自動追尾実施日（ごみ収集量：494kg） 

車両基地 出発時 834.54 0 100 41 ― ― 

坂戸収集エリア 開始時 840.97 
6.43 

車両基地～坂戸の移動距離 
89.9 36.859 4.141 1.55 

坂戸収集エリア 終了時 841.41 
0.44 

坂戸収集エリアの全長 
86.4 35.424 1.435 0.31 

収集エリア終了までの計 ― 6.87 ― ― 5.576 1.23 

中間処理施設到着時 

(王禅寺処理センター) 

853.67 12.26 

坂戸～王禅寺処理センター 

までの移動距離 

72.4 29.684 5.740 2.14 

車両基地 帰着時 871.50 

17.83 

王禅寺処理センター～ 

車両基地までの移動距離 

56.7 23.247 6.437 2.77 

全工程計 ― 36.96 ― ― 17.753 2.08 

11/22 殿町自動追尾実施日（ごみ収集量：1,057kg） 

車両基地 出発時 794.42 0 100 41 ― ― 

殿町収集エリア 開始時 804.82 
10.41 

車両基地～殿町の移動距離 
83.4 34.194 6.806 1.53 

殿町収集エリア 終了時 806.26 
1.44 

殿町収集エリアの全長 
76.4 31.324 2.870 0.50 

収集エリア終了までの計 ― 11.85 ― ― 9.676 1.22 

・車両基地：三菱ふそうトラック・バス株式会社川崎製作所 

・車両搭載バッテリー容量(S サイズ)：41kWh 

・収集エリア開始時の電費(km/kWh)が低いのは、車両基地内で 1 時間以上前からスタンバイのためアイド

リング状態での電力消費量が含まれるため 

 

令和３年度の EV ごみ収集車の導入事例調査結果抜粋（電力量は架装部を含む値） 

項   目 走行距離（km） 電力量（kWh） 電費（km/kWh） 

カタログ値 厚木市 満充電時 100 バッテリー容量 81 1.23 

川崎市及び所沢市 満充電時 60 バッテリー容量 40 1.50 

電費記録 川崎市 年間 12,733 年間消費量 5,508 2.31 

所沢市 年間 9,670 年間消費量 4,383 2.20 

電費月平均 1.91～2.49km/kWh 
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ｂ）CO2 排出削減量 

事例調査による EV ごみ収集車の電費と自動追尾型 EV ごみ収集車電費とは概ね

同程度であることから、表Ⅳ-2-1-1-③-2 に示すとおり、従来型ごみ収集車（ディ

ーゼル車）を EV ごみ収集車に転換した場合の CO2 排出削減量を算出する。 

 

表Ⅳ-2-1-1-③-2 CO2 排出量の算出 

（１）EV ごみ収集車からの CO2 排出量：Ａ 

ａ．廃棄物発電の電力により EV ごみ収集車の充電を行う場合の CO2 排出量（排出量①） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する者

は、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告しなければならない。この「温室効果ガス排出

量算定・報告・公表制度（SHK 制度）」による報告においては、廃棄物発電の電力を使う場

合の CO2 排出係数はゼロとみなすため、廃棄物発電の電力を使った EV ごみ収集車による

CO2 排出量はゼロになる。これを排出量①とする。 

   

  

 

ｂ．系統電源から EV ごみ収集車の充電を行う場合の CO2 排出量（排出量②） 

 系統電源から EV ごみ収集車の充電を行う場合の充電量に見合う系統電源からの CO2 排出

量を下記により計算する。これを排出量②とする。 

 

排出量② 

＝[電力消費量 kWh]×[0.434 kg-CO2/kWh（CO2 排出係数＊１）] 

*1：令和３年度全国平均係数 出典：電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排

出量算定用) R5.6.20 環境省・経済産業省公表 

 

 なお、上記 a.においては廃棄物発電の電力により充電する場合の CO2 排出量をゼロとした

が、実際には、廃棄物発電の電力により充電すれば、廃棄物焼却施設から外部への売電量が

減少し、他の発電所（系統電源）においてその減少分を補うことになり、系統電源からの

CO2 排出量が増加する。その増加分は排出量②と同じ値となる。 

 

（２）従来ごみ収集車（ディーゼル車）からの CO2 排出量：Ｂ 

（従来型ごみ収集車からの CO2 排出量） 

＝[走行距離]／[3.56km/L（従来型車両の燃費＊１）]×[2.58kgCO2/L（軽油排出係数＊２）] 

*1：川崎市の実績値（小型ごみ収集車の平均燃費）出典：令和 3 年度デジタル技術の活用等によ

る脱炭素型循環システム創生実証事業委託業務報告書（令和 4 年 3 月） 

*2：出典：地球温暖化対策効果算定ガイドブック 

 

 

 

排出量①＝0 
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（３）従来型ごみ収集車（ディーゼル車）を EV ごみ収集車に転換した場合の CO2 排出削減量 

従来ごみ収集車（ディーゼル車）からの CO2 排出量（Ｂ）と EV ごみ収集車からの

CO2 排出量（Ａ：排出量①、排出量②）の差（Ｂ－Ａ）が、従来ごみ収集車からＥＶご

み収集車に切り替えた際の CO2 排出量削減になる。 

以下に坂戸の自動追尾実施日注）の全行程（車両基地～収集エリア～中間処理施設～車

両基地）における CO2 排出量を用いて計算した CO2 排出削減量と CO2 削減率を示

す。 

注）坂戸の手動運転日及び殿町の自動追尾実施日では、全行程のうち収集エリア～中間処理施設～車

両基地における消費電力データが欠損していたため、ここでは全工程でデータを取得できた坂戸

の自動追尾実施日における電費データを用いることとした。 

 

実証試験実施時の CO2 排出削減量（対従来ごみ収集車比較） 

実証試験 

実施場所 

走行距離

(km) 

EV ごみ

収集車 

の電力 

消費量

(kWh) 

従来ごみ 

収集車 
EV ごみ収集車 

CO2 排出量 

[Ｂ] 

(kg-CO2) 

 

 

CO2 排出量 [Ａ] 

(kg-CO2) 

CO2 排出削減量 [Ｂ－Ａ] (kg-CO2) 

CO2 削減率 [（Ｂ－Ａ）/Ｂ×100] (％) 

排出量

① 

[ごみ発電] 

排出量

② 

[系統電源] 

削減量

① 

[ごみ発電] 

削減率

① 

[ごみ発電] 

削減量

② 

[系統電源] 

削減率

② 

[系統電源] 

坂戸 11/24 

自動追尾 
36.96 17.753 26.79 0 7.7 26.79 100 19.08 71.2 
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２）公道以外での実証試験 

公道では安全上の理由や実際に場面に遭遇しなかったため実証できなかった機能に

ついて、テストコースで評価した結果を後述する。 

 

表Ⅳ-2-1-2 公道以外での実証試験概要 

実証試験日程 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

テストコース内 

令和 5 年 11 月 17 日（金）センサー耐環境性 雨天 

令和 5 年 12 月 6 日（水）センサー耐環境性 夜間 

令和 5 年 12 月 21 日（木）自動追尾システム 

 

ａ）運転者のトラッキング 

今回の実証試験では、十分に評価できていないガードレール越しや垣根越しでの

運転者のトラッキングについて、再度、テストコースで評価を行った。また、実際

の使用場面として、雨天や夜間も想定されるため、これらの環境においてもカメラ

センサーが運転者をトラッキングできるか確認した。 

 【ガードレール越し】 

・試験条件 

運転者は、初めは車道を歩行し、途中からガードレールの向こう側へ行き、

暫くガードレールの向こう側を歩行、最後に再び車道へ出てくる。図Ⅳ-2-1-3に

走行場所と運転者が歩いたルートを赤線で示す。 

 

 

図Ⅳ-2-1-3 ガードレール越しの走行場所 

・評価結果 

本条件では、継続して追従走行できることを確認した。図Ⅳ-2-1-4 に車速と

作業員の前後左右方向の位置の結果を示す。運転者がガードレールの向こう側

にいたところを図中にグレーで記している。図から分かるように運転者がカー

ドレールの向こう側でカメラから運転者の一部が隠れていしまっているところ

でも、前後方向の位置がぶれてはいるが、トラッキングできている。 
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図Ⅳ-2-1-4 ガードレール越しの運転者トラッキング 

 

【垣根越し】 

・試験条件 

運転者は、初めは車道を歩行し、途中から垣根の向こう側へ行き、暫く垣根

の向こう側を歩行、最後に垣根の向こう側から’Stop Now’で車両を停止させ

た。図Ⅳ-2-1-5に走行場所と運転者が歩いたルートを赤線で示す。 

 

図Ⅳ-2-1-5 垣根越しの走行場所 

・評価結果 

本条件でも、継続して追従走行できることを確認した。図Ⅳ-2-1-6 に車速と

作業員の前後左右方向の位置の結果を示す。運転者が垣根の向こう側にいたと

ころを図中にグレーで記している。図から分かるように、垣根の場合もガード

レールの時と同様の結果となった。 

運転者 

車両との相対位置 

[m] 

車速 

[km/h] 

時間［秒］ 

時間［秒］ 

前後方向（前が+） 

左右方向（左が+） 
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図Ⅳ-2-1-6 垣根越しの運転者トラッキング 

 

【 耐環境性（夜間）】 

今回の公道試験では昼間のみの運用だったが、将来的に夜間や早朝の運用を

考慮するため夜間の運転者のトラッキングを評価した。 

・試験条件 

周囲に市街地などが無く環境光の調節が比較的容易な三菱ふそうトラック・

バス株式会社喜連川研究所内で実施し、市街地利用を想定し水銀灯の街灯が点

灯している環境内で検証した。定置の車両の周辺（左右2m×前後5m、左右4m×

前後10m、左右6m×前後15m）を運転者が歩き、トラッキングを継続できるか

確認した。図Ⅳ-2-1-7に試験時の状況を示す。 

 

図Ⅳ-2-1-7 夜間の運転者トラッキング性能試験状況 

  

車両後端から

15m

車両前端から

15m

6m

① ②

③ ➃

①②

③ ➃

車
両
前
方
→

運転者 

車両との相対位置 

[m] 

車速 

[km/h] 

時間［秒］ 

時間［秒］ 

前後方向（前が+） 

左右方向（左が+） 

距離［m］ 

距離［m］ 
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・評価結果 

図Ⅳ-2-1-8に夜間における運転者トラッキングの試験結果を示す。夜間の運転者

トラッキングは、ヘッドライトまたは街灯で照らされている範囲は15m 離れた所

でも検知できた。街灯が届かない車両後方等ではトラッキングができなかった。

但し、トラッキングができない場所でも、ある程度の光があれば、歩行者として

は認識できた。 

 

図Ⅳ-2-1-8 夜間の運転者のトラッキング性能試験結果 

 

【 耐環境性（雨天）】 

・試験条件 

車両は追尾走行と同じ動きになるように手動で車速約5km/h程度で運転した。

運転者はある程度の距離を歩いたところで一旦停止し、車両が停止したところで

車両後方へ移動、その後、再度車両前方へ移動して前方へ歩く。これを数回繰り

返しトラッキング継続できるか確認した。図Ⅳ-2-1-9に試験時の状況を示す。 

  

図Ⅳ-2-1-9 雨天の運転者トラッキング性能試験状況 

車両前方→

前後方向 [m]

左右方向 [m]

運転者として認識

歩行者として認識

前方映像 後方映像
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・評価結果 

雨天ではカメラレンズに水滴の付着や雨粒による視界不良が起こり、トラッキ

ング性能が低下すると懸念されたが、強い雨（6mm/時）でもトラッキング性能の

低下が起こらず、通常時と同等の性能であった。図Ⅳ-2-1-10に車速と運転者の前

後左右方向の位置の結果を示す。 

 

 

図Ⅳ-2-1-10 雨天のトラッキング性能試験結果 – 車速と運転者の位置 

  

作業員
車両との相対位置

[m]

車速
[km/h]

＊ 追尾の状態
作業員が車両前方

＊ ＊ ＊＊ ＊

ごみ収集作業中

前後方向（前が+）
左右方向（左が+）

時間 [秒]

時間 [秒]
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ｂ）発進、追従、停止 

【登り坂】 

・試験条件 

追従走行で速度を維持できるか評価した。また、’Stop Now’で一時停止した

時に車両が停止状態を維持できるか評価した。斜度は2%、途中で小さな起伏を

含んだ登り坂で評価した。図Ⅳ-2-1-11に走行場所の写真を示す。 

 

 

図Ⅳ-2-1-11 登坂の走行場所 

・評価結果 

 図Ⅳ-2-1-12に車速と運転者の前後左右方向の位置の結果を示す。試験の結

果、問題な発進、追従、停止できることを確認した。図か分かるように、登坂

でも速度を維持して走行できていることを確認した。また、小さな起伏を通過

するときに速度の低下がみられるが（図中の60秒前後）、その後、元の設定車

速までもどっている。現状は、停止後にギヤを切替える（ドライブ→パーキン

グ）際、若干車両が動いる（車速が0km/hの直後の立ち上がり）。これは改良

が必要である。 

 

図Ⅳ-2-1-12 登坂での走行結果 

  

運転者 

車両との相対位置 

[m] 

車速 

[km/h] 

時間［秒］ 

時間［秒］ 

前後方向（前が+） 

左右方向（左が+） 
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【下り坂】 

・試験条件 

前述の登坂を逆から同じように走行して下り坂での試験を実施した。 

・評価結果 

 図Ⅳ-2-1-13に車速と運転者の前後左右方向の位置の結果を示す。試験の結

果、下り坂でも問題な発進、追従、停止できることを確認した。 

 

図Ⅳ-2-1-13 下り坂での走行結果 

 

【右折、左折】 

・試験条件 

 右折、左折において運転者の動きに合わせて、一定の距離を維持しながら加

速減速できるか確認するため、交差点を模擬した道で試験を実施した。図Ⅳ-2-

1-14に走行場所の写真を示す。 

 

図Ⅳ-2-1-14 右折、左折の走行場所 

・評価結果 

 図Ⅳ-2-1-15に車速と運転者の前後左右方向の位置の結果を示す。交差点進入

時に運転者が周囲を確認するためにゆっくり歩行したが、それに合わせて追従

走行し、右折、左折中も運転者との距離を車速に応じて変化させながら追従で

きることを確認した。 

①右折

➁左折

運転者 

車両との相対位置 

[m] 

車速 

[km/h] 

時間［秒］ 

時間［秒］ 

前後方向（前が+） 

左右方向（左が+） 
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図Ⅳ-2-1-15 右折、左折の走行結果 

 

ｃ）目標コースのトレース、停止位置の正確性 

【右折、左折】 

・試験条件 

前述の右左折と同じ条件で試験を実施した。 

・評価結果 

 図Ⅳ-2-1-16に自車の走行軌跡と目標コースの結果を示す。図中の青線が実際

の走行軌跡、緑線が目標コースを示している。図Ⅳ-2-2-14から分かるように、

全体を通して目標コースを正確にトレースできていることを確認した。詳細を

確認すると、直線部では最大で約5cm程度、旋回中では最大で50cm程度のズレ

が発生した。実際の公道においては、直線部や緩いカーブではトレースに関し

て問題はないが、狭い交差点を右左折するときは、周辺の障害物の位置を考慮

した目標ルートの設定が必要ということが分かった。 

 

 

図Ⅳ-2-1-16 右折、左折の目標コースと走行軌跡 

  

①右折 ➁左折

①右折

➁左折

位置［m］

位置［m］

走行軌跡

目標ルート

運転者 

車両との相対位置 

[m] 

車速 

[km/h] 

時間［秒］ 

時間［秒］ 

前後方向（前が+） 

左右方向（左が+） 
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【’Stop at Garbage Point’】 

・試験条件 

 道路脇に集積所（ごみ袋5個を積んでその上にネットを覆った）を設置し、集

積所の手前30mから追従を開始、運転者がごみ集積所に近づいたところでリモ

ート端末から’Stop at Garbage Point’をクリックした。車両後端が集積所の位置

で停車し、PTOが自動でオン、更に投入口の扉が自動で開く一連の機能が作動

するか確認した。図Ⅳ-2-1-17に集積所（図中の赤枠）から15m離れたところか

らの走行場所の写真を示す。 

 

図Ⅳ-2-1-17 「Stop at Garbage Point」の走行場所 

・評価結果 

図Ⅳ-2-1-18 に車速、運転者の前後左右方向の位置と集積所の位置の結果を示

す。図中の赤破線は、運転者がリモート端末から’Stop at Garbage Point’の指示

を操作したタイミングを示す。また、一番上のグラフの灰色にハッチングされた

ところは、投入口の扉が開いた状態を示している。試験の結果、運転者が指示し

たタイミングで、システムは集積所の位置を約 15m 先として認識し、その後、

減速して低速で集積所に接近して位置が 0m、さら通り越して-5m、つまり車両

後方に集積所が位置して車両が停止する結果となった。その時に、作業者は、ご

みの位置と同様に車両後方に位置しているが、車両停止後に投入口の扉が開いて

いることが分かる。よって、目論見通りに機能が作動していることを確認した。 

また、図Ⅳ-2-1-19 に自車の走行軌跡、目標コースとごみ集積所（図中*）の位

置の結果を示す。左図は、運転者が指示したタイミングで、システムが認識した

集積所の位置（右端と左端）、右図は、車両が停止した時のシステムが認識した

集積所の位置を示す。この結果のように、車両から集積所の位置を事前に認識し、

その位置を停止位置として登録、その位置に車両後端が一致するように停止して

いることが分かる。 
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図Ⅳ-2-1-18 「Stop at Garbage Point」の走行結果 

 

 

図Ⅳ-2-1-19 「Stop at Garbage Point」の走行軌跡と集積所の認識結果 

  

運転者
車両との相対位置

[m]

車速
[km/h]

時間［秒］

時間［秒］

前後方向（前が+）
左右方向（左が+）

集積所
車両との相対位置

[m]

時間［秒］

投入口の扉が
開いた状態

リモート端末から
指示したタイミング

車両

リモート端末から指示したタイミング

位置［m］

位置［m］

認識した集積所の位置

車両が停止したタイミング

位置［m］

位置［m］

車両

認識した集積所の位置

走行軌跡

目標ルート
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ｄ）安全機能 

【駐車車両との衝突回避】 

・試験条件 

走行ルート上に駐車車両を配置し、横方向に操舵して回避が必要となるシー

ンで追従を継続できるか確認した。運転者は通常の追従走行と同じように歩

き、駐車車両のところまで来たところで一旦停止し、車両が回避走行しても問

題ないか車両周辺確認して、問題ないと判断したところで、再び前方へ歩き追

従走行を再開する。図Ⅳ-2-1-20に走行場所の写真を示す。 

 

 

図Ⅳ-2-1-20 駐車車両との衝突回避の走行場所 

 

・評価結果 

図Ⅳ-2-1-21に駐車車両を回避した時のシステムが検知した駐車車両の位置、

自車の走行軌跡と目標コースを示す。図中の青線が実際の走行軌跡、緑線が目

標コースを示している。試験の結果、目標コース上の障害物を認識し、障害物

を回避できることを確認した。また、駐車車両2台が縦列駐車した場合でも試験

を実施し、1台の場合と同様、駐車車両を回避できることを確認した。さらに、

回避ルート上に他の障害物が存在して先に行けないようにした場合で試験を実

施し、この場合は、その場で停車することを確認した。 
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図Ⅳ-2-1-21 駐車車両との衝突回避 

 

 

【歩行者との衝突回避】 

・試験条件 

 追従中の車両前方、又は車両側方に歩行者が接近した時に、車両が自動的に停

止するか確認した。 

・評価結果 

 試験の結果、カメラシステム、超音波、車両前方や側方に搭載されているミリ

波レーダーにより障害物を認識し、危険度の高い障害物に反応して減速、停止す

ることを確認した。また、雨天や夜間においても、歩行者を認識して停止するこ

とを確認した。 

 

 

  

自車両

位置［m］

位置［m］

認識した駐車車両

走行軌跡

目標ルート
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３）実証試験での課題の整理 

実証試験における各評価項目について結果を纏めてきたが、様々な知見が得られた

のと同時に、前述のとおりいくつかの課題が明らかになった。これらの結果および課

題を整理したものを図Ⅳ-2-1-22 に示す。 

 

図Ⅳ-2-1-22 各評価項目における課題一覧 

 

ここで整理された課題は、他の自動運転システムにも共通の一般的な課題とごみ収

集ならではの課題に分類することができる。分類したものを図Ⅳ-2-1-23 に示す。前

者の「自動運転」に関わる課題については、今後の実用化において、更なる技術開発

によって解決すべきものではあるが、本事業では後者の「ごみ収集」に関わる課題に

ついて注目し、今後の方向性、対策案について検討した。 

 

 

図Ⅳ-2-1-23 課題の分類 
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「ごみ収集」に関わるそれぞれの課題について方向性と対策案の例、また、方策を

「技術」「運用」「制度」に分類して図Ⅳ-2-1-24 に纏めた。 

 

 

図Ⅳ-2-1-24 今後の方向性と対策案 

 

・システム運用設計範囲の拡大 

 運用設計範囲は、一般的なごみ収集ルートをカバーできるように設定し、今回の実

証試験のルートにおいては仕様どおりに走行できた。しかし、実際のごみ収集のルー

トや作業内容は様々であり、より実用的なシステムとするためには設計範囲の拡大が

必要となると考えられる。特に、都市部における使用を想定した場合、狭路での前進

後退があり、周辺の障害物との距離が近づくため、より高度な周辺認識と高精度な自

己位置推定の技術が必要となる。また、一部の自治体では夜間や早朝の時間帯でのご

み収集が実施されているため、暗い場所でも日中と同様に作動できるような認識技術

も必要となる。対策案としては、センサ性能向上を図りつつ、センサから得られた周

辺情報をもとに位置精度を向上する自己位置推定技術や、カメラの暗視技術の開発が

考えられる。 

・システム安定性の向上 

 本システムでは他の自動運転システムとは異なり、常に車外にいる特定の運転者や

作業者を認識し続ける必要があり、また、ごみの位置や種類の認識も必要となる。こ

れらの認識が安定することで、追尾走行、集積所での停止、機能切替わりなどもスム

ーズになる。多くの特徴量をもとに認識が可能なカメラセンサを用いて人やごみを認

識しているが、更なる認識精度向上のために、付加情報を増やすことが考えられる。

対策案としては、ロジック改良によるセンサ性能向上を図りつつ、カメラから完全に

見えなくなる集積所での作業後でも再認識しやすくなるように作業服に特定の色や



  

Ⅳ-105 

QR コードを貼付けることや、過去の走行履歴や画像データをもとに集積所の位置を

学習する方法などが考えらえる。 

・操作負担の軽減 

運転者の操作としては、大きく分けて「走行」と「架装」の操作がある。「走行」

に関しては、いくつかの停止方法を設定し、集積所間隔がある程度長いところで、一

回で車両を停止させる使い方を想定したが、実証試験においては、運転者が想定して

いた停止位置と実際の停止位置がずれてしまった場合や、停止後に微調整が必要にな

る状況が発生した。また、「架装」に関しては、いくつかの機能を実装してテストコ

ース内での検証はしたものの、一部の機能は、架装部操作に関する安全基準への適用

ができなかったため、実環境での実証試験が実施できなかった。実用化においては、

実環境での更なる実証を通して、より使い勝手が良く運転者の操作負担が少ない機能

の見直しや絞り込みが必要と考える。対策案としては、短い距離を移動する機能の追

加といった機能見直し、絞り込みが考えられる。また、架装部に関しては、制度面か

らのアプローチとして、更に安全、安心な操作に対応した安全基準の見直しが考えら

れる。 

・有益なごみ情報、連携 

様々なセンサーによってリアルタイムにごみ情報を収集、クラウドを介して共有で

きる仕組みが実現でき、これらのごみ情報をもとに単位体積重量を推定した。次工程

である中間処理施設においてもデジタル化による効率化が進んでいるが、単位体積重

量の他にも更なる効率化にとって重要な情報がないか選定する必要がある。対策案と

して、有益なごみ情報の選定を行い、様々なごみ情報の認識、精度向上といった技術

課発が引き続き必要と考えられる。 

・表示板の活用 

 車両の両側面と後面に運転者や周辺の交通参加者への様々な情報提供を目的とした

表示板を搭載した。走行状態や架装稼働状態がわかるメッセージをいくつか登録して

表示できるようになっている。だた、実際の公道での走行では、保安基準において特

定の車両を除き外部表示が許されていないのが現状であるため、実証試験では使用し

なかった。車外にいる運転者は、リモート端末で車両状態を認識できるようになって

いるが、表示板でも確認できることで認知がし易くなり、特に EV 車両の場合は、走

行音や作動音が静かになっているため、運転者だけでなく周辺の人にも認知されやす

くなる工夫として表示板が有効と考えらえる。対策案としては、周辺の人が混乱しな

い安全に寄与する表示内容の検討、保安基準の緩和などが必要と考えられる。 
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（２）ごみ収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験 

１）自動追尾型 EV ごみ収集車が取得した情報の共有確認 

自動追尾型 EV ごみ収集車の公道実証試験にあたり、各集積所で取得した情報につ

いて、テレマティクスデータとして任意の場所で受信共有できることを確認した（ご

み情報共有システムの構成等については、III-6 ページを参照）。 

共有した情報データは以下のとおりであり、タブレットで情報共有した際の画面表

示例は図Ⅳ2-2-1 及び図Ⅳ-2-2-2 に示すとおりである。 

 

共有情報データ 

①データ計測時刻 

②実証試験車両に装備している投入口カメラでカウントした投入ごみ袋の個数 

③車両の緯度経度現在地（GPS 情報） 

④ごみを積込んだ際に移動する架装部排出板の位置（排出板の移動寸法） 

⑤実証試験車両に装備しているロードセルで計測した積載ごみの重量 

⑥実証試験車両に装備しているカメラの映像（ごみ回収前と回収後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-1 タブレットの情報共有状況 画面表示例１（高津区坂戸 11/10） 
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図Ⅳ-2-2-2 タブレットの情報共有状況 画面表示例２（高津区坂戸 11/10） 

 

 

 

自動追尾型 EV ごみ収集車が各集積所で取得した情報について、高津区坂戸の取得

情報一覧は表Ⅳ-2-2-1、川崎区殿町の取得情報一覧は表Ⅳ-2-2-3に示すとおりである。 

これらのデータの内、②のごみ袋数、④の排出板位置、⑤の積載ごみ重量の各数値

は、最初の集積所からの累計値で記録されている。また、集積所 No.欄に複数の集積

所が表示されている場合は、その停車位置で複数の集積所のごみを積込んだことを表

している。 
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表Ⅳ-2-2-1 自動追尾型 EV ごみ収集車が取得し共有した情報の一覧（高津区坂戸） 

 

坂戸 ①時間 ②ごみ袋数 ③車両の現在地 ④排出板 ⑤積載 

集積所     合計 大 中 小 緯度 経度 位置 ごみ重量 

 No.     (個) (個) (個) (個)     (％) (kg) 

1 2023/11/10 10:18:52 18 8 5 5 35.596909 139.628379 5.5 36 

2 2023/11/10 10:22:03 40 18 12 10 35.596993 139.627543 5.0 84 

3,4 2023/11/10 10:28:12 87 39 26 22 35.597094 139.627088 7.0 199 

5,6 2023/11/10 10:29:04 89 39 28 22 35.597293 139.626508 7.0 201 

7 2023/11/10 10:31:09 105 49 32 24 35.597356 139.62633 7.5 229 

8 2023/11/10 10:37:34 170 77 47 46 35.5975 139.62592 12.0 398 

9 2023/11/10 10:40:37 192 84 55 53 35.597604 139.62563 15.0 468 

10 2023/11/10 10:42:54 214 93 62 59 35.59763 139.625565 20.0 531 

11 2023/11/10 10:45:01 227 99 65 63 35.597863 139.62501 21.5 567 

12 2023/11/10 10:46:31 238 106 67 65 35.598016 139.624671 22.5 588 

13 2023/11/10 10:47:16 239 107 67 65 35.598062 139.624591 23.0 590 

 

 

 

坂戸 ①時間 ②ごみ袋数 ③車両の現在地 ④排出板 ⑤積載 

集積所     合計 大 中 小 緯度 経度 位置 ごみ重量 

 No.     (個) (個) (個) (個)     (％) (kg) 

1 2023/11/24 10:04:44 25 12 7 6 35.596908 139.628364 7.0 43 

2 2023/11/24 10:07:40 50 17 17 16 35.596992 139.627541 7.0 92 

3,4 2023/11/24 10:14:35 91 23 32 36 35.5971 139.627062 8.5 195 

5 2023/11/24 10:16:37 92 23 32 37 35.597298 139.626493 9.0 197 

6,7 2023/11/24 10:19:13 108 35 33 40 35.597342 139.626373 9.0 222 

8 2023/11/24 10:36:31 157 58 49 50 35.597511 139.625914 12.0 333 

9,10 2023/11/24 10:40:53 188 75 51 62 35.597612 139.625605 15.5 416 

11,12,13 2023/11/24 10:48:18 218 88 56 74 35.598019 139.624666 20.5 494 

 

（注）表中の②、④、⑤の数値は、集積所 No.１からの累計。 
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表Ⅳ-2-2-2 自動追尾型 EV ごみ収集車が取得し共有した情報の一覧（川崎区殿町） 

 

殿町 ①時間 ②ごみ袋数 ③車両の現在地 ④排出板 ⑤積載 

集積所 
  

合計 大 中 小 緯度 経度 位置 ごみ重量 

No. 
  

(個) (個) (個) (個) 
  

(％) (kg) 

1 2023/11/22 10:27:33 15 6 4 5 35.538959 139.74997 6.5 28 

2 2023/11/22 10:33:08 26 11 8 7 35.539117 139.749958 6.5 50 

3 2023/11/22 10:39:48 43 16 13 14 35.539613 139.74992 7.0 88 

4 2023/11/22 10:41:44 63 23 22 18 35.539812 139.749905 7.0 118 

5 2023/11/22 10:50:29 102 35 32 35 35.5398 139.749234 9.5 261 

6 2023/11/22 11:08:48 102 35 32 35 35.539628 139.749239 10.0 265 

7 2023/11/22 11:13:34 136 49 41 46 35.539129 139.749263 13.5 355 

8,9 2023/11/22 11:22:59 158 58 52 48 35.53861 139.746149 16.5 399 

10 2023/11/22 11:26:01 215 75 74 66 35.538584 139.745022 22.5 504 

11,12,13 2023/11/22 11:30:43 251 88 87 76 35.538576 139.744711 28.0 573 

14 2023/11/22 11:35:57 276 97 94 85 35.539889 139.744388 30.0 636 

15 2023/11/22 11:37:25 285 99 99 87 35.539889 139.744595 30.5 662 

16 2023/11/22 11:39:46 309 105 107 97 35.539898 139.74537 31.0 732 

17 2023/11/22 11:44:19 328 112 112 104 35.539901 139.745928 34.0 800 

18 2023/11/22 11:45:39 342 118 117 107 35.539902 139.746098 34.5 832 

19 2023/11/22 11:48:57 372 128 129 115 35.539907 139.747191 39.0 922 

20 2023/11/22 11:52:52 414 142 144 128 35.53995 139.747371 46.0 1,057 

（注）表中の②、④、⑤の数値は、集積所 No.１からの累計。 
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①集積所毎のごみ袋数及びごみ重量 

自動追尾型 EV ごみ収集車が取得した情報は以上のとおりであり、ごみ袋数やごみ

重量は累計で記録されている。ここで、これを集積所毎にまとめた結果は表Ⅳ-2-2-3

～表Ⅳ-2-2-5 に示すとおりである。 

集積所 1 箇所当たりで見ると、平均では、ごみ袋数が約 17～21 個、ごみ重量が

38～53kg である。 

集積所毎では以下のとおり、ごみ袋数、ごみ重量ともばらつきが大きい状況であっ

た。 

・11/10 の坂戸：集積所毎のごみ袋数 1～65 袋、同ごみ重量 2～169kg 

・11/24 の坂戸：集積所毎のごみ袋数 1～49 袋、同ごみ重量 2～111kg 

・11/22 の殿町：集積所毎のごみ袋数 11～57 袋、同ごみ重量 22～143kg 

 

表Ⅳ-2-2-3 集積所毎のごみ袋数及びごみ重量（計算値：坂戸 11/10） 

坂戸手動運転日（11 月 10 日）集積所毎の値 

集積所 No. 

  

ごみ袋数 ごみ重量 

(個) (kg) (kg/袋) 

1 18 36 2.00  

2 22 48 2.18  

3,4 47 115 2.45  

5,6 2 2 1.00  

7 16 28 1.75  

8 65 169 2.60  

9 22 70 3.18  

10 22 63 2.86  

11 13 36 2.77  

12 11 21 1.91  

13 1 2 2.00  

合計 239 590 － 

平均 18 45 2.47  
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表Ⅳ-2-2-4 集積所毎のごみ袋数及びごみ重量（計算値：坂戸 11/24） 

坂戸自動追尾実施日（11 月 24 日）集積所毎の値 

集積所 No. ごみ袋数 ごみ重量 

  (個) (kg) (kg/袋) 

1 25 43 1.72 

2 25 49 1.96 

3,4 41 103 2.51 

5 1 2 2.00 

6,7 16 25 1.56 

8 49 111 2.27 

9,10 31 83 2.68 

11,12,13 30 78 2.60 

合計 218 494 － 

平均 17 38 2.27 

 

表Ⅳ-2-2-5 集積所毎のごみ袋数及びごみ重量（計算値：殿町） 

殿町自動追尾実施日（11 月 22 日）集積所毎の値 

集積所 No. ごみ袋数 ごみ重量 

  (個) (kg) (kg/袋) 

1 15 28 1.87  

2 11 22 2.00  

3 17 38 2.24  

4 20 30 1.50  

5 39 143 3.67  

6 － 4 － 

7 34 90 2.65  

8,9 22 44 2.00  

10 57 105 1.84  

11,12,13 36 69 1.92  

14 25 63 2.52  

15 9 26 2.89  

16 24 70 2.92  

17 19 68 3.58  

18 14 32 2.29  

19 30 90 3.00  

20 42 135 3.21  

合計 414 1,057 － 

平均 21 53 2.55  
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②架装部排出板位置 

自動追尾型 EV ごみ収集車が取得した情報の内、架装部排出板位置について、プレ

ス式パッカー車の架装部断面概略図で示すと図Ⅳ-2-2-3 のとおりである。ごみを積込

んでプレスプレートで圧縮していくと、排出板はその力に押されて後退していく構造

になっている。ごみを積込む前の排出板が最も手前にある状態が 0%、排出板が最も

奥側にある状態が 100%とし、ごみを積込むにつれ排出板が奥に移動していく位置

を%表示で記録しているものである。 

 

排出板の位置 
 

 最も奥が 100%←  最も手前が 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図Ⅳ-2-2-3 プレス式パッカー車の架装部断面概略図 

 

実証試験における架装部排出板位置、積載ごみ重量、ごみ袋数計測値について、各

日試験終了時の値は、表Ⅳ-2-2-6 に示すとおりである。 

試験終了時の排出板位置は、高津区坂戸では 11/10 の手動運転日が 23.0%、11/24

の自動追尾実施日が 20.5%、川崎区殿町では 11/22 の自動追尾実施日が 46.0%であ

り、ごみ重量やごみ袋数の多寡に応じた位置となっている。 

 

表Ⅳ-2-2-6 各実証試験終了時の排出板位置、ごみ重量及びごみ袋数計測値 

項  目 排出板 ごみ重量 ごみ袋数 

高津区坂戸 11/10 手動運転日 23.0％ 590kg 239 個 

高津区坂戸 11/24 自動追尾実施日 20.5％ 494kg 218 個 

川崎区殿町 11/22 自動追尾実施日 46.0％ 1,057kg 414 個 

 

 

 

プレスプレート 

排出板  
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各実証試験実施日における架装部排出板の位置について、積載ごみ重量やごみ袋数

との相関を示すと図Ⅳ-2-2-4 及び図Ⅳ-2-2-5 のとおりである。開始時の積載ごみが少

ない状況ではややバラツキが見られるが、その後は概ね正の相関が見られた。 

 

高津区坂戸 

11/10 手動運転日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/24 自動追尾実施日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎区殿町 11/22 自動追尾実施日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-4 架装部排出板位置と積載したごみ重量との相関 
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高津区坂戸 

11/10 手動運転日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/24 自動追尾実施日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎区殿町 11/22 自動追尾実施日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-5 架装部排出板位置と積載ごみ袋数との相関 
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ここで、架装部排出板については、図Ⅳ-2-2-6 に示すとおり、最も手前側の 0%の

位置では、プレスプレートと干渉するため、自動的に少し奥側（5.5%の位置）が初

期状態となる。この初期状態の空間（容積 1.3m3）にごみを積込んでいき、排出板

に所定の圧力がかかると排出板が移動し始めることとなる。 

したがって、架装部の荷箱容積は 5.2m3 であり、図Ⅳ-2-2-7 に示すような排出板

位置と体積との相関から、以下のように一次近似できる。 

 

＜関係式＞ 体積 ＝ a × 排出板位置 ＋ b 

a：0.0413、b：1.073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出板が 0%の位置ではプレスプレートと干渉するため、自動的に少し奥側(5.5%)

に移動した位置が初期状態となる。この初期状態の空間にごみを積込んでい

き、排出板に所定の圧力がかかると排出板が移動し始める。 

図Ⅳ-2-2-6 架装部排出板位置と荷箱体積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-7 架装部排出板位置と体積の関係式 

  

100% 5.5% 
空の状態から積込み開始した場合の 
排出板位置 

5.2m3－1.3m3 
＝3.9m3 1.3m3 

荷箱容積：5.2m3 

体積 1.3m3 
排出板位置 5.5% 

体積 5.2m3 
排出板位置 100% 

関係式 
ｙ ＝ ax + b 

   a:0.0413 
   b:1.073 

プレスプレート 



Ⅳ-116 

この関係式から体積を算出し、これを基に推定した積載ごみの単位体積重量は、表

Ⅳ-2-2-7～表Ⅳ-2-2-8 に示すとおりである。 

 

表Ⅳ-2-2-7 高津区坂戸における架装部排出板位置から計算した体積 

 

11/10 手動運転日 

坂戸 排出板 体積 積載 単位体積重量 

集積所 位置 計算値 ごみ重量 計算値 

 No. (％) (m3) (kg) (kg/m3) 

1 5.5 排出板移動前 1.30 36 ― 

2 5.0 排出板移動前 1.28 84 ― 

3,4 7.0 1.36 199 146.3 

5,6 7.0 1.36 201 147.8 

7 7.5 1.38 229 165.9 

8 12.0 1.57 398 253.5 

9 15.0 1.69 468 276.9 

10 20.0 1.90 531 279.5 

11 21.5 1.96 567  289.3 

12 22.5 2.00 588 294.0 

13 23.0 2.02 590 292.1 

 

11/24 自動追尾実施日 

坂戸 排出板 体積 積載 単位体積重量 

集積所 位置 計算値 ごみ重量 計算値 

 No. (％) (m3) (kg) (kg/m3) 

1 7.0 排出板移動前 1.36 43 ― 

2 7.0 排出板移動前 1.36 92 ― 

3,4 8.5 1.42 195 137.3 

5 9.0 1.44 197 136.8 

6,7 9.0 1.44 222 154.2 

8 12.0 1.57 333 212.1 

9,10 15.5 1.71 416 243.3 

11,12,13 20.5 1.92 494 257.3 

 

（注）表中の数値は、集積所 No.１からの累計。 
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表Ⅳ-2-2-8 川崎区殿町における架装部排出板位置から計算した体積 

 

11/22 自動追尾実施日 

殿町 排出板 体積 積載 単位体積重量 

集積所 位置 計算値 ごみ重量 計算値 

No. (％) (m3) (kg) (kg/m3) 

1 6.5 排出板移動前 1.34 28 ― 

2 6.5 排出板移動前 1.34 50 ― 

3 7.0 1.36 88 64.7 

4 7.0 1.36 118 36.8 

5 9.5 1.47 261 177.6 

6 10.0 1.49 265 177.9 

7 13.5 1.63 355 217.8 

8,9 16.5 1.75 399 228.0 

10 22.5 2.00 504 252.0 

11,12,13 28.0 2.23 573 257.0 

14 30.0 2.31 636 275.3 

15 30.5 2.33 662 284.1 

16 31.0 2.35 732 311.5 

17 34.0 2.48 800 322.6 

18 34.5 2.50 832 332.8 

19 39.0 2.68 922 344.0 

20 46.0 2.97 1,057 355.9 

（注）表中の数値は、集積所 No.１からの累計。 

 



Ⅳ-118 

これらの結果から、架装部排出板位置と推定した積載ごみの単位体積重量との関係

を示すと図Ⅳ-2-2-8 のとおりである。排出板位置が増加すると単位体積重量がある一

定の値に漸近するように推移する傾向が見受けられ、高津区坂戸よりも積込み量が多

かった川崎区殿町では、さらにもう一段階大きな単位体積重量の値で漸近しているよ

うにも見受けられる。 

これは、排出板がある一定の圧力に達した際に移動する構造であることから、プレ

スプレートで積込まれたごみが徐々に圧縮され、それにつれて単位体積重量が大きく

なっていることが考えられ、満載時にはある一定の単位体積重量に漸近していくもの

と予想される。 

ただし、今回の実証試験では実施回数が限られた中での結果であり、また、排出板

位置が最大でも 46.0%の位置までしか確認できていないことから、満載近くまで積

み込んでいった際の動向などについて、確認が必要と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-8 排出板位置と単位体積重量 
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③その他 

ａ）自動追尾型 EV ごみ収集車で計測したごみ重量 

自動追尾型 EV ごみ収集車の架装部に装備しているロードセルで計測した積載ご

みの重量について、計測値の整合性を確認するため、各処理センター（ごみ焼却施

設）搬入時にごみ計量機での計測も行った。 

車両の計測値と計量機の計測値との照合結果は表Ⅳ-2-2-9 のとおりであり、差異

がなく正確に計測できていることが分かった。 

なお、今回の収集エリアは全域が傾斜のない平坦な地域であったが、傾斜がある

地域で使用する場合には、10 度前後の傾斜であれば傾斜補正装置で補正すること

も可能であり、計測のタイミングに配慮して使用する必要がある。 

 

表Ⅳ-2-2-9 積載ごみ重量の計測値 

項  目 
高津区坂戸 川崎区殿町 

11/10 11/24 11/22 

自動追尾ごみ収集車 

計測値 
590kg 494kg 1,057kg 

処理センター 

ごみ計量機の計測値 

590kg 

(王禅寺処理センター) 

490kg 

(王禅寺処理センター) 

1,050kg 

(浮島処理センター) 

 

ｂ）ごみ袋１個当たりの重量 

自動追尾型 EV ごみ収集車で把握することができるごみ袋数とごみ重量から、ご

み袋 1 個当たりのごみ重量を算出した結果は表Ⅳ-2-2-10 のとおりである。ここに

参考までに後述の積載ごみの質・量に関する検証時に計測を行った結果も示すが、

ごみ袋 1 個当たりは概ね 2.5kg 前後という結果であった。 

なお、自動追尾型ごみ収集車の計測値では収集時に大小様々なごみ袋があること

が確認されているが、ごみ質分析時の計測値では、大き目（45L 程度以上）のご

み袋を選定しているため、若干大きい値となっている。 

 

表Ⅳ-2-2-10 ごみ袋 1 個当たりの重量 

項  目 
高津区坂戸 川崎区殿町 

11/10 11/24 11/22 

自動追尾型ごみ収集車 

計測値 
2.47kg/袋 2.27kg/袋 2.55kg/袋 

（参考） 

ごみ質分析時の計測値 

2.51kg/袋 

（12 袋の平均） 
― 

2.78kg/袋 

（18 袋の平均） 
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２）積載ごみの質・量に関する検証 

自動追尾型 EV ごみ収集車により収集したごみについて、11 月 10 日の高津区坂戸

分は王禅寺処理センター、11 月 22 日の川崎区殿町分は浮島処理センターにそれぞれ

搬入し、プラットホーム上で積載ごみを展開して分析用のごみを採取した。これらの

ごみ質分析結果は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-9 高津区坂戸の収集ごみ展開状況 

（王禅寺処理センター ごみ投入扉前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-10 川崎区殿町の収集ごみ展開状況 

（浮島処理センター ごみ投入扉前） 
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坂戸分析対象ごみ（12 検体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿町分析対象ごみ（18 検体） 

図Ⅳ-2-2-11 分析対象ごみ 

 

①単位体積重量 

各地区で収集したごみの単位体積重量測定結果は表Ⅳ-2-2-11～表Ⅳ-2-2-12 のとお

り、高津区坂戸は 12 検体の平均で 95.7kg/m3、川崎区殿町は 18 検体の平均で

112.8kg/m3 であり、殿町の方が単位体積重量が若干大きい。坂戸のごみ収集時天候

は、曇り一時小雨であったが、雨量は極めて少なかったうえに、集積所形態が路上タ

イプがなく、金属ボックスタイプや囲いタイプが多いため、小雨による重量やごみ質

への影響は無視できると考えられる。 

  

表Ⅳ-2-2-11 高津区坂戸のごみの単位体積重量 

検体 体積 重量 単位体積重量  

(L) (kg) (kg/m3) 

坂戸 1 40 1.42 35.6 

坂戸 2 22 2.92 132.9 

坂戸 3 25 2.46 98.5 

坂戸 4 30 2.70 90.2 

坂戸 5 30 1.27 42.4 

坂戸 6 27 1.66 61.3 

坂戸 7 15 3.74 249.5 

坂戸 8 30 2.69 89.8 

坂戸 9 37 5.83 157.6 

坂戸 10 45 1.28 28.5 

坂戸 11 20 2.11 105.7 

坂戸 12(枝葉) 35 1.99 56.8 

最小 15 1.27 28.5 

最大 45 5.83 249.5 

平均 30 2.51 95.7 



Ⅳ-122 

表Ⅳ-2-2-12 川崎区殿町のごみの単位体積重量 

検体 体積 重量 単位体積重量  

(L) (kg) (kg/m3) 

殿町 1 22 4.04 183.8 

殿町 2 19 1.45 76.4 

殿町 3 17 3.33 195.8 

殿町 4 22 1.40 63.8 

殿町 5 37 3.38 91.3 

殿町 6 19 0.74 39.2 

殿町 7 30 3.32 110.6 

殿町 8 24 1.18 49.2 

殿町 9 31 3.25 104.7 

殿町 10 16 1.70 106.4 

殿町 11 40 4.48 112.0 

殿町 12 27 1.76 65.1 

殿町 13 33 5.56 168.6 

殿町 14 19 2.89 152.3 

殿町 15 27 3.86 142.8 

殿町 16 15 2.14 142.6 

殿町 17 22 3.84 174.3 

殿町 18(布類) 32 1.67 52.3 

最小 15 0.74 39.2 

最大 40 5.56 195.8 

平均 25 2.78 112.8 

 

また、参考に外観上内容物の主体が分かるものとして、坂戸は枝葉が主体のごみ

袋、殿町は布が主体のごみ袋を各 1 袋選定したが、図Ⅳ-2-2-12～図Ⅳ-2-2-15 に示す

とおり、単位体積重量としては特異な値ではなかった。 
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図Ⅳ-2-2-12 高津区坂戸におけるごみの単位体積重量 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-13 高津区坂戸におけるごみの単位体積重量度数分布 
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図Ⅳ-2-2-14 川崎区殿町におけるごみの単位体積重量 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-15 川崎区殿町におけるごみの単位体積重量度数分布 
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②種類組成、三成分、低位発熱量 

種類組成[乾ベース]（紙･布類、合成樹脂･皮革類、木･竹･わら類、ちゅう芥類、不

燃物、その他）、三成分（水分、可燃分、灰分）、低位発熱量[実測値]の分析結果一覧

は、後掲の表Ⅳ-2-2-15 及び表Ⅳ-2-2-16 のとおりである。 

この内、単位体積重量と多少なりとも相関が見られたと考えられる項目は種類組成

のちゅう芥類、三成分の水分及び可燃分、低位発熱量であり、これらは図Ⅳ-2-2-16

～図Ⅳ2-2-19 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-16 単位体積重量とちゅう芥類の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-17 単位体積重量と水分の相関 

 

 

 

 

 

水分 

ちゅう芥類 
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図Ⅳ-2-2-18 単位体積重量と可燃分の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2-2-19 単位体積重量と低位発熱量の相関 

 

なお、前述のとおり、枝葉が主体のごみ袋、布類が主体のごみ袋の単位体積重量

は、他のごみ袋のばらつきの範囲内であり、特異な値ではなかったが、一方で、単位

体積重量が 50kg/m3 より小さいごみ袋の種類組成の分析結果を見ると、表Ⅳ-2-2-13

に示すとおり、紙、布類及びビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類の占める割合が

85%以上であり、単位体積重量が 200kg/m3 を超えるごみ袋は、表Ⅳ-2-2-14 に示す

通り、不燃物類の占める割合が 70%以上であった（この不燃物の詳細は、ペット用

のトイレ処理剤）。これは、単位体積重量が極端に小さい場合や大きい場合は、ごみ

袋内の内容物に偏りがあることを表していることが考えられる。 

 

 

 

 

可燃分 

低位発熱量 
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表Ⅳ-2-2-13 単位体積重量が小さい（50kg/m3 未満）場合の種類組成 

地   区 高津区坂戸 川崎区殿町 

検    体 坂戸 1 坂戸 5 坂戸 10 殿町 6 殿町 8 

  単位体積重量 (kg/m3) 36  42  28  39 49  

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 23.66  34.97  0.50  45.68  81.90  

ビニール･合成樹脂･ 

ゴム･皮革類 
(％) 72.22  51.39  99.08  51.24  7.95  

木・竹・わら類 (％) 0.08  0.00  0.25  2.64  0.00  

ちゅう芥類 (％) 2.72  13.64  0.00  0.44  0.00  

不燃物類 (％) 1.24  0.00  0.17  0.00  10.15  

その他 (％) 0.08  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

 

 

表Ⅳ-2-2-14 単位体積重量が大きい（200kg/m3 超）場合の種類組成 

地   区 高津区坂戸 

検    体 坂戸 7 

  単位体積重量 (kg/m3) 249  

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 10.10 

ビニール･合成樹脂･ 

ゴム･皮革類 
(％) 7.49 

木・竹・わら類 (％) 0.25 

ちゅう芥類 (％) 9.39 

不燃物類 (％) 72.56 

その他 (％) 0.21 

 

 

以上のような結果から、ごみの単位体積重量は、ごみ中の可燃分や低位発熱量とや

や相関が認められた。これにより、事前にこの情報をごみ収集車で取得し、これを焼

却施設側に提供することで、ごみピットにおける撹拌によるごみの均質化を効率的に

行うことで、ごみクレーン操作の効率化につながる可能性があると考えられる。ま

た、単位体積重量が通常推移している範囲から大きく逸脱した場合には、内容物に偏

りがあると判断し、他のごみと区別してごみピットに投入するということで、ごみク

レーンでの撹拌によるごみの均質化や安定運転の継続につながることが考えられる。 

なお、ごみの単位体積重量と種類組成のちゅう芥類の割合との相関係数は

R=0.5253 とあまり高くはないが、単位体積重量が 100kg/m3 を下回る場合はちゅう

芥類の割合が極めて少ない試料が多かった。 

また、収集運搬と中間処理との連携においてデジタル技術を効果的に活用していく

ためには、焼却処理以外の中間処理との連携も視野に入れて検討を進める必要があ

る。例えば、焼却処理施設にメタンガス化施設が併設されている施設において、ちゅ

う芥類の割合によって搬入ごみの振り分けを行う等の取組が考えられるところであ

り、効率的な運営管理の方法なども踏まえて、さらに検討していくことが必要と考え

られる。  

紙、布類及びビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類
の占める割合が 85%以上 

不燃物類の占める割合が 70%以上 
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表Ⅳ-2-2-15 高津区坂戸のごみ質分析結果（採取年月日：令和 5 年 11 月 10 日） 

検    体 坂戸 1 坂戸 2 坂戸 3 坂戸 4 坂戸 5 坂戸 6 坂戸 7 

試料採取量 
(ごみ袋 1 個当たり)  

(kg) 1.423  2.924  2.463  2.705  1.271  1.656  3.742  

(L) 40  22  25  30  30  27  15  

  単位体積重量 (kg/m3) 36  133  99  90  42  61  249   

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 23.66  21.77  40.72  44.67  34.97  41.65  10.10  

ビニール･合成樹脂･ 

ゴム･皮革類 
(％) 72.22  37.99  28.55  45.05  51.39  41.90  7.49  

木・竹・わら類 (％) 0.08  0.63  0.47  0.38  0.00  2.42  0.25  

ちゅう芥類 (％) 2.72  36.59  24.96  8.18  13.64  7.53  9.39  

不燃物類 (％) 1.24  2.60  3.04  1.67  0.00  6.41  72.56  

その他 (％) 0.08  0.42  2.26  0.05  0.00  0.09  0.21  

三
成
分 

水  分 (％) 14.8  51.3  47.9  31.3  18.1  30.3  24.3  

灰  分 (％) 3.7  3.6  4.4  4.6  4.5  8.3  58.0  

可燃分 (％) 81.5  45.1  47.7  64.1  77.4  61.4  17.7  

低位発熱量［実測値］ (kJ/kg) 19,100 9,780 10,200 18,200 20,400 15,500 12,300 

低位発熱量［計算値］ (kJ/kg) 15,000 7,210 7,770 11,300 14,100 10,800 2,720 

 

検    体 坂戸 8 坂戸 9 坂戸 10 坂戸 11 坂戸 12 平均 

試料採取量 
(ごみ袋 1 個当たり)  

(kg) 2.693  5.830  1.281  2.113  1.987  2.507  

(L) 30  37  45  20  35  30  

  単位体積重量 (kg/m3) 90  158  28  106  57  96   

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 61.74  59.80  0.50  32.84  0.00  31.04  

ビニール･合成樹脂･ 

ゴム･皮革類 
(％) 25.90  27.40  99.08  46.22  2.28  40.44  

木・竹・わら類 (％) 0.39  0.07  0.25  1.60  97.48  8.67  

ちゅう芥類 (％) 11.84  11.55  0.00  18.65  0.00  12.09  

不燃物類 (％) 0.00  0.26  0.17  0.23  0.00  7.35  

その他 (％) 0.13  0.92  0.00  0.46  0.24  0.41  

三
成
分 

水  分 (％) 43.2  53.4  7.0  58.6  36.0  34.7  

灰  分 (％) 2.3  2.7  1.9  4.3  4.6  8.6  

可燃分 (％) 54.5  43.9  91.1  37.1  59.4  56.7  

低位発熱量［実測値］ (kJ/kg) 11,900 9,070 29,600 10,100 11,800 14,800 

低位発熱量［計算値］ (kJ/kg) 9,180 6,940 17,000 5,510 10,300 9,820 

採取場所は王禅寺処理センター 

坂戸 12 はごみ袋の外観から内容物が枝葉が主と想定されるごみ袋を選定した 
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表Ⅳ-2-2-16 川崎区殿町のごみ質分析結果（採取年月日：令和 5 年 11 月 22 日） 
検    体 殿町 1 殿町 2 殿町 3 殿町 4 殿町 5 殿町 6 殿町 7 

試料採取量 

(ごみ袋 1 個当たり)  

(kg) 4.043  1.452  3.328  1.404  3.378  0.744  3.317  

(L) 22  19  17  22  37  19  30  

  単位体積重量 (kg/m3) 184  76  196  64  91  39  111   

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 49.85  71.83  52.85  75.17  59.04  45.68  33.09  

ビニール･合成樹脂･ 
ゴム･皮革類 

(％) 14.17  17.79  27.51  20.68  24.69  51.24  49.97  

木・竹・わら類 (％) 0.84  1.81  1.66  0.93  1.00  2.64  1.51  

ちゅう芥類 (％) 30.72  0.00  17.08  0.76  12.63  0.44  15.43  

不燃物類 (％) 2.78  8.57  0.90  2.46  2.64  0.00  0.00  

その他 (％) 1.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

三
成
分 

水  分 (％) 50.2  16.4  53.0  16.0  17.0  8.2  42.0  

灰  分 (％) 4.8  12.6  2.7  7.1  7.3  5.1  4.8  

可燃分 (％) 45.0  71.0  44.3  76.9  75.7  86.7  53.2  

低位発熱量［実測値］ (kJ/kg) 8,510 17,700 8,990 17,700 17,400 22,500 10,900 

低位発熱量［計算値］ (kJ/kg) 7,210 13,000 7,010 14,100 13,800 16,100 8,970 
 

検    体 殿町 8 殿町 9 殿町 10 殿町 11 殿町 12 殿町 13 殿町 14 

試料採取量 

(ごみ袋 1 個当たり)  

(kg) 1.180  3.246  1.702  4.480  1.758  5.564  2.894  

(L) 24  31  16  40  27  33  19  

  単位体積重量 (kg/m3) 49  105  106  112  65  169  152   

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 81.90  35.35  57.90  70.14  29.82  44.17  33.77  

ビニール･合成樹脂･ 
ゴム･皮革類 

(％) 7.95  38.44  32.80  20.22  64.59  30.64  19.68  

木・竹・わら類 (％) 0.00  2.77  0.00  1.38  0.53  5.72  31.23  

ちゅう芥類 (％) 0.00  22.92  8.62  6.76  4.85  8.53  12.49  

不燃物類 (％) 10.15  0.31  0.68  0.92  0.21  2.84  2.83  

その他 (％) 0.00  0.21  0.00  0.58  0.00  8.10  0.00  

三
成
分 

水  分 (％) 7.3  40.0  30.5  22.4  46.0  45.6  52.4  

灰  分 (％) 19.7  4.5  6.3  2.7  2.4  4.3  3.9  

可燃分 (％) 73.0  55.5  63.2  74.9  51.6  50.1  43.7  

低位発熱量［実測値］ (kJ/kg) 17,000 13,300 15,400 16,000 11,300 11,000 9,380 

低位発熱量［計算値］ (kJ/kg) 13,600 9,440 11,100 13,500 8,560 8,290 6,910 

 
検    体 殿町 15 殿町 16 殿町 17 殿町 18 平均 

試料採取量 

(ごみ袋 1 個当たり)  

(kg) 3.856  2.139  3.835  1.672  2.777  

(L) 27  15  22  32  25  

  単位体積重量 (kg/m3) 143  143  174  52  113   

種
類
組
成 

紙、布類 (％) 29.55  41.43  73.46  84.00  53.84  

ビニール･合成樹脂･ 
ゴム･皮革類 

(％) 40.21  31.81  10.41  16.00  28.82  

木・竹・わら類 (％) 0.31  1.78  0.44  0.00  3.03  

ちゅう芥類 (％) 28.55  20.02  11.34  0.00  11.17  

不燃物類 (％) 1.07  4.46  3.96  0.00  2.49  

その他 (％) 0.31  0.50  0.39  0.00  0.65  

三
成
分 

水  分 (％) 66.2  52.8  46.6  2.8  34.2  

灰  分 (％) 2.7  6.4  7.1  7.1  6.2  

可燃分 (％) 31.1  40.8  46.3  90.1  59.6  

低位発熱量［実測値］ (kJ/kg) 6,510 9,530 9,120 19,500 13,400 

低位発熱量［計算値］ (kJ/kg) 4,190 6,350 7,540 16,900 10,400 

採取場所は浮島処理センター 

殿町 18 はごみ袋の外観から内容物が布類が主と想定されるごみ袋を選定した 
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３）検証結果のまとめと今後の課題 

ごみ収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験における検証結果のまとめと今後

の課題として挙げられる追加で調査すべき事項は表Ⅳ-2-2-17 に示すとおりである。 

 

表Ⅳ-2-2-17 検証結果のまとめと追加で調査すべき事項 

 

自動追尾型 EV ごみ収集車が取得した情報の共有 

①データ計測時刻 

②実証試験車両に装備している投入口カメラでカウントした投入ごみ袋の個数 

③車両の緯度経度現在地（GPS 情報） 

④ごみを積込んだ際に移動する架装部排出板の位置（排出板の移動寸法） 

⑤実証試験車両に装備しているロードセルで計測した積載ごみの重量 

⑥実証試験車両に装備しているカメラの映像（ごみ回収前と回収後） 

等の情報が集積所毎に共有できることが確認できた。 

⇒ ④の架装部排出板位置については、架装部の構造上、集積所毎に把握することは難しい

が、収集が終わった後の状況としては確認ができた。 

ただし、積載量が 50%未満までの状況であったため、満載近くまでになった際の排出板位置

の動向について確認が必要である。 

積載ごみの質・量に関する検証 

・単位体積重量は、ごみ中の可燃分や低位発熱量とやや負の相関が認められた。ちゅう

芥類との正の相関については、相関係数が R=0.5253 とあまり高くはないが、単位体

積重量が 100kg/m3 を下回る場合はちゅう芥類の割合が極めて少ない試料が多かっ

た。 

・単位体積重量が通常の推移範囲を逸脱した場合は内容物に偏りがあると判断できるこ

とが確認できた。 

⇒ ごみ収集車において単位体積重量を把握できれば、可燃分や低位発熱量、ちゅう芥類の割

合、内容物の偏り等がある程度想定できると考えられるので、それらの情報を中間処理との連

携において活用できる可能性がある。 

 

 
 

追加で調査すべき事項 

◇架装部における集積所毎及び収集終了後の積載ごみの重量・体積の計測精度（架装部

の積載量が多いときの排出板位置の状況と、排出板位置の変化に伴う単位体積重量の

変化を含む） 
 

◇架装部メーカーにおけるごみ収集車でのごみ質等の把握をはじめとする新たな技術開

発の取組に関する情報 
 

◇焼却処理施設にメタンガス化施設が併設されている施設における収集ごみの振り分け

方法など、中間処理施設の運営管理方法に関する情報 

 

⇒これらの調査で得られた情報を踏まえ、ごみ収集車でのごみ質把握の方法、収集運搬

と中間処理の効率的な連携方法等について、さらに検討を進めることが必要。 
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Ⅴ．検討会の運営 

 

１．検討会の概要 

（１）検討会の目的 

専門的見地から助言を得て、必要な意見交換、検討を行うため、学識経験者、関連団体の有識

者をメンバーとする検討会を設置、運営した。検討会委員は 5名とし、環境省及び事務局の出席

の下で全 3回開催した。 

なお、検討会委員の選定については、環境省担当官の了承を得たうえで決定した。 

 

（２）運営内容 

  ・検討会開催期間：令和 6年 3月末までの間 

  ・開催回数：3回（1回あたり 2時間程度） 

  ・委嘱期間：就任承諾の日から令和 6年 3月末までの間 

  ・謝 金：有 

  ・交通費：有 

 

（３）有識者 

 ＜委員長＞ 

 小野田 弘士 早稲田大学理工学術院大学院 環境・エネルギー研究科 教授 

 ＜委員＞ 

 荒井 喜久雄 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長  

 田中 朝都 一般社団法人日本環境衛生施設工業会 技術委員会 前委員長 

 藤井 実 国立環境研究所 社会システム領域システムイノベーション研究室 室長 

 山田 俊彦   川崎市 環境局生活環境部廃棄物政策担当 担当課長 

（五十音順） 
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２．検討会開催内容 

（１）検討会の開催日程 

検討会は、下記日程で開催した。 

 

１）第１回 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業 
委託業務検討会 

日時：令和 5年 8月 29日（火）10:00～12:00 

場所：航空会館 ５０１・５０２会議室 東京都港区新橋 1-18-1 

出席者： 

【委員】 

 小野田 弘士 早稲田大学理工学術院大学院 環境・エネルギー研究科 教授 

 荒井 喜久雄 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 

 田中 朝都   一般社団法人日本環境衛生施設工業会 技術委員会 前委員長 

 藤井 実   国立環境研究所 社会システム領域システムイノベーション研究室 室長 

山田 俊彦   川崎市 環境局生活環境部廃棄物政策担当 担当課長 

 

【環境省】 

髙橋 亮介  環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 課長補佐 

日垣  淳   同課 課長補佐 

北垣 芳彦   同課 係長 

後藤 勇喜   同課 環境専門員 

則竹 愛弘   同課 環境専門員 

 

【事務局】 

坂川  勉  一般財団法人日本環境衛生センター 専務理事 

松田 圭二   同 東日本支局環境事業第三部 部長 

栗村 政明   同 東日本支局環境事業第一部 技術審議役 

神谷 康之   同部 課長 

荒山  悠   同部 整備運営事業課 主任 

塙  英夫   同部 専任調査役 

石川 龍一   同部 専任調査役 

木下 正昭  三菱ふそうトラック・バス株式会社 開発本部アドバンスエンジニアリング

部メカトロニクスシステム担当 マネージャー 

佐藤 広充   同部（メカトロニクスシステム担当） 主任 

樋口  力   同 企業渉外・環境部  
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２）第２回 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業 
委託業務検討会 

日時：令和 6年 1月 15日（火）13:30～15:30 

場所：日本自動車研究所 本館会議室、試験走行会場 茨城県つくば市苅間 2530 

出席者： 

【委員】 

 小野田 弘士 早稲田大学理工学術院大学院 環境・エネルギー研究科 教授 

 荒井 喜久雄 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 

 田中 朝都  一般社団法人日本環境衛生施設工業会 技術委員会 前委員長 

（オンライン出席） 

 藤井 実   国立環境研究所 社会システム領域システムイノベーション研究室 室長 

山田 俊彦   川崎市 環境局生活環境部廃棄物政策担当 担当課長 

 

【環境省】 

日垣 淳   環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 課長補佐 

北垣 芳彦   同課 係長 

後藤 勇喜   同課 環境専門員 

則竹 愛弘   同課 環境専門員（オンライン出席） 

 

【事務局】 

坂川  勉  一般財団法人日本環境衛生センター 専務理事 

松田 圭二   同 東日本支局環境事業第三部 部長 

田中 一幸   同 総局資源循環低炭素化部 次長 

栗村 政明   同 東日本支局環境事業第一部 技術審議役 

神谷 康之   同部 課長 

荒山  悠   同部 整備運営事業課 主任 

塙  英夫   同部 専任調査役 

石川 龍一   同部 専任調査役 

木下 正昭  三菱ふそうトラック・バス株式会社 開発本部アドバンスエンジニアリング

部メカトロニクスシステム担当 マネージャー 

佐藤 広充   同部（メカトロニクスシステム担当） 主任 

樋口  力   同 企業渉外・環境部 
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３）第３回 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業 
委託業務検討会 

日時：令和 6年 3月 5日（火）13:30～16:30 

場所：航空会館 ７０１・７０２・７０３会議室 東京都港区新橋 1-18-1 

出席者： 

【委員】 

 小野田 弘士 早稲田大学理工学術院大学院 環境・エネルギー研究科 教授 

 荒井 喜久雄 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 

 田中 朝都  一般社団法人日本環境衛生施設工業会 技術委員会 前委員長 

 藤井 実   国立環境研究所 社会システム領域システムイノベーション研究室 室長 

 

【環境省】 

日垣 淳   環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 課長補佐 

北垣 芳彦   同課 係長（オンライン出席） 

後藤 勇喜   同課 環境専門員 

 

【事務局】 

坂川  勉  一般財団法人日本環境衛生センター 専務理事 

松田 圭二   同 東日本支局環境事業第三部 部長 

田中 一幸   同 総局資源循環低炭素化部 次長 

栗村 政明   同 東日本支局環境事業第一部 技術審議役 

神谷 康之   同部 課長 

荒山  悠   同部 整備運営事業課 主任 

塙  英夫   同部 専任調査役 

石川 龍一   同部 専任調査役 

木下 正昭  三菱ふそうトラック・バス株式会社 開発本部アドバンスエンジニアリング

部メカトロニクスシステム担当 マネージャー 

佐藤 広充   同部（メカトロニクスシステム担当） 主任 

樋口  力   同 企業渉外・環境部 
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（２）議事内容 

検討会の議事内容は以下に示すとおりである。 

 

１）第１回 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業 
委託業務検討会 

 

 

（議事次第） 

１． 開会 

２． 議事 

（１）検討会の設置 

（２）令和５年度のスケジュールについて 

（３）自動追尾システム搭載型EVごみ収集車による実証試験について 

（４）EVごみ収集車に関する課題調査について 

（４）その他（次回日程の調整：令和 6年 1月 15日） 

３． 閉会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ 第１回検討会開催状況 
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２）第２回 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業 
委託業務検討会 

 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）自動追尾型EVごみ収集車の試験走行 

（２）前回検討会指摘事項への対応状況 

（３）実証試験の実施内容 

（４）公道実証試験の実施状況、実証試験実施結果 

（５）その他（次回日程の調整：令和 6年 3月 5日） 

３．閉会 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 第２回検討会開催状況（会議室、試験走行会場） 
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３）第３回 令和５年度デジタル技術の活用等による脱炭素型資源循環システム創生実証事業 
委託業務検討会 

 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）第２回検討会指摘事項への対応状況 

（２）自動追尾型EVごみ収集車による実証試験の評価結果 

（３）収集運搬と中間処理の連携に関する実証試験の検証結果 

（４）自動追尾型EVごみ収集車等の普及に向けた検討 

（５）その他 

３．閉会 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真３ 第３回検討会開催状況 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料編 

収集運搬と中間処理施設の連携、収集運搬や中間処理施設における 

デジタル技術活用方法の検討、事例等について調査、整理 

（添付資料）ごみ処理におけるデジタル技術活用事例 
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